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第1章 背景および目的

1-1 背景お よび 目的

1-1-1 背景

(1)里 山の状況

一般に 「里山」はおおむね人里の近 くに存在 し長い間にわたって生産 ・生活 と結びついて

利用されて きた森林、あるいはそのような森林 と集落、農耕地、河川、溜池など生産 ・生

活 と結びついた、まとまった範囲である ととらえ られている。里山を生産 ・生活上で活用

して きた主要な社会的単位 はムラ(集 落)で あ り、ムラはイエか ら成 り立っていたといえ

よう。ムラという社会がなければイエは存続で きず、 また里 山がなければ生産 ・生活は成

り立たなかった。里山の維持 とムラ ・イエの存続は予定調和 していた。ただ し長期的にみ

れば常に動的安定が保たれていたわけではな く過剰な利用が森林の劣化 を招いたこともあ

った といわれ る。 しか しなが ら基本的には調和 していた里山と生産 ・生活、イエ、ムラの

相互連関は産業化、都市化、高度経済成長等の社会経済状況の激変によって弱体化 した。

近年 になって里山の放 置や乱開発 に対する問題意識や、緑の少ない都市の住民に とって

の貴重な緑地、 レクリエーションの場 としての里山へ の関心が高まってきている。また人

為的撹乱が維持 して きた生態系の存在が明 らかにな りつつある。里 山を利用 して きた しく

み 自体に文化的価値があるとい う認識 も生 じてきている。

かつて人々の暮 らしと里山の活用が予定調和 していたこと、現在はその調和が崩れたもの

の里山は人が関わる自然であるとい う認識は広 く受け入れ られていることから、里山の本

質は 「関係性」「総合性」で表せる と考える。また 「暮 らし」は本来多面的なものであるこ

とと、現在の多様な視点か らの里 山の再評価 とをあわせて考 えると、里山には 「多面性」

も備わっているといえる。

(2)里 山を対象 とした研究 の現状

このように多方面か らの里山への関心が高まってお り、里 山をいかに活用 してい くかは

重要な課題である。上記の とお り里 山は生産 ・生活 とのかかわ りの中で維持 されてきたこ

とを考えれば、新 たな活用の しくみ を構築するためには新 たな里山と社会 との、あるいは

里 山を活用 する多様な主体 どうしの関わ りのあ り方についての議論 と、多様な価値 を総合

する視点が強 く求められ るであろう。

里 山に関する研究において も様 々な視点から接近され成果がみ られる。 しか し、これま

での里山に関する議論は、地域区分や ミクロな生態系、市民 による里山保全活動など、 そ

れぞれの視点か ら里山を分解 し抽 出 した上での議論に偏 る傾 向があったように見受けられ

る。それ らの議論や技術 は特定の視点にもとついた地域発展や生態系保全のために重要で

あるが、現代 の社会状況 に即 して里山の 「関係性」「総合性」を問 う議論がなされなければ

根本的な問題解決 には至 らないのではないだろうか。森林 の非経済的機能や旧来の地域社

会 と結びつ いた生態系のみ を切 り離 して守 ることは里山の本質 とは相容れないことであ り、
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森林 と人 との関係 のあ り方をめ ぐる問題を解決せずむ しろ分離や対立を生 じさせることに

な りかねない。

1-1-2 目的

里山の活用がなされない一方で生態系等様 々な機能への注 目が高まっている中、また多方

面か ら研究がなされているものの総合的なアプローチが不足 している現状 において、里山

の多様な要素や里山に関わる多様な主体 の結びつ きを重視 し、里山の持続的かつ総合的な

活用のあ り方を構築することを目指 す研究が必要ではないだろうか。

そ こで本研究は、里山に関わる多様な主体の連接や里山の時間的 ・空間的秩序の形成によ

って、関係性および総合性 を実現 しうる里山活用のあ り方を方向付け、提示することを目

的 とする。

多様な主体の連接に関 しては とくに市民による里山保全活動が展開 してきてお り、量的な

発展だけでな く里 山をめ ぐる社会関係 を再構築させる役割をもつもの として市民を重要な

存在であると考 える。そのため地域社会学の視点を取 り入れて、市民団体 を中心 とした里

山を介 しての地域社会 の再構築を把握する。

里山の時間的 ・空間的秩序の形成 については、「持続的な里山経営」 という森林経理の総

合的な視点が必要 と考える。ここでい う森林経理学は環境や社会 も考慮に入れた新たな視

点のものをいい、里山のもつ多様な機能 を統合するものである。

環境倫理学の鬼頭秀一は、 自然 と人間 との関わ り方の概念を、全体性 をもった 「生 身」

の関わ り方 と、部分に分かれた 「切 り身」の関わ り方 とで捉えている(鬼 頭秀一 『自然保

護 を問いなおす』pp126-131)。 この 「生身」「切 り身」でいえば、木材生産のみを追求する

こ と、林業家だけが関わること、更には 「里山の生態系」を公園的に残すこともまた 「切

り身」の関係ではなか ろうか。環境 とい う側面 を取 り入れ時間 と空間 とを連続的に とらえ

て森林の循環的な活用をめざす新たな森林経理学の視点はこの 「切 り身」をつなき 「生身」

にするため に不可欠であると考え られる。生産においても生活全般において も人々が森林

と何 らかの形で関わ り、 また人々の関係 についても様 々な立場の人々が森林を通 して何 ら

かのつなが りをもつような関わ り方が、「生身」の関係であろう。ある地域での森林 との関

わ りを多面的なもの とす ること、多様な人々が関わること、そ してそれ らが相互 に交差 し

て全体性 をもつ ことが、現代社会 において 目指 すべき里山の姿ではなかろうか。

1-2 方法

前述の 目的を達成するため、本研究は以下のような方法ですすめてい く。

まず、市民 による里山活用の動 きは森林に関わ る主体 としてはこれ までにない性格のもの

によってい ること、急速な規模拡大、内容の多様性な どか ら注 目すべ きもの と考える。新

たな里山活用主体 としての役割はもちろんだが、多様 な主体 をつな ぐネ ットワーカー とし

ての役割は市民に特有のものであ り里山の総合性 を再構築する要素 として重要視する。そ
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こで市民団体 自体を深 く知 ると同時に、里山を媒介 とした地域における主体間の連接 の状

況を市民を中心にとらえるように した。

里山の放置、放棄が問題 となっているなか、里山に新 たな価値 を見出 し時間的 ・空間的秩

序 をつける活用計画の構築が今後 さらに求められてい くと思われ、その際には里山自体 を

客観的に把握することが重要 になってい くであろう。それ と同時に、里山への接近は人の

意思による行為であ り、里山がその人に とって どのような意味をもつかが働 きかけ方 に影

響する と思 われる。そ こで、客観的な里山の把 握、例 えば土地利用の変化把握等に加え、

社会 的な状 況や人々の里山に対する意思を里山の客観 的な状況に関連付けて とらえるよう

に した。

また社会的な視点を持 って行 う研究であ り人々の意思が重要なデータであるため、具体性

をもつ事例調査を実施、 と くにイ ンタビュー とア ンケー トで人 々の意思 をなるべ く直接把

握 するように した。その一方、全体的かっ一般的な動向をつかんでバ ランスを とることが

必要である と考え、全国規模で、人口や農林業状況 といった客観的事実 を示すデータの解

析 を行 った。

具体的には第3章 か ら第5章 までが調査 を実施 した研究部分であ り、この部分 について方

法 を述べる。第3章 は最近の里山に対する市民および都道府県による働 きかけの全体的、

一般的な動向を把握するために
、統計資料 とア ンケー トの解析 を行 った。このアンケー ト

は都道府県に対 し、施策の現状 という客観的事実 を尋ねたものである。第4章 の大阪にお

ける事例研 究では、前半部分で市民団体の特徴 や構成 員の意識を詳細に明 らかにするため

にインタビュー とアンケー トを実施 し、後半部分では市民団体の活動 フィール ドとなって

いる集落 とその周辺地域の土地利用変化 という客観的な里山の状況 と集落社会の状況 とを

一体的に把握することを試みた。第5章 の霞 ヶ浦流域における事例研究では、前半部分で

里山活用を媒介 と した地域社会の主体間の連接 を市民団体を軸に明 らかにするために主要

な主体に対するイ ンタ ビューお よびア ンケー トを行い、後半部分では公共事業によって始

まった里山における粗朶生産、市民団体 による里山管理および県による平地林保全事業 に

ついて統計資料およびアンケー トで得たデータか ら森林価を算出 し評価、比較 した。

1-3 本研究 における引用理論

(1)拡 張された森林経理学の視点

森林経理学 とは、森林 の時間的 ・空間的秩序づけに関する学問であ り、広 く森林経営の目

的達成のための計画樹立を研究するものである といえる。林業経営の保続性 を基本原理 と

し、従来 は持続的な林産物生産を考慮 していたものが、次第に森林経営の目的が幅広 くな

り森林 の非経済的機能の持続的発揮 まで含 めた経営へ と変化 してきた。

森林経理学の視点 をもって里山をとらえてみ ると、旧来の里山は集落社会 をその活用主体

とし、生産 ・生活 と密接に結びついて循環的に利用されていた。持続 的かつ循環的な利用

という点では従来 の森林経理学の視点で とらえることができる と考え られる。 しか し生産
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と生活が強 く結びついて里山 と関わ っていたとい う点に着 目すると、従来 の森林経理学は

生産 に偏 って里山を とらえていた可能性 もある。

社会経済の変化に ともない旧来のように循環的に活用されな くなった里山は、農業生産や

木材生産、開発な どか らの要求に応 じて分断された上で利用 された り、あるいは放置 され

てきた。純粋 な木材生産 に存在 目的を特化 した部分は従来の森林経理学の対象 となったが、

里山 としての全体性 は失われた といえよう。

現在の里山は、放置 ・放棄や開発な どによ り分断が進行する一方で、生態、環境等非経済

的な面か ら新たな価値が見出されて きている。生態的アプローチは、持続 的な農林業 によ

って定期的 に人手が入 ることで二次的 自然の豊かさが保たれて きたことを明 らかに した。

しか しかつてのように生産 ・生活 と里 山の環境が予定調和 しない現在 においては、 もし時

間 ・空間を統合す る視点 がなければ生態や環境 もまた分断され たもので しかないだろう。

そもそも、生態や環境 といった機能は森林 と不可分な ものである。そ うであれば森林 に手

を加えて使 ってい くという 「持続 的な森林経営」 という森林経理学の概念が、結果 として

非経済的価値 も高めることになるのではなかろ うか。非経済的側面に まで拡張 された森林

経理学は、里山の活用において現在分断されている要素を統合 しうる重要な概念であると

考 えられ よう。

本研究の立場の一つは、里山に関わる多様な主体の連接を市民による活動を中心にとらえ、

里山をめ ぐる新たな地域社会形成の契機 を探 るとい うものである。人 と里山 との関わ りの

あ り方を明 らか にすることは、広 く森林全体の経営 について社会的な側面 を明らかにする

ことにつながる と考え られよう。 そこで、非経済的側 面への拡張のうち特 に社会的な側面

を重視 した。そ して、里山が地域概念であるこ とと、市民による里 山活用団体は地域社会

において活 動す る主体であることか ら、地域社会学の視点を取 り入れることとした。地域

社会学の理論 については(2)に おいて述べる。

森林経理学の理論は全体を通 した基礎 となっているが、と くに第5章 後半部分においては

粗朶生産やボ ランテ ィア活動 といった里 山活用 によって発生する森林価算出の際に引用 し

た。 また第4章 では集落及びその周辺の土地利用変化 を把握 するため にGISを 活用 した。

(2)市 民活動重視の立場 ―地域社会学 ―

本研究においては、蓮見音彦 と似 田貝香 門の地域社会学の理論を引用 しなが ら解析する。

まず、里山の現状 を説明するにあた り蓮見の地域社会 の概念が有効であることをここに示

し、次 に里 山活用 において地域社会の主体の一つである市民団体を中心に解析することの

有効性 を似 田貝の理論によって示す。

蓮見 によれば、「…現代地域社会 の状況は これまでと りこぼ してきた問題群 を浮かび上が

らせたとい うことでな く、農村 ・都市の問題それ 自体 の変質という事態を生み出 して きて

お り、新 たな観点か らの農村 ・都市の問題への接近を必要 とさせている。あるいはむ しろ、

そのように新 たな問題の位置付けが重要 になって きていることにこそ、地域社会学の提唱

の意味があ った というべ きであろ う」 としてい る(青 井和夫監修 ・蓮見音彦編集 『地域社
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会学』p5)。 かつての里山に対応する社会は旧来の農村社会であったといってよいだろう。

しか しなが ら現在里山で起 きている放置 ・放棄、乱開発 といった問題や都市住民の接近、

農村内部の多様化 といった現象群 は、都市 と農村の問題が変質 し相互 に浸透 しているもの

とみなせ、旧来の里山を内部に含む、 よ りあいまいな枠組みの地域における問題 となって

いるのではないだろうか。そのため、里山の問題を社会的側面か らとらえるには地域社会

学の視点が有効である と思われる。

地域社会の枠組みがあいまいになっている現在、里山 という新 たな地域を設定する根拠

についても地域社会学 に学ぶ ところがある。旧来の、人々の生産 ・生活 と強 く結びついて

維持されて きた里 山は、共同体 的社会 の物質基盤であったといえるだ ろう。資本制以降の

社会 においては、 このような意味での共 同体の物的基盤は一般的には解消 され、それに基

づいて地域的範域 を描 き出す ことは不可能 となっている。 しか しなが ら、少な くとも観念

的には地域社会の範域 と統合が想定されているのである。その理由 として蓮見は 「個 々人

はその居住 してい る地域に対 してアイデ ンテ ィフィヶーションを持 ってお り、それが地域

社会の統合の基盤を作 り上げる結果 となっている」(同p13)た めであるとする。 この理論

か ら、「里山」がすでにまとまった空間の範域 として見出すことは出来ないものの観念的に

は認識され うるといえよう。里山 と関わ ってきた旧来 の地域社会の住民に とっても、新た

に里山に働 きかけ始めた市民 にとっても、それは当てはまり得 るのではなかろうか。

続いて似田貝は、1970年 代以降増加 して きた、市民が地域社会 において結成するボラン

タ リックな団体 による文化や福祉、医療 などにわたる活動の多様化 が、伝統的な地縁組織

そのものを変化 させ ると指摘す る。これ らボラ ンタ リックな団体は社会生活 と共同生活 と

の間にあって結びつける存在であるという(同P120)。 市民による里山活用団体 もまた地域

社会で活動するボ ランタ リックな団体であ り、様々な地域団体 を結びつけ里山への関わ り

を浸透 させてい くもの とい う一面 を持つ と仮定できるのではないだろうか。

また、市民がなぜ 「里山」に向か うのか、あるいは期待 されているのか という疑問への

回答の一つとして、「公共性」のあ り方 をめ ぐる議論が有意義であると思われる。似田貝は

社会的サー ビス とその供給主体 との関連 を採算性 と公共性の視点か らのモデル化を紹介 し

ている(同pp146-149)。 採算性が悪 く民間による活用がなされに くく、 また公共性が高い

ものの行政 の財政事情 によ り公的セクター による管理の限界 を超えてお り、更に家族や地

域 といった共的セクターの協働が減少 した領域に、市民による働 きかけが期待 されている、

あ るいは市民が働 きかけの必要性 を感 じ自ら行動 しているとみ られる。里山はこのような

領域であると考え られるだろう。

地域社会学の理論は、具体的には第3章 、第4章 、第5章 において以下のように取 り入

れた。第3章 では市民お よび都道府県の里山活用の動向を解析する際に、地域社会 におけ

る 「サー ビス供給 の公共性」 とい う地域社会学的視点か ら把握することで里山活用状況を

社会的な側面か ら明 らかにすることを試みた。第4章 においては、前半部分では里山保全

市民団体の活動 について 「観念的地域 としての里山」 における 「新たな地域社会の主体 と
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しての市民活動団体」 とい う地域社会学的視点にたって分析を進めることとした。後半部

分では調査対象集落が 「共同体的社会の物質基盤が解消された後の旧来か らの伝統的集落

社会 」であると考 えかつて物的基盤である里山の位置付 けの変遷 を明 らかにすることとし

た。第5章 の前半部分では里 山活用に関わる主体間の連接形成 を分析 する際に、「里山活用

市民団体」 を地域社会学でい うところの 「ボランタリックな団体」であると考えこの団体

および構成員である市民の役割 を明 らかにすることとした。

一方、森林 ・林業サイ ドか らも森林管理への市民参加 の重要性が指摘されている。森林

管理 におけ る市民参加の必要性 については、木平勇吉編著 『森林環境保全マニュアル』第

I編 で柿澤宏昭が 「市民参加はなぜ必要か」を論 じている。それ によると、市民参加が必

要である理 由として、(1)森林管理 のあ り方 とい う正解のない問題 に対する正解をみつける

作業は、多様な人 々が議論 に参加 して初 めて可能 になる(2)森林管理問題が地理的な広が り

をみせたような立場の人々に及ぶようにな り、これまでのように狭 い林業関係者だけでは

方向性を決め られない(3)森林保全 を実際 に行お うとした場合、私権 の規制や保護、公共性

に関する議論 と合意形成 が必要(4)市民の代表民主制や官僚制に対する不信が強 まる中、両

者 の間に何 らかの掛 け橋 を しない限 り軋轢が高まる恐れがある、の四点を挙げている。更

に 「市民参加がめざす もの」について、市民参加は単 に紛争解決 と合意形成 を目指 してい

るのではな く、「森林環境保全をめざ した新たな社会 と森林の関係や、森林環境保全 を可能

とさせる社会のあ り方を どの ように構築するか、 といった将来展望 を切 り開 く鍵 として市

民参加 を考 えている」 と述べている。

また山本信次は 「森林教育」を、 自然事象 を扱 う部分 と 「人 と自然 との関係」 を扱 う部

分か ら構成されるものとか らなるとし、林業教育は主に後者 と関わ りが深い ものであるが、

森林 を対象 とした教育である以上前者の部分も当然含 まれる と述べ る。そ して、林業教育

を従来の職業教育 と一般市民の森林利用 の一形態 との二つに区分する。 この一般市民に対

する林業教育は、人 と森林 との関係や林業のあ り方が問い直され再構築が求め られる中で

有効な手立て となるものであ り、従来の まま変革することな しに市民 を労働力 として組み

込む ものであってはな らない とす る。そ うであれば、行政主導で森林ボランティアが成熟

した場合、 その森林ボランテ ィア と行政、林業事業者 らが新たな関係 を構築 してい くこ と

こそが重要であ り、成熟 した ところで行政の役割が終わるのではな くそ こか らが出発点 と

なるのである。

いずれも、市民が 「人 と森林 との関係」あるいは 「これか らの森林活用 をな してい く社

会のあ り方」 を再構築する契機 となる存在であるという視点 を持 っているといえよう。

1早4本 研 究の構成

本研究は6章 か らなる。

第1章(本 章)で は本研究の背景、問題意識、 目的等、全体の方向付けを論 じる。

第2章 ではこれまで数多 くの議論がなされている里山の概念について整理 したのち、本研
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究における里山の概念を述べ る。

第3章 、第4章 、第5章 はそれぞれ独立 した調査研究である。第3章 は市民および行政

による里山活用の全体的な動向、第4章 は ミクロな視点か らの市民団体の活動事例研究、

第5章 は流域単位の広 が りのなかでの市民団体 を中心 とした複数セクターによる里山活用

の事例研究である。全体 的な視点か らミクロな視点 までをカバーす ることになる。

第3章 は都道府県を単位に全国の市民による里山保全活動 と行政 による施策の動向を、社

会的 ・自然的状況 と関連付 けなが ら明 らかにする。

第4章 は一つの市民 による里 山保全活動団体に焦点を絞 った事例研究である。対象団体の

活動状況 と構成員の意識を詳細に調査 することで、最近着 目されているこれ ら団体の性格

を個人 ・団体 レベルで明 らかに し、今後の市民 による里山保全活動の展開にむけた考察 と

課題抽出を試み る。また、調査対象の団体が活動拠点 としてい る集落の生産 ・生活 ・社会

の変化お よびその周辺の土地利用変化 とを関連付けなが ら明 らかに し旧来の里山が現在 の

里山に至 る過程 を量的 ・質的両視点か らとらえ、土地利用変化の社会的な意味を考察する。

第5章 は里山活用事業の事例研究である。一つの市民による里山保全活動団体 を中心に事

業 にかかわる主体 の特徴や他の主体 との関連を把握する。 また対象事業が もたらす里 山の

生産物へ の需要 を推測 し、持続的な里山活用実現の可能性 を考える。

第6章 において、第3章 、第4章 、第5章 の結果を踏 まえた全体的な考察を行うことと

する。
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第2章 里山の概念

2-1 既往 の概念

すでに多 くの人が指摘 している ように、里山 とい う概念は時代背景や明 らかにされた機

能、その言葉を使 う人の問題意識によって異なってお り、様々な定義がなされて きた。そ

れ らは 「おおむね地理的なもの、植生的なもの、里山が成立する仕組みや機構 に着 目 した

もの、社会 文化的なものに大別で きそうである」(大 住 ・深町)、 といえるが、またそれ ら

の視点は相 互に関連 しあっているともいえるだろう。

そもそも里山は奥山に対応する言葉であ り、人里 に近い山を意味するものであった とい

う。位置関係 を示す言葉 とはいえ、その背景には長い間にわたって人々が生産 ・生活 に里山

を利用 して きたとい う歴史が存在する。

近代以降、里山の範疇に含 まれ ると考え られ る武蔵野の雑木林やご くあ りふれた農村風

景が文学や唱歌、絵画な どに登場 する。文化的な視点はすで に里山に対 して向け られてい

た といえる。また風致的な視点か ら郷土風景の保全がい くつか提唱されていた。

1940年 代初めには里山という言葉は使われていたとい う。 しか し戦後か ら高度経済成長

期にかけて、燃料革命、産業化、都市の拡大、農地開発などの流れを受けて里山は薪炭林 ・

農用林 とい う役割か ら農業や拡大造林のための土地、あるいは宅地や レジャー施設の開発

予定地 としてみなされるようにな り、現在のように里山 として存在することの価値は認め

られていなかった といえる。里山の生態的、社会的、文化的機能は、研究成果や都市住民

を中心に した新たな価値認識 に伴 って次第 に強 く意識 され るようになった と考えてよいだ

ろう。

里山 という言葉が一般的に用い られるようになったのは1970年 代以降であ り、様々な定

義がなされて きた。傾 向として、「学術書や啓蒙書 には、機構的、社会文化的な定義が多 く、

行政文書には地理的あるいは植生的な定義が一般的」(大 住 ・深町)な ようである。

(1)里 山の定義例

(1)1977年 の第三次全国総合開発計画(旧 国土庁)に おける里山 〈地理的定義〉

森林型土地利用率(森 林率)が70%以 上で人 口密度が50人 ～300人/km2の 国土、 もし

くは森林型土地利用率が70%以 下で人 口密度が300人/km2未 満の国土であ り、かつ人工

林の賦存率が40%未 満の国土。

地理的な区分であるため数量的把握が可能。人 と里山 との関わ りのあ り方や、森林 ・農

地 ・ため池等の組み合わせ とい う社会的、生態的視点は弱い。1977年 とい う時期 を考

えても、国土政策においては低位利用の状況 にある里山林は より高度な利用がなされ る

べ きであ り、農地や宅地、大規模 リゾー ト施設建設の候補地 としてみなされていた とい

えよう。

(2)用 端英雄(『 里山の自然』1997)に よる里山 〈機構的定義〉
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薪炭材、落葉や柴、山菜な どを採取するというように繰 り返 し人間が利用 して きた森林 を

総称 して里山林 とする。そ して里山林は農業用水の涵養や肥料供給 といった形で農業 と関

連 してい るため、里山林に隣接する水 用やため池、用水路、茅場なども含めた景観 を里山

と呼ぶ。

(3)倉 本宣 ・内城道興(『 雑木林をつ くる』1997)に よる里山 〈機構 的定義〉

「雑木林は農村の集落や農地 と一体 となって里山を形成 していた。里山を構成 しているほ

かの土地 に物質を供給する役割を持ち、そのために維持 されて きた」

(2)と同様、集落や農地、森林か らなる景観を里山としている。ここでの 「雑木林」は(2)

の 「里山林」に該当する と思われる。

(4)武 内和彦 ・横張真 ・井出任(『 田園アメニティ論』1990)に よる里山 〈地理 ・地形

的定義〉

「二次林の主要な成立基盤 である丘陵地=里 山」、「里山林や平地林 とよばれる、都市近郊

に残存 した樹林地」

都市近郊の丘陵地に残存する二次林 を里山とみな した地理的 ・地形的定義であ り、環境

保全機能 に着 目している。

(2)類似概念の定義例

(5)1984年 の環境基本計画(環 境庁:当 時)に おける 「里地」

人口密度が比較的低 く、森林率がそれほ ど高 くない地域。基準は 「山地 自然地域及び平地

自然地域以外の地域で、人 口密度が標準地域 メッシュ(ほ ぼ1万ha)あ た り5千 ～3万

人、又は人口密度5千 人未満かつ森林率80%未 満の地域」。 自然的社会的特性をみる と、

国土に占める割合は45%、 人口割合は15%、 人口動態は高齢化10%、 減少化10%、 自

然の特徴 として農耕地が30%、 植林地が25%を 占め、全国の二次林の50%,農 耕地 の

55%が 存在、全国の生息確認地に対 し、ツキノワグマは35%、 カモシカは30%、 ニホ ン

ジカは65%、 イノシシは55%を 占める。そ して森林面積の減少や森林の断片化、それに

ともなう身近な生物種の減少が問題になっていると指摘。

地理的区分であるが、生物 ・生態 に関する視点も認め られる。人 と自然 との関わ りのあ

り方 についても言及されている。二次的 自然 に関 して、特有の生態系や生物種の存在が

明 らか になってきてお り、 また自然 とのふれあいの場 としても重視 されて きているが、

その急速な減少が問題 となっている状況を受けているもの といえる。

(6)平 地林

「里山」と同様、それぞれの研究者や地域によって定義が異なる。はっきりとした定義は

存在 しないようである。また、関東地方等の限 られた地域 に しか使われていない。林野庁

は「標高300m以 下で、傾斜15度 未満の土地が75%以 上を占める市町村 に賦存する森林」

と してい る。

(7)都 市近郊林

「人口3万 人以上の都市の市街化区域か ら7km以 内の森林」(林野庁)、「都市住民の生活
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との係 わ りが特に深いことから、特別な森林の取 り扱いが要請され る都市周辺地域に所在

する森林の総称」(都 市近郊林研究会)、 等、定まった定義がない。

(8)雑 木林(雑 木林)

いろいろな種類 の樹木か らなる林の意味。雑木 とは有用な樹種を意味する真木にたい し、

有用でない樹種の ことである。武蔵野の雑木林が有名だが、これ らはクヌギやコナラを主

にする二次林で、かつては薪や木炭の供給源 として、また落ち葉を堆肥の素材 とするなど

利用されて きた。雑木林には各種のムシが多 く、これを食 う鳥やケモ ノも豊かである。市

街地やその隣接地にある雑木林は、いま身近な緑 として人び とに安 らぎをあたえ、また環

境教育の場 を提供するなどその価値がみなおされてきている。(『環境教育事典』旬報社、

1999)

いずれの類似概念 も、具体的に数値で区分 したものか ら一般的な もの まで、様々な定義が

なされている。

(3)里 山お よび類似概念の共通点 と相違点

まず共通点であるが、地理的 ・地形的には、

・都市か ら農村 にかけての、居住地近 くに存在する森林(ま たは森林 ・農地 ・集落等のま

とま り)

・標高がそれほど高 くな く、傾斜がそれほどきつ くない場所に存在

機構的には、

・かつて、農業や生活 と強い結びつきがあった と考えられる。森林 は主に薪炭林や農用林

として利用 されて きた。

生 じている問題点 としては、

・利用価値 ・経済的価値の低下による放棄 ・放置

・非経済的機能 に対する要求増大(緑 地、 レクリエーション、等)

・都市化圧 力による乱開発

・二次林 の遷移進行 ・退行による二次的 自然の衰退

等があげ られよう。

相違点は、「里 山」 については特に農業や生活との結びつ きを重視 した り、耕地や溜池等

と一体で とらえる視点が特徴的だといえる。

2-2 本研究 におけ る概念

本研究は里山について、里山をめ ぐる関係性、里山の総合性、多面性 をその本質にみてお

り、里山を活用する総合的な しくみを構築することを重視 している。そのため基本的には

機構的、社会文化的な定義を採用 したい と考 える。前述の既往の定義で示 したそれ ら定義

とおおむね 同 じ概念で里山をとらえてい く。地域 区分による里 山の定義は設けないが、該

当する地域 の内部 に機構的な里山がおおむね存在 しているものと考える。

更に、本研究では総合的な里 山活用を可能にするような、主体の相互連接や持続的な里
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山経営の必要性 を認識 してお り、こういった視点を強調 した 「旧来の里山」、「現在の里山」、

そ して 「目標 とすべ き里山」の概念を提案する。

(1)旧来 の里山

伝統的地域社会が働 きかけ、農林業 ・生活 との強い関連のもとで維持され成立 していた、

森林、農地、集落等のま とまり。個 々の家計維持のために森林 に対 して働 きかけてお り、

その実現のためには伝統 的地域社会の結束が不可欠であった。

これは前述の機構 的定義 とほぼ同様である。

(2)現在の里 山

1)機構的側面か らみた里山

地域区分における里山の内部を中心に、「旧来の里 山」は変化 しなが らも完全に消滅せ

ずに存在 していると考える。また都市住民や行政等が里山保全に取 り組む等、伝統的地域

社会以外の主体による新 たな関係が形成され始めている。しか し、まだ個別の関係が多 く

地域的広が りをカバーするには至 っていない。また森林の多様 な機能も含めた持続的保

全 ・活用の 目標 と結びついているものは少ないと考え られ る。このように地域区分におけ

る里山内部での、旧来の里山の変化 と新 たに形成 された関係 との重層 ・混在、森林の非経

済的機能への期待 の高ま りと経済的価値低下による様々な問題の同時発生 とい う状況が、

現代の里山の機構的側面である。

2)地域 区分による里山

地域区分による 「里山」「里地」「平地林」「都市近郊林」を全て地域区分上の 「里山」

と考えることとする。理 由は、「旧来 の里山」は、上記の地域 に存在 したと考え られるこ

とと、いずれの地域における森林 も現在農林業や生活の変化および都市化 による放置や乱

開発 といった問題が生 じる一方、緑地 ・二次的自然 ・レク リエーションの場等 としての機

能への期待がなされ るという状況にあると思われるためである。

(3)目標 とすべ き里山

都市社会の集団、伝統的地域社会、行政、様々な主体が里山に対する関心や利害関係 に基

づいて連接 し、その地域 内部 における里 山(林)の 持続的 ・循環的な保全 ・利用を実現す

る地域。

機構的な定義の例 にな らい、対象地域の森林 を 「里山林」とする。また、針葉樹 ・広葉樹、

人工林 ・天然林 に関わ らず全て対象 とする。
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第3章 里山活用の全般的動向―社会的側面を中心に―

3-1 は じめに

社会的な側面か らの里山把握は、本研究における主要な部分 をなすものである。里 山の

活用に関わ る様々な地域社会集団の連接 が形成 されてきてお り、それ ら主体 のうちでも市

民による里 山活用団体は活動が活発化 しているだけでな く地域社会集団の鶴 の契機 にな

ってお り特に重要である と考 え、本章で全体的な把握を試みる。また里山の非経済的価値

が認識されて きているなかで行政が 関わる場面が多 くなってい ると思われ るため、都道府

県による施策の状況の把握 を試み る。

なお、市民、都道府県いずれの状況 についても人口や森林等社会的、自然的状況 と関連づ

けて分析 してい く。

3-2 市民 による里 山保 全活動の動 向

3-2-1 既往研 究に よる把 握

里山をは じめ とする森林保全活動 を行 う団体に関する量的 ・質的な調査 ・研究が行われ

てきてお り、その実態は次第 に明 らかになって きている。里山お よび森林保全活動を行 う

団体 に関する既往の研究をレビュー し、それ ら団体 の性格お よび動向を把握する。

なお、研究によ り里山の定義が異なっていることも考え られるが、 ここではそれぞれの

研究における定義 に従 う。里山 ・雑木林 を対象 とする活動が含 まれていると考え られ るた

め、緑全般や各種森林 に関わ る活動 ・団体 に関する研究もレビュー対象 とする。

(1)関岡東生 「里山保全活動における市民参加型森林づ くり活動の現状」(国 土庁 『里山の保

全方策に関する調査研究報告書』2000年3月)

ア ンケー トに回答 した232団 体 に関する分析である。

大半の団体が1985年 以降に設立 してお り、市民が森林づ くりに関わるようになったのは

総体 としては最近のことであるといえる。団体の代表者の多 くが50歳 代、60歳 代で、ほ と

ん どが男性である。 しか し会員には現役で働いている世代 も少な くない。

入会資格が必要な団体は少ない。会員規模は、20～30名 程度 と100～300名 程度の2つ

にピークがみ られ、また1000人 を超 える団体も存在する。組織形態 としては、専従職員が

い る団体は少な く、会員は自ら活動 しスタッフも兼ねてい るものがほとんどである。

新規会員の募集 に積極 的な団体 も少な くないが、過半数が 「希望があれば受け入れ る」

とい うものであ り、必ず しも規模拡大を期待 しているわけではない。 また、他団体 とのネ

ッ トワー ク化のための連絡協議会 に加盟 してい る団体 としていない団体はほぼ同数で、加

盟 していない団体の多 くは今後の加盟 も希望 していない。

事務所の所在 と会員の居住地、フィール ドは同一市町村かあ るいは同一都道府県である

場合が多い。主なフィール ドの森林タイプは、雑木林が最 も多 く、次いで人工林であった。

特定の森林で活動 し、今後 もそれを希望する団体が多い。
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打ち合わせ等に使用する場所や機材等の保管 をする場所を確保 している団体が多い。

会員以外を対象 とした活動を実施 している ・今後実施 したい 団体 が多いものの、実施 す

る意思のない団体 も少な くはない。

年間活動日数は、月1回 以下の団体が6割 程度にのぼる。

スタ ッフである会員 と一般 の会員は、 区分を設けていない団体 が過半数にのぼる。

他の団体 との連携は、積極 的に実施 している団体が最 も少な く、求めに応 じて実施する

団体が半数近 く、 また実施 していない団体が3割 近 くであった。そ して、積極的であれ消

極 的であれ、連携する相手の団体 は近在 の団体が多 く、 また森林づ くり以外の団体 との連

携 も少な くない。

何 らかの活動助成 を受けている団体 は5割 強、受けていない団体は4割 であ り、受けて

いない団体の今後の意思は 「受けて も良い」が最も多いものの、「受けたくない」 とする団

体 も少な くない。

以上の報告 より、考え られることは、

1.中高年の リタイア した男性が中心であるが、よ り若い世代の参加 も少なか らずみ ら

れ、多様な人々が活動 していることが うかがえる。

2組 織の性格 ・形態の分化が考え られる。例えば比較的少人数の団体 と大規模 な団体、

規模拡大 に消極的な団体 と積極的な団体、他グルー プとの連携に消極的な団体 と積

極 的で相手団体の活動 ジャンルも様々な団体、活動 日数の少ない団体 と多い団体、

等に分類 される可能性があるのではないか。

3居 住地近 くでなされる、地域性 をもつ活動であると考え られる。

(2)斎藤修 「里山 ・雑木林保全活動に関する研究」(『土木学会環境システム研究論文発表会

(2001年10月 開催)ア ブス トラク ト』2001)

全国各地の里山 ・雑木林保全活動を行っている97組 織 について、各組織が特に重点をお

いている活動 目的に関する設問に対する回答を用いて主成分分析 を行 った。その結果、主

成分1(寄 与率20.5%)は 、活動における保全 ・保護の優先度 を示すと解釈できた。この

主成分得点 を用いて各組織を6分 類 した。

組織 の設立年代別にこの分類をみ ると、保全 ・保護 の優先度があま り高 くない時期(～

1985)、 比較的高い時期(1986～1995)、 優先度が低い時期(1996～)と 変化の傾向がみ られ

た。

また、この分類別に各組織の活動にお ける課題 をみると、保全 ・保護の優先度が高い組

織に特徴的な課題は 「活動場所の確保 ・拡大」「雑木林の管理方法や生物に関する専門知識

を深めるこ と」「環境教育の充実」で、低い組織では 「会員数 ・活動 日数の増加」「企画 ・

イベ ン ト増加」などであった。共通の課題 には、「リーダー育成」「資金の確保 ・増加」「地

元農家 ・林家 との交流 ・連携」などがあった。

この研究からも、参加 を楽 しむタイプの団体 と保全や管理 を重視するタイプの団体が

存在することが うかがえる。寄与率がそれほど高 くないことから、活動内容は各組織 ご
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とに明確かつ単純に異なるものではな く、複雑で分離 しがたい性格を持っている と思わ

れる。

(3)栗田和弥、植竹薫 「関東地方 における市民による環境NPOの 自然環境保全活動に関す

る研究」(『ラン ドスケープ研究』62(4)、1999)

関東地方において実質的な 自然環境保全活動を行っている市民団体265組 織についての

ア ンケー ト結果であ る。

活動 フィール ドは農用地 ・農地、河川、公園、人工林の順 に多 く、比較的身近で手入れが

必要なフィール ドが多い。

団体の活動開始年は1980年 以降が多 く、 とくに1990年 代 の開始が多い。

活動内容の上位を占めるのは、啓発活動や 自然観察など、フィール ドやそこにある動植物

に直接働 きかけない 「間接的な活動」で、緑化 や清掃、動物保護、農林業支援など直接働

きかける 「直接 的な活動」は全体の約4分 の1で ある。そ して 「間接的な活動」を 「直接

的な活動」の前段 階と位置付ける。

土地 との関わ りか ら活動内容をタイプ分け してお り土地の所有状況、場所が固定 している

か流動的か、フィール ドでの活動か否か、によって 「不定型」「啓蒙型」「管理型」「借地型」

「トラス ト型」「その他」の6タ イプに区分 している。この うち、将来的な緑地環境の担保

がなされている 「トラス ト型」を理想的な形である としている。

活動フィール ドと活動内容の関係 をみると、農用林 ・農地や河川においては多様 な活動が

行われている。一方、人工林や市街地の緑で活動する組織は少な く、フィール ドの構成要

素の単調 さをその原因 とみている。フィール ドによって、活動のポテンシャルに差がある。

団体の抱 える問題 の多 くは人手不足に関するものである。

これらの結果をふ まえ、参加する市民の意識の違いによ り、余暇活動 としての 「参加志向

の市民」 と、 自然環境保全 をライフワークとする 「管理志向の市民」の2通 りを想定 し、

それぞれの要求 にみあった活動内容を用意する必要があるとする。また、活動意欲の低下

に対 しては活動内容 の充実のほか目標設定が必要であるとしている。

全体 をまとめると1)空 間に直接手 を入れない活動が多い、2)公有地 における活動が多

い、3)農 用林 ・農地では多様な活動が行われる傾向がある、4)主 な問題は人手不足であ

りこれが活動継続性 を阻む、 とい うことが言え るようである。

筆者は 「間接的な活動」を 「直接的な活動」の前段階 と位置付 けているが、必ず しも

そのような段階で進行するとはいえないのではないか。間接的な活動がなされている場

合いずれ直接 自然 と関わ ることは可能なのか、「人が 自然 と直接 関わることが必要であ

る」「人手 によってダイナ ミックに維持 される自然 が存在する」 とい うことが主催者や

参加者にどの程度認識されているか、農林業関係者 との接触等そのような認識 を得 る機

会があるのか、等何 らかのきっかけを必要 とするのではないかと思われる。

また将来的な緑地環境の担保がなされている 「トラス ト型」を理想的な形であるとし

てお り、活動 フィール ドが確保されている場合、生態や緑地保全のための中長期的な計
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画が立てやすい、良好な社会 関係 の構築や維持 に関する困難 さが軽減され る、な どのメ

リットが考え られる。しか し、資金面での限界な どか ら現実に担保で きる緑地は限 られ

ている。また 「トラス ト型」にない他の型のメ リットとして土地所有者 と利用者 との交

流 プロセスが多様 な主体間のネ ットワー クを形成する効果なども考 えられる。全てのフ

ィール ドを完全 に団体 の所有 とすることが難 しいなか、フィール ド利用にあたっての責

任所在の明確化や活動 を保障するしくみづ くりが大切なのではなかろうか。

(4)上飯坂實 「都市住民等の林業労働力 としての意義 と可能性」(『都市住民等の林業労働力

としての確保 に関する調査報告書』2000.3、 林野庁)

森林整備 に携 わるボランテ ィアに対 して労働力 としての多大 な期待 を持つ ことは避ける

べ きである一方、ボランティア として関わ る理念や実行力、数 の多さは無視で きない もの

であ り閉塞状況にある林業 を打開 してい く力とな りうるのではないかと述べている。

ボランテ ィア等 と林業事業体等 とを、「仕事 ・活動の内容」「目標」「仕事・活動を達成 さ

せ る手法」「社会経済的枠組み」の4つ の視点について比較検討 している。

ボランティア市民団体等 林業事業体等

仕事 ・活動の内容 植栽 ・保育 植栽 ・保育 ・伐出生産

目標 森林整備 森林整備 ・林業の活性化

仕事・活動を達成させる手法 ネットワークによる情報交換 技術の提供

社会経済的枠組み 非市場経済 市場経済

「社会経済的枠組み」はボランテ ィア団体の場合市場経済の範疇に属さない ということ

を考慮すべ きであ り、 またこの点にボランテ ィア団体の活動の意義を見出すこともで きる。

こういったことか ら、都市住民等のボランテ ィア団体は従来 の林業労働力 とは質的 に異

なるもの と して とらえるべ きであ り、重要な役割の一つは相互のネ ッ トワー ク形成 によ り

森林 ・林業 に関する情報を交換 し都市住民 らに向けて発信す ることにある、 としている。

(5)松本浩 ・下村彰男 ・熊谷 洋一 ・小野良平 「野川流域に関わる市民団体の活動の変遷に関

する研究」(『ラン ドスケープ研究』1996,59(5))

東京西部の野川流域において環境問題 を扱 う市民団体の活動の変遷 を明 らかに した。活

動対象、住民 との関わ り、行政 との関わ りの3つ の観点か ら検討 した結果、「行政要求型」

「まち型」「浸透実践型」の3種 の団体の存在が認め られた。それぞれの特徴は以下の とお

り。

「行政要求型」:70年 代に設立された団体の主流。比較的狭い緑地の確保等を 目的に、

行政 に対する要求行動を し、周辺住民に周知 をはか る。

「まち型」:80年 代に増加。対象がまち全体で、地域全体の環境を理解 し周辺住民に広

げる行動が主であるが、ときに行政への要求 も行 う。流域外へ活動を拡大する傾向があ

る。
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「浸透実践型」:最 も新 しく出現。雑木林や農地などの一定のフィール ドにおいて体験

型の活動を し、団体外の人々への呼びかけもするが、 自分たちが楽 しむ ことが主 目的。

行政 と共 に事業を行った り支援 を受けた りすることもある。

(6)荒牧まりさ 「市民による森林管理 ・利用活動の実態に関する研究」(東 京大学大学院農学

生命科学研究科修士論文、2000)

市民による森林の管理 ・利用活動の実態 を把握することを 目的に、市民団体116に アン

ケー トを送付、回収 した99の うち86団 体 について分析 した。

管理対象森林別に活動 内容、活動対象地、参加者属性などについて類似性 を分析 した結

果、6タ イプに区分することが出来た。タイプ別の特徴は以下の とお り。

I人 工林型:活 動内容は主に森林 の管理、学習。活動頻度は低 く、地域 との交流を行う。

会員の年齢層 に広が りがある。

II雑木林-レ ク リエーシ ョン型:活 動内容は レク リエーション重視。地域 との交流はな

い。対象地は小規模な私有地で、空間の多様性 はない。

III雑木林-学 習型:活 動内容 の中心は学習。活動における管理の比重は中程度以上。会

員数は中程度以下で会員の年齢層は40歳 代以上。

IV雑木林-多 様型:活 動内容は多様。活動における管理の比重は中程度以上で、情報発

信を して交流活動を行う。活動対象地は小規模 。

V複 合-学 習型:活 動内容の中心は学習。活動 における管理の比重は高い。活動対象地

の面積大。

VI複 合上多様型:活 動内容は多様。活動頻度は 中程度以上。対象地の空間の多様性は高

い。会員数は中程度以上で、年齢層の広が りがある。

筆者は考察において、多様性の高い空 間において管理活動以外の活動 も行 う団体は、会

員の属性 に広が りがあることを指摘 し、「VI複合-多様型」を多 くの人々が森林に関わること

ができる団体の一つのモデルであるとみなす。

この報告 においても、フィール ド(活 動対象地)の 種類 と活動内容 との間に何 らかの関

連がみ られる。(4)の 報告においては、環境保全への関わ りとしての緑地 あるいは農林環

境における活動 という認識であったが、本報告では森林への関わ りを持つこと自体 に意義

を見出 している といえよう。

(7)長瀬安弘 ・吉用鐡也 ・野嶋政和 「京都府 山城町における森林ボランテ ィア参加者の意識

について」『ラン ドスケープ研究』1998,61(5)

京都府山城町において京都府の呼びかけで活動 を開始 した団体 「サ ン ・フォ レスター」

を対象 に、参加者の意識に焦点を当て、参与観察 とアンケー トを実施 した結果 の報告であ

る。

京都府の 「交流の森林づ くり事業」の一環で、1995年 度に関西圏の市民か ら 「サ ン ・フ

ォレスター」参加者を募集 し、1996年 度 よ り山城町の森林公園 「レス トヴィレッジ山城」

内の 「サ ン ・フォレスターの森」において活動を開始 した。参加者は50名 で、女性が3割
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を占め、年齢層は20～40歳 代 まで広が りがある。活動 プログラムの内容は、林業体験的な

ものを中心に、クラフ トや炭焼 きなどのオプション、知識取得 のためのセ ミナーもある。

初年度は行政主導で、次年度以降は参加者 らが リーダーとして 自主的に運営 することとす

る。

参加観察の結果、参加者は技術や知識の取得 に熱心であるが、未熟な レベルの部分もあ

る。ボランテ ィアの 目的について話 し合 う場面や、行政か らよ り独立 して 自主的に組織化

し運営 してい こう という動きが途 中か らみ られた反面、技術指導は専門家である行政 に依

頼を希望 している。運営面でも一部に依存する傾 向がある。

アンケー トの結果、参加者の活動 プログラムに対する満足度は高かった。 しか し、活動

全般 については当初 「自然や地元 の人々 と触れ合いたい」 とい う動機 に偏る傾向があった

ものが、次第に 「森林や 自然をまも りたい」「レク リエー ションなどで森林を楽 しみたい」

「地元の人々と交流 したい」な ど要求が多様化 している。

全体 を考察する。は じめに計画主体 としての市民参加の可能性 と参加者の意識をみてい

く。 まず 「ボランティア としての可能性 と問題点」は、 自主的に応募 したという市民 とし

ての自主性 と、技術的な未熟さか ら行政 に頼 らざるをえない という受動的状態 との矛盾の

中で 「自主的な活動 とは何か」を参加者 自身が考えボランテ ィア としての 自発的な組織化 ・

運営がみ られるようになった。 しか し、行政主導の事業であったことか ら行政に依存する

体質を作 り出 して しまった とも考 えられ る。

「森林ボ ランテ ィアの意識」をみると、活動 を通 して、行為 を与える側 ・享受する側 と

いう区別を超えた関係形成がなされる。市民 と しての独 自の森林 との関わ り方を参加者が

考え、具体化 してい くなかで、従来の林業サイ ドによる育林作業に特化 した森林観が、必

要であ り尊重すべ きではあるものの、それだけでは十分ではないことが明 らかになったと

いえる。

次 に、行政主導型運営の可能性 と課題 を検討する。行政が市民に機 会を提供 し、参加者

に満足感を与えることが出来たこ とか ら、行政 主導の森林ボランテ ィア組織化は可能であ

るといえる。 しか し、育林作業 中心のプログラムは、参加者がボランテ ィアとしての森林

との関わ り方を明確 に していった ときには十分に機能 した とはいえない。このギャップを

埋めるための意見交換 も、参加者の組織化が進んだ半年後 に参加者が呼びかけた結果行わ

れた。このあた りに行政主導 による森林ボランテ ィア組織化の課題がある。

行政主導の事例 としての特徴 と、市民の 自主的なボランテ ィアに普遍的な特徴 とを見

極 める必要があるだろう。行政 との関わ りか らみると、フィール ドが公園に固定 されて

いること、地元の農家 ・林家 との交流はあえて持たなければ生 じない と考えられること、

基本的には協力関係が前提であることがいえる。普遍的な部分では、参加者の属性や居

住地 に広が りがあ り、多様な人々が森林に関わ りうること、林業体験活動を重ねてい く

ことによって 目的意識が次第に明確 にな り林業 に対する問題意識が生 まれて くること・

が分かる。また、森林 との関わ りを育林作業 に特化せず森林の様々な恩恵を享受しそれ
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らを供給する総体 としての森林 を保全 しようと考える傾 向がみ られ る。

以上の報告か ら、まず森林に関わ る市民活動団体 について検討する。

まず、新 たな人 と森林 との関わ りの動きであるといえるだろ う。多様な人々がすでに森

林 ・林業 に関わっていることは確実だが1980年 代以降、特に1990年 代に入ってか らは急

増 している。そ して、従来か らの木材生産に特化 した森林ではな く、多様な側面を持つも

の として森林を とらえなお していることがうかがえる。かつて林業 と自然保護 との対立構

図がみ られたが、必ず しもそればか りではな く人工林の育林作業 を行 う団体 ・市民も存在

する。すなわち、「これ までに関わ りを持たなかった層の参加 」 という面 と、「これまで と

は異なる森林 ・林業観に基づ く動向」 とい う面 とがみてとれるのではないか。

次 に、「新 たな森林 との関わ り」 という共通性のうえでの 「団体の多様性」が挙げられよ

う。活動の目的や問題意識が 「森林 ・林業に差 し迫った問題解決」である団体か ら 「レクリ

エーシ ョンとして楽 しみを重視」する団体、大規模化を目指 すものやメンバーを固定 ・維

持するもの、対象地が針葉樹人工林、広葉樹林、あるいはそれ らの複合、な ど分化 してい

ると考え られる。

そ して、他の団体や他の主体 との連接形成がみられ る。こういった団体は多かれ少なか

れ他の団体:主 体 との関わ りを形成 していると思われ るが、関わ りの形成 に対する積極1生

にも差があるようである。

3-2-2 環境省 リス トに よる 「里山にお ける保護 ・ふれあい活動 」団体の分析

(1)分 析対象

環境省がホームページ上で情報提供を受け作成 している 「里山における保護 ・ふれあい活

動団体」 リス トを用い、全国における団体の動向の概観 を試みる。

2001年10月31日 現在、この リス トには1008団 体が掲載 されている。掲載内容は、「団

体名」「設立時期」「団体連絡先」「団体所在地」「ホームペー ジア ドレス」「E-Mail」 「主な

活動 フィール ド」「活動内容」「ふれあい活動」である。「ふれあい活動」は以下の4区 分12

種の活動について実施 してい るか どうかが示 されている。

○ 自然保護活動

・ 特定の動植物や植物群 落の保護(生 息環境の管理、維持等を含む)

・ 特定地域の保護活動

・ 清掃活動

○ 自然保全啓発活動

・ 自然観察会

・ 調査活動(生 物 ・自然環境、里や まの暮 らしや民俗な どの聞き取 りなど)

○ 自然の管理 ・復元活動

・ 雑木林 ・草地の維持管理(下 草刈 り ・落葉かき ・炭焼 き ・野焼 きな ど)
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・ 植林活動(間 伐作業 などを含む)

・ ビオ トープづ くり

・ 炭焼な ど

・ 環境整備 ・施設整備(遊 歩道の整備な ど)

○ フィール ド利用活動

・ 野外活動(キ ャンプ、ネイチ ャーゲームな ど)

・ 写真撮影会な どの活動(句 会 ・写生会など)

この リス トに掲載 されている情報のうち 「団体名称」「団体の所在都道府県」「活動 フィー

ル ド都道府 県」「自然の管理 ・復元活動実施状況」を利用することとした。これ らの情報を

利用 した理 由は次のとお りである。

まず、森林 と人 との関わ りが 日常的に定着す ることが重要である という視点か ら 「日常的

にフィール ドに通える地域住民による活動」 を行っているかどうかを重視 した。この リス

トか らは年間活動 日数や団体構成員の居住範囲は分か らないため、「団体の所在都道府県」

と 「活動フィール ド都道府 県」 とが異なってお りかつ隣接 していない8団 体 を 「地域外住

民による活動団体」であるとみな し除 くこととした。

また、里山の概念 については 「人間による継続 的な利用によって維持 されてきた自然であ

る」 という認識が一般的であ り、継続的な利用がなされな くなってきたことか ら様々な問

題が生 じている。そのため 「直接森林 に入 って働 きかけを行 う里山保全活動」がなされて

いることを重視 し直接的な活動の実態 を示す と考え られる 「自然の管理 ・復元活動実施状

況」に着目 した。

更に、掲載 された内容が明 らかに重複 していると考え られた2団 体があったためこのうち

1団 体を除外 した。 よって、999団 体 を分析の対象 とした。

なお、リス トに掲載 されている情報が限 られてい るため、団体の規模、発足 の経緯等 によ

る団体の区分は行わない。

(2)分析方法

「里山における保護 ・ふれあい活動」の全国 ・地域の動向を、森林、社会の状況 とあわせ

て把握するため、都道府県 ごとの活動団体数 と 「自然の管理 ・復元活動実施状況」を算出

した。また、人口や林野率等地域状況 との関連を分析 した。

分析に用いた、地域状況 を示す変数 を次 に挙げる:

・1999年 人 口

・1995年 人口集 中地区人口

・1995年 全域に占める人 口集中地区の割合(人 口)(=都 市化度)

・1995年 人口集中地区面積

・1995年 全域 に占める人 口集 中地区の割合(面 積)

・1995年 人口密度

・ 林野率
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・ 人工林率

・ 林業の特化係数

・ 現況森林面積

・ 最大面積 をもつ傾斜度区分

・ 住民一人あた り森林面積

都市化度は都市化 の程度 を示す指標 として一般的である。特化係数 とは、ある部分地域 に

お けるある産業への就業者数の割合が全域のそれ と比べてどの程度偏 っているか、すなわ

ち どの程度その産業に特化 しているかを表す係数である。詳細は第4章4-4-2(2)3)を 参

照のこ と。

(3)結果

1)「 自然の管理 ・復元活動」実施状況

全団体の半数以上が何 らかの 「自然の管理 ・復元活動」を実施 していた(表3-2-1)。

活動内容の うち実施団体が最 も多かったのは 「雑木林 ・草地の維持管理」であ った。「炭

焼 きなど」 を行っている団体は少ないが、 リス トでは 「雑木林 ・草地の維持管理」に野焼

きや炭焼 きが含 まれているため実際にはもっ と多 くの団体 が行っていると考 えられる。

「里山における保護 ・ふれあい活動」全体の実施状況 と 「自然の管理 ・復元活動」の実施

状況 との関連 をみるため、全団体数 と 「自然の管理 ・復元活動」実施 団体数 との相関係数

を求めた(表3-2-2)。(「 炭焼 きな ど」の実施団体は少数であったため除いた。)そ の結果、

いずれの組み合わせで も高い相関が認め られた。全団体数 と 「自然の管理 ・復元活動」実

施 団体数は同様な傾向を示す もの と考えて よいだろう。

2)「里山における保護 ・ふれあい活動」団体数 と人口、森林 ・林業 との関連(表3-2-3)

都道府県ごとの 「里山における保護 ・ふれあい活動」団体数 に対する、「1999年 人口」(総

務省統計による)「1995年 人口集中地区人 口」「1995年 全域に占め る人 口集中地区の割合(人

口)」「1995年 人口集中地区面積」「1995年 全域に占める人 口集中地 区の割合(面 積)」「1995

年人口密度」(以 上 「1995年 国勢調査」による)「林野率」「人工林率」「林業特化係数」「現

況森林面積」(以 上 「1990年 世界農林業センサス」による)「 最多面積を占める傾斜度区分

(中央値)」(「1982年 度国土数値情報作成調査」による)「住民一人当 り森林面積」(「1990

年世界農林業セ ンサス」「1990年 国勢調査」による)と の相関係数 を求めた。

その結果、「1999年 人 口」「1995年 人口集 中地区人口」「1995年 全域 に占める人口集中地

区の割合(人 口)」 「1995年 人口集中地区面積」「1995年 全域 に占める人口集中地区の割合

(面積)」「1995年 人 口密度」との間に正の相関がみ られた。また 「林野率」「林業特化係数」

「最多面積傾斜度区分」「住 民一人当 り森林面積」 との間に弱い負の相関がみ られた。「人

工林率」「現況森林面積」 との間にはほ とん ど相 関はみ られなかった。

3)「 自然の管理 ・復元活動」実施状況 と人 口、森林 ・林業 との関連(表3-2-4)

人 口、森林 ・林業の状況 と 「自然の管理 ・復元活動」実施状況 との関連をみるため・各都

道府県の団体数に占める 「自然の管理 ・復元活動」実施 団体の割合 と、「1999年 人 口」「1995
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年人 口集 中地区人口」「1995年 全域 に占める人口集中地区の割合(人 口)」 「1995年 人口集

中地区面積」「1995年 全域に占める人口集 中地区の割合(面 積)」 「1995年 人 口密度」「林野

率」「人工林率」「林業特化係数」「現況森林面積」「最多面積を占める傾斜度区分(中 央値)」

「住民一人当 り森林面積」 との相関係数を求めた。

その結果、いずれの値 との間にも相関はほ とん どみ られなかった。

(4)考 察

団体数 と人口や都市化の程度に関する値 との間に正の相関がみ られ、「林野率」「林業の特

化係数」「最多面積傾斜度区分」 といった 「森林 ・林業地域 の度合い」を示す値 との間に負

の相関がみ られたことか ら、「里山における保護 ・ふれあい活動」は都市化の進行にともな

いさかんになっている活動であるといえよう。

人口に関する値 との間の相関のほ うが、「林野率」や 「傾斜度」 といった土地に関する値

との間の相関よ りも強かったこと、「人工林率」 との間にほとん ど相関がみ られなかったこ

とか ら、このような活動がさかんであるかどうかは 自然条件 よ りもむ しろ社会的な条件 に

よって規定 されてお り、また実体的でな く観念的な里山が想定 されているとも考えられる。

そ して、各団体が 「自然 の管理 ・復元活動」を実施 しているかどうかは各都道府県の人 口

や森林 ・林業の状況 とほ とんど関係 していないとみ られることか ら、「自然の管理 ・復元活

動」を都道府 県程度の広い範囲における森林 ・林業の状況 と結びつけて考えることは難 し

いといえるだろう。

以上 より 「里 山における保護 ・ふれあい活動」を考えるにあたり、社会 的な側面か ら分析

する必要が あること、森林 ・林業の状況を把握 しこれ らの活動 とのギャ ップを考える必要

があることを指摘 したい。

3-3 里山活 用政策 の動向

行政による里山活用施策や森林保全団体支援施策がなされてお り、政策 に関する研究も

行なわれている。 まずそれ ら研究 のレビュー と施策紹介を行 う。続 いて都道府県を対象に

実施 したアンケー トの結果を報告する。

3-3-1 既往研究 による把握

(1)佐 藤岳晴 ・山本信次 「都道府県における森林ボランテ ィア支援政策の動向」(『北海道大

学農学部演習林研究報告』第57巻 第2号 、2000)

1980年 代以降、森林ボ ランティア活動の高揚 と林業 の低迷 を受けて、国 ・自治体 による

森林 ボランテ ィア支援政策が制度化 されて きている。都道府 県の支援政策は多 くの市民 の

参加 を促 し、 また既存の団体 の発展 を後押 ししたといえる。

都道府県を対象 に森林ボランテ ィア支援政策 を分析する理由は、第1に 森林政策への市民

参加 には地域差があること、第2に 森林政策 における都道府県の権限 とその広域性である。

森林ボラ ンテ ィアの本 旨か らみて、都市か ら農 山村までをカバーする政策の展開が求め ら

れる。第3に 、行政機関には市民をエンパ ワーメン トする役割が求められていることであ
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り都道府県も例外ではないためである。

篠原の市民参加分析における3点 の視角のうち、ここでは市民 と行政 の接点を作 り出す

際のイニシアテ ィブの所在 によって政策 を2つ に分類 している。1つ 目は行政主導型事業、

2つ 目は市民活動支援型事業である。

1998年 現在、支援政策を実施 しているのは42県 にのぼる。行政 主導型 には31県 、併用

型には7県 、 自主活動支援型には4県 が属する。支援政策の目的の中心は、森林 ・林業 に

関する普及啓発や、森林保全政策推進のための世論形成である。

行政主導型グループでは、1996年 以降に政策 を開始 している県が多 く、森林ボランテ ィ

アは広 く一般か ら公募することが最も多い。実際の森林づ くり活動では企画、経費負担、

場所の設定、作業の指導な ど、ほ とん どの役割を県が担 っている。また、緑化推進委員会、

市町村、森林組合、森林所有者の協力もみ られ る。現在の取 り組みは、参加者の拡大、組

織作 り、技術研修 を行っている県が多い。今後の課題 としては リーダーの育成、関係組織

のネ ッ トワー ク形成、 自主的な活動への移行支援などが多 く挙がっている。全体 に、初期

の支援か ら総合的な支援へ と移行する傾 向がみ られる。フィール ドの多 くが公有林で、行

う作業は比較的容易なものが多い。

併用型 グループでは、やは り1990年 代半ば以降に政策 を開始 した県が多い。森林ボラン

テ ィアの募集は一般 か らの公募のほか、既存の団体や森林インス トラクターへの呼びかけ

も行ってい る。活動における役割は、県が幅広 く担 っているが、全般 的にボランテ ィアの

成熟度も高い。支援内容は総合的である。フィール ドには私有林が多い。

自主的活動支援型 グループでは、1995、1996年 に政策が開始 している。森林ボランティ

アの募集は公募も多いが、既存の団体 に呼びかけたり働 きかけた りしてなされていると考

え られる。役割分担では、全ての県でボ ランテ ィアが企画を行 ってお り、県や緑化推進委

員会が経費の助成や フィール ドの斡旋 を してい る。支援内容では、現在は参加者拡大が中

心であるが、今後 の課題 では全ての項 目が挙が ってお り、よ り活動基盤を強化する方向が

み られる。 フィール ドとしては、私有林 が多 く使われている。

全体 として、ボ ランティア育成のノウハウを蓄積 している段 階である。先進的な県では

行政主導で募 ったボ ランテ ィアを 自主的活動へ導いている。また既 にある団体を通 してボ

ランテ ィア を募集 した りしてい る場合 もあ り、既成の人的資源 を利用 して森林ボランテ ィ

ア活動への参加の きっかけを与えているといえよう。

併用型 グルー プでは、森林ボランテ ィアの各 階層 に対応 しうる事業 を実施 している。 自

主的活動支援型グルー プでは、関心の高い市民に対 してその行動力を高めるような支援 を

している。今後は総合的な施策の展開 と、ボランテ ィアの力量の向上が課題であろう。

行政主導型 グループのなかで先進的と考 え られる静 岡県における政策展開 をみ る。県サ

イ ドか ら段階的に市民参加の枠組み を設定 し、4流 域 ごとに地域の実状 に合わせたボランテ

ィア育成、 支援がなされている。事業 内容 も一般市民を想定 した普及 ・啓発、団体育成、

既存ボランテ ィアへ の支援、様々な主体への呼びかけなど幅広い。県はボラ ンテ ィアを林
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業 労働力 とはみなさず、社会的管理の一環 と位置付 け、新 たな森林政策の形成を 目標 とし

ている。更に、森林整備のための財源創出に結びつける意図がある。

以上、ア ンケー トと静岡県の事例か ら、 これ までの行政 による支援 の成果 を認 めるこ と

が出来 る。更なる発展の ために必要なのは、森林ボラ ンテ ィアに参画する可能性 のある市

民 を把握すること、地域の人的資源活用のために積極 的に働 きかけることである。ただ し、

森林ボランテ ィアは市民 としての利害表明をしなが ら活動するものであ り、行政 あるいは

林業関係者 との対立も生 じうる。 これを外圧 として森林政策の健 全性が保たれることが大

切 であ り、 市民を行政 に取 り込む ことで林業の抱える問題が隠 されて しまわない ようにせ

ねばな らない。

(2)青柳みど り・山根正伸 「都市近郊 における使用貸借型の林地保全政策の事例について」(造

園雑誌)第55巻 第5号 、1992)

地価高騰の影響で公園用地の確保が困難(になってい る都市近郊で効果をあげている、使

用貸借型 ・賃貸借型の林地保全政策の事例研究である。既報(青 柳み どり ・山根正伸 「都

市近郊林地保全のための林地所有者の行動 についての実証的研究」『造園雑誌』第54巻 第4

号、1991)で 、林地か らの収入はほ とんどないこと、農業労働力が林地管理上重要である

こ と、相続税が大 きな負担 になると予想 し納税 のために固定資産を処 分せざるを得ない と

考えている所有者が多い こと、林地の環境保全的な用途への提供 は 「売却」 には抵抗が強

く 「貸地」 には抵抗が弱 く既に提供 している所有者 もいること、が分かっている。

横浜市の 「市民の森」 を事例 に、市政担当者 と林地提供者に対 して聞き取 り調査 を行 っ

た結果、固定資産税 と都市計画税 の免除、緑地育成奨励金をあわせ ると林地所有者の受 け

る便益は充分であ ると考 え られること、市民の森の直接 の管理者は所有者であるが地権者

か らなる愛護会 と地域住 民が連携 して管理作業 を行 ってお り愛護会 に支払われ る管理委託

料 もあるため管理労働力の確保 とい う効果 もあること、 とくに市街化区域内林地で相続発

生時の市による買い取 りが地権者に とってメ リットになっていることが明 らかになった。

(3)用 中伸彦 「都市近郊地域 にお ける流域 レベルの森林保全制度の検討―霞 ヶ浦流域 を事例

として―」(森 林計画学会誌)第30巻 、1998)

都市近郊林 を流域単位で保全する手段を検討するため、1都 市近郊林の保全に関わる全般

的な研究の現状、2.流域内の森林保全の実態に関わる現状の知見、3流 域内の国や県 ・市町

村 の法律 ・条例等 による森林保全手段 とその現状について、霞 ヶ浦流域を事例 に考察。流

域単位 とい った広域的な土地の広 が りを単位 とした総合 的な制度研究は行われていない こ

とが分かった。その事実 を受け、霞 ヶ浦流域内の森林 を対象に、流域 内の保全制度を総合

的に検討 した ところ、国の法律 によ り現況森林面積の17.4%が 保全されその大半は 自然公

園法 に基づ くものであ り、県 ・市町村の森林保全制度では 「開発規制型」 と 「環境保全型」

の二種類の条例等で保全され、環 境保全型では県は貴重な自然 を保全対象 と し市町村では

レク リエーション型の森林保全手段が多 くとられているとい う特徴があった。
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以上の報告か ら、地方行政による里山および里山を含む森林保全施策は、林地の保全や確

保 をね らい とするものと、里山にはた らきかける人に対する支援 との両方がなされてい る

こ とが分かる。また、地域の状況や都道府県 ・市町村等によ りとっている施策に差がある

ことが分か り、その理由の一つに都市化の進行度があると思われる。

3-3-2 政策事例

里山の保全 ・活用を目的 とした政策 ・事業が行政 によってな されている。文献か ら政策

事例を抽出 し、動向をみてい く。なお里山のみを対象 としていないものの里 山に関連する

政策 も少な くない と考 えられるが、 ここでは里山に絞 ることとする。また、都市近郊林 、

平地林 といった里山と非常に近い森林 を対象 とした政策については含めることとする。

(1)高知市(「 「地域指定先行型」で里山の開発抑制、市民 と協働の里山保全を 目指 す 高知

市里山保全条例」『地方分権』1998年6月)

高知市では急激な都市化の進展、大規模 な宅地開発、人為的な土地改変がもたらす災害

などが問題 となってお り、市民の身近な 自然環境の保全が早急 に求め られている。そのよ

うな状況の中、里山保全条例が2000年4月1日 より公布 ・施行 された。

この条例の掲 げる理念は 「防災機能の確保、都市の生活環境の保全 と回復」「生物種の維

持、自然環境の維持その他、自然の多様性 に着 目した 自然環境の保全 と回復」「地域の文化 ・

歴史の学習 の場 として、市民参加を主体 とした自然環境の保全 と回復」である。

条例 の特徴 として、第一 に 「里 山保全地区」 として地域指定 する 「地域指定先行型」で

あ ること、第二にと くに市民へ の開放が望 まれ る地区を土地所有者な どの協力を得て借 地

契約を結び、「市民の里山」 として市民協働で里山の保全に努めてい く点である。

保全地 区に指定された区域では宅地造成や建築行為などを行 う際に届 出が必要 とな り無

届の行為に対 しては公表や罰則の規程 を設 けている。里山保全協定は土地所有者などの申

し出 ・同意 を得て市が協定を結ぶ もので、締結 され ると維持管理に対する協 力金の支払 い

や管理 について市の助言がなされた りする。また、里山保全地区の中で市民が自然 に触 れ

合 う場 としてふさわ しい地区を、 土地所有者等 との契約 により市が借 り受け市民に開放 す

るもので、学校教育の場や体験学習 の場 とした り町内会やボランテ ィア団体などによる保

全組織作 りを進めてい く。

(2)林野庁計画課 「郷土の森保全活動推進事業」1998年 度～

市町村が仲介役 とな り、森林所 有者 と市民団体などが協定 を結び、里山林や都市近郊林

な どの整備 を進めることを支援す るのが 目的である。市町村 がパ ンフレッ ト作成、協定締

結の斡旋、対象森林内の設備設置、技術指導等 を行う場合 に補助 をするものである。 また

都道府県が市町村 に対 して行 う(1)事業推進のための指導、(2)シンポジウム開催等普及啓発

事業、(3)技術指導者の登録、斡旋、(4)里山に関する情報提供、についても補助対象 とな る。

実施 主体は都道府県あるいは市町村、補助率1/2、 事業期間は地域指定期 間が1998年 度

～2003年 度(新 規採択は2001年 度 まで)、 事業実施期 間が市町村事業は継続3年 間、都道
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府県事業は初年度1年 間 とな っている。

(3)林野庁計画課 「里山林の新たな保全 ・利用推進事業」2001年 度～

身近な里山林 や都市近郊林 に対 して生活環境の保全、景観形成等の役割 に加 え、地域住

民や都市住民による多様な活動や交流の場 といった新たな役割が期待されてきている。

このため、多様 な利用活動の場 となる 「里山利用林」 の設定、利用活動の推進 を通 じて

その保全 ・整備 を行 う 「森林の育て親」の募集、新 たな保全 ・利用活動の立 ち上げに対す

る支援等を実施 し、 自立的な活動を通 じた里山林等の保全 ・利 用を推進することを目的 と

している。

事業内容は、(1)「里山利用林」 の設定 と 「森林の育て親」の募集(企 画 ・実行委員会の

設置、実施 ・運営体制の整備、「里山利用林」の設定、具体 的な利用条件の確定、利用条件

に関する協定又は契約の締結 を前提に、利用活動の推進 を通 じて里山林の保全 ・整備 を行

う 「森林の育て親」(団 体、家族等)の 募集、現地説明会 の開催等)、(2)新 たな保全 ・利用

活動の立ち上げに対する支援(「 森林の育て親」等を対象 とする講習会の開催、保全 ・利用

活動に必要な共用資機材の配備、 森林所有者や地域関係者 を対象 として体験事業の企画 ・

運営 ・指導等に関する研修の実施、里山林等に関する情報の提供、普及啓発等)で 、駐車

場、休憩施設、衛生施設等の整備 を要する場合は関係事業 を活用するもの としている。

事業実施主体は都道府県、市町村等で、補助率は1/2、事業期間は2001年 度～2005年 度、

2001年 度概算決定額は3650万1000円

(4)山 形県森林課 「ふるさとの森林 オーナー推進事業」1999年9月 ～

里山オーナーを公募 して里山林の整備をはかるものである。

10年 間にわ たって里山林(1区 画約1000m2)を 市民に利用 して もらう制度で、61区 画

が設定 されてい る。オーナーは森林所有者 と賃貸借契約を締結 し、年間18000円 前後の利

用料 を支払うことで割 り当て区画に自由に出入 りで き、樹木の植栽や山菜、きのこの採取 ・

栽培が行える。所有者が指定 した立木 を除 き、除間伐や作業小屋設置も可能である。

県は、管理道や遊歩道の整備、測量 ・境界設置な どを補助事業で実施する。施設の設置

や維持管理、オーナーの作業指導、講習会開催などは地元の森林組合等が担当する。

2000年 度は地域を拡大 し新 たにオーナーを募集する。

(5)茨城県林政課 「いば らき森林 クラブへの支援」1999年3月 ～

茨城県、森林ボランテ ィア団体、阿見町の三者間で森林整備協定 を1999年3月 に締結、

住民参加で阿見町にある公園内の森林約4haの 手入れを進めている。

県は技術指導、用具貸 し出 し、苗木配布等の支援を行い、町は広報活動によ り町民参加

を促進する。整備 目標 を 「里 山の復元」 と定め、(1)手入れ不良地 ・松 くい虫被害地、(2)マ

ダケ林、(3)高木落葉広葉樹林、のそれぞれについて管理 ・活用 プログラムを作成 している。

(6)栃木 県林務部 自然環境課 「平地林保全推進事業」1997年 度～

栃木県特有の景観 を形成 している平地林 を開発等か ら守 るこ とを目的 とし、市町村が行

う平地林保全計画の策定 と平地林保全対策事業 の推進に必要な経費を助成 する。
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策定 され た計画 に即 して(1)平地林維持管理体制の確立(地 権者 と利用者 との平地林保全

協定等の締結推進、地域住民等による平地林保全活動への参加促進
、作業講習会の開催、

等)、 普及啓発事業(パ ンフレッ ト作成、 自然観察会 の実施、等)、(2)平地林の保全(刈 り

払い ・間伐等の林内整備、看板 ・遊歩道 ・解説板の整備)を 実施
。今後 も対象市町村を増

やす予定。

(7)埼玉県環境生活部緑政課 「平地林保全パー トナー シップ推進事業調査」1997年 度～

都市近郊の平地林保全を 目的 とする。

平地林の利用 ・管理状況や所有上の課題に関するアンケー ト調査
、市民参加 を行 ってい

る団体 に活動状況や行政への期待等について ヒア リングを実施
。1998年 度 には平地林 の保

全管理作業や話 し合いなどの実践活動を行った。

(8)長野県林務部森林保全課 「未来にひ きつ ぐ 『郷土の森林』整備事業」1999年 度～

所有者が分散 し規模 が小 さいため保育 ・間伐作業 が遅れてい る、集落周辺の森林を 「集

団的 ・計画的な森林整備が可能な集落」で森林整備 を推進 する事業
。

対象 とするのは(1)県民や観光客 などの目にとま りやすい森林
、(2)都市住民 との交流やボ

ランティア活動が可能な森林、(3)保健休養地や小 ・中学校周辺の森林、等で200ha前 後の

区域を 「郷土の森林」 として設定 し、市町村や地域住民に よる整備活動 を支援する。事業

期間は2003年 までで、年間10地 区、合計50地 区で実施 予定。

(9)静岡県環境政策課 「『ふるさとの山』再生事業」1998年 度～

里山の自然環境 を回復 し、里山を公共財 と して適切 に管理 してい くための手法 を検討 ・

調査 し、環境教育の実践 にもつなげるのが 目的である。
「里山づ くり入門髄 」を開催 し参加者アンケー トを実施

、里山の分布や所有形態、作

業 ニーズ等のデー タを収集する。その成果をもとに市民参加型の里山林整備や環境教育の

検討を進める。

(10)兵庫 県林務課 「森のゼロエ ミッション基本構想」1999年3月 策定

里山林など中山間地域の廃棄物利用等について検討
、「森 のゼロエ ミッション」を目指 す。

(1)バイオマス発電や風力発電等の ローカルエネルギー導入
、(2)生ゴ ミ等のコ ンポス ト化や

木炭による水質浄化等・地域 内物質循環系再構築
、(3)木質系製品等エコマテ リアルの利用.

開発、(4)地域特有の生活文化 ・森林文化の醸成、の4項 目を示 した。

今後は各地の特性 に応 じた 「地域構想」 と具体的な 「整備実施計画」を市町村主導で策

定 してい くこととしている。

(11)山 口県林政課 「や まぐち里 山文化推進事業」1998年3月 ～

1998年3月 にまとめた 「や ま ぐち里山文化構想」に基づ き
、この構想の3つ の柱(1)「里

山人の育成」、(2)「里 山を知る」、(3)「近い森 をつ くる」、 に沿った事業 を推進する。

(1)では里 山管理の地域 リーダー 「里山マイスター」、一般市民への普及啓発を行う指導者
「里 山インス トラクター」

、都市住民などによるボランテ ィア組織 「里山応援 団」、の各要
請講座 を開催。(2)では 「里山キャンパス区域」を指定 し地域住 民と都市住民 による保全活
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動を行って い く。(3)では里山を活用する地域活動を支援 し、行政、 里山人、地域住民 らの

パー トナー シップ形成によって行政主導か ら県民主導への移行 を図るものである。

(12)横浜市 「よこは まの森育成事業」1994年 度～

この事業は 「人の手が入 らな くなった山林」 と 「山林の保全活動に関わ りたい」 とい う

市民をつなげる しくみを作 るために1994年 度か ら始まった。事業 目的は(1)山林緑地 を中心

とした保全 ・育成活動の支援 と促進、(2)山林緑地等の 自然環境に関わる意識啓発 ・学習、

(3)山林に関わる情報の収集 と発信、(4)山林緑地に関する調査研 究、(5)間伐材等の森 の恵み

の活用、で ある。

1994年 度は先進事例の調査、1995年 度はすでに市内で雑木林や人工林の保全活動を行っ

ているグループや山林所有者への ヒア リング調査 を行 った。

1996年 度は 「市民参加 による都市の緑地の保全 と活用」 をテーマにフォーラムを開催 し

た。 この とき、市内で活動 していた森づ くりグルー プに協働での開催 を提案 し、趣 旨に賛

同 した10の 市民グループによ り 「よこはまの森フォー ラム実行委員会」(以 下 「実行委員

会」)が 結成 された。 フォーラムに加えて実行委員会 と市 との協働 による森作 りイベン トの

開催や、実行委員会による独 自の事業実施 もなされた。1997年 度 には更に発展 した形で市

と実行委員会 との連携によ り(1)森づ くりグループの育成 ・支援:市 内3ヵ 所の樹林地で保

全活動を していたグルー プに、 フィール ドの調整、広 報活動支援、技術指導者の派遣、道

具の調達等の支援を行 う、(2)よこはまの森 フォーラム開催、(3)雑木林塾:雑 木林に関する5

回の連続講座 、(4)公開実習会:森 づ くりの技術の習得を 目的に自然系公園等で開催、(5)ニ

ュースレター発行、を行 った。加えて、 フォー ラムに参加 した多 くの市民が継続 して活動

したい とい う要望 を寄せたため、実行委員会の構成団体がその受け皿の役割 を果た してい

る。

この事業 の特徴は、森づ くりの担い手である市民を 『主役』 ととらえ、行政が支援 する

というスタ ンスで事業 を進めていることである。実行委員会 との協働 によ り 「市民か ら市

民へ」の呼 びかけを通 して市民のニーズ に対応 した事業 を行い 山林 の育成 ・管理の担い手

を発掘 することが可能になった。 また、個別 に活動 していた団体 が実行委員会に参加す る

ことで技術や ノウハ ウを共有化 しフィール ドを拡大することにつながった。

(13)茨城県 「平地林保全特別対策事業」1993～1998年 度(第1次)、1999～2004年 度(第

2次)

茨城県の平地林は開発ポテ ンシャルが高 くまた利用価値 が低下 しているため、面積減少

や質的劣化が進行 している。平地林の保全 と整備が求め られている。

第2次 平(地林保全特別対策事業における保全・整備対象 となる平地林の目標面積は460ha

であ り、県下の平地林41707haの 約1 ,1%に 相 当する。事業内容は下草刈 り、除 ・間伐等

の森林整備が中心で、簡易な防災施設の設置や遊歩道、ベ ンチ等の設置も補助対象 となる。

事業主体は市町村で、補助率は1/2で ある。事業実施 にあたっては、市町村 と森林所有者の

二者で保全協定 を締結する方法及 び市町村 と森林所有者 とボランテ ィア団体等森林活用者
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の三者で保全協定を締結する方法を設けている。整備 した森林は整備後8年 間転用が禁 じ

られ る。

(14)長野県林務部緑化推進課 「里山活性化対策モデル事業」1997年 度～

地域住民が行 う里 山再生 と集落活性化に向けた活動を支援する。

事業内容は(1)里山活性化推進委 員会 の開催、(2)里山の知恵交流会の開催(炭 焼 き、小学

生の森林体験講座等)、(3)森林施業研修会の開催(林 業研究グルー プ等が講師 とな り除伐 ・

間伐 ・枝打 ち等を実施)、(4)里 山森林 の整備(地 域住民による除伐 ・間伐 ・枝打ち、作業道

等の整備)等 である。二カ年計画で、1997年 度 と1998年 度に各5地 域で実施することと

している。

(15)東京都立桜ヶ丘公園 「雑木林ボランテ ィア」1991年 度～

都立桜 ヶ丘公園では、1991年 度か ら雑木林の植生管理を行 うボランティア活動を導入 し

ている。設置要項 には、公園の自然をよ り豊かにするこ と、 自然 レクリエーションの場 の

質的向上 を図る環 境教育を行ってい くことなどがうたわれてい る。ボランティアは野外 レ

ク リエーションの一形態であ り、ボランテ ィア参加者 は利用者の一員である という認識が

なされている。

活動内容は雑木林の更新、下草刈 り、落ち葉か き、作業で発生 した林産物を利用 したク

ラフ ト作成、作業 対象地の調査、 自然観察、活動に関わ る内容の研修等である。

(16)京都府 「交流の森づ くり事業」1995年 度～

行政の主導 によ り、放置され荒廃 した里山を市民参加で再生させ、都市住民 と地域住民

との交流の場 とな る森林づ くりを図ることを目的 とする。

事業主体は市町村、年間2ヵ 所で実施、事業費は1ヵ 所につき300万 円、補助事業期間

は1年 間である。1995年 度は城山町の11ha、 美 山町の4haで 実施された。

以上 より、国 ・都道府県 ・市町村 による施策はかな り幅広 く展開されているといえよう。

とくにこの数年の間に始まったものは、市民の参加に重点 をおいたものが多いようである。

3-3-3 都道府県 アンケー ト

(1)は じめに

里山は放棄、乱開発が問題 となっている一方で、緑地、景観形成等 として見直されて き

ている。それにつれて里 山活用の担い手 も森林所有者のみ に頼 ることは困難にな り、代わ

って市民や行政 が実施する例が増えつつある。

行政 が担いうる里山活用施策には限界があるものの、3-3-1、3-3-2で みたように様々

な事業がな されてお り行政の影響 力は決 して小さなものではない。また里山が多 くの要素

を持 ったものであ り多方面か ら評価 されてい ることか ら、多岐にわたる施策や異分野の連

携が行政に求め られて くると思われる。施策の実態を把握 し、よ り望 ま しい施策を検討す

ることが重要であると考える。

28



(2)目 的

行政 による里 山活用施策の動 向を把握 し、里山の面的保全 と管理を持続的かつ総合 的に

実現するための施策のあ り方を考察する。

(3)研 究の視点

行政 による一連の里山活用施策か ら、行政が里山において課題 としている事項 と施策 と

の対応関係は、「開発圧力か らの里山保全」に対する 「税の減免や一定期問の転用禁止等」、

「管理の不足」 に対する 「管理作業の代行や市民による管理作業推進」 とい う構図がみ ら

れる。同一事業で対応 している例 もある。

市民参加 に対する施策の例や里山に対 する期待 の多様化を考えると、今後は管理活動の

結果生 じた産物の利用や市民に よる自主的な活動発展、環境教育、生態系保全等 を含む、

より総合的な施策展開が求め られるのではなかろうか。 しか し行政 という組織の性格か ら、

異分野を統合する事業の実施 には困難 もつ きまとうと思われる。

更 に事業期間が数年間 と限 られているのであれば、期間終了後にもいかに持続的に里山

を活用 してい くかが重要であ り、里山の活用体制確立 を強 く意識する事業が必要であると

考 える。

そ こで、里山活用施策を 「森林 としての確保」「管理の確立」「総合性」および 「持続性」

を念頭 に分析する。

(4)調査方法

1)調査対象 とする行政組織の選定

調査対象は都道府県とした。

理由は、里山は地域 ごとに特徴が異なることか ら国の施策ではな く地方 自治体の施策をみ

ることで地域差をとらえ られる可能性 が高いか らである。また市町村でな く都道府県を選

択する理 由であるが、都道府県による森林保全活動団体 に対する支援施策を調査 した既往

研究があ り、そこでは 「森林に対する政策 は複数市町村 にわたって展開する必要があると

考え、都道府 県の政策 をみてい くこととする」 という立場がとられてお り、この立場 に一

定の正当性 をみるためである。 また、市町村は地域住民 によ り近い組織であ り森林 ・林業

に関する政策権限が移 りつつあることか ら市町村では多様かつ先進的な施策が展開されて

いると考え られるが、都道府県の補助 により市町村が事業主体 となる事業 も多い とみ られ、

市町村でな されている政策の方向性 とも重 なる部分があると考えた。

2)方法

まず各都道府県のHPか ら、里山(も しくは類似概念地域)に 対する施策の状況に関する

情報 を抽出 した。具体的には、(1)里山(も しくは類似概念地域)の 定義の有無、(2)里山(も

しくは類似概念)に かか る条例 の有無、(3)森林 ・林業 に関する計画上の、里 山(も しくは

類似概念地域)に 重点を置いている と思われる政策方針 の記述の有無、(4)里山(も しくは

類似概念地域)に 対する具体的事業の有無、(5)担当部局、を把握 した。

続いて、その部局 に対 してアンケー トを実施 した。アンケー ト案は別紙の とお り。主な質
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問内容は、(1)里山(も しくは類似概念地域)の 定義の有無、(2)里山(も しくは類似概念)

にかか る条例の有無、(3)里山(も しくは類似概念地域)に 対す る具体 的事業の有無(実 施

してい る場合 その内容)、(4)計 画策定か ら施策実施にいたる過程 における部局間連携の状況。

3)分析の枠組み

集計、分析は以下の枠組みで行 った。

(1)各項 目について全体での単純集計

(2)事業内容の検討

(3)施策、事業の地域差を検討

4)調査票

別紙資料

5)送付お よび返信

HPを 閲覧 した後、47都 道府県の里山に関連する施策 を行っている可能性があると考 え

られた部局 に電話でア ンケー ト協力を依頼 した。依頼時に施策 を行っていないとの回答の

あった沖縄 県を除 く46都 道府県65部 局 にアンケー トをFAXま たはEメ ールにて送付 した。

(65部 局 のうち6部 局は同 じ県内の他部局 から転送 して もらった。)

返送があったのは46都 道府 県54部 局であった。

(5)結 果

1)単純集計

各質問への回答の単純集計結果を述べ る。

(1)主たる担 当部局の分野

53部 局 の回答内容か ら主たる担 当部局 と考えられる42部 局 を抽出 し、部～課 に相当す

るレベルの名称 よりその部局が対象 としている分野を 「林業」「環境」「森林 ・林業+環 境」

のいずれかに分類 した(表3-3-1)。

「林業」が最 も多 く、次いで 「環境」、「森林 ・林業+環 境」であった。

森林 とい う場を主に産業面か ら扱 ってきた林業分野 と、環境要素 として森林をみる環境

分野が中心になっていることが分かる。また、森林を扱 う部局 自体が林業 と環境を統合 し

た組織へ と改変されそこが担 当 している場合 も少な くなかった。

(2)里山および類似概念の定義

以下の数値は都道府県数であ る。

15が 定義 ・概念を持 ってお り、うち13が 独 自の定義 ・概念を設け、2が 国による定義 を

採用 していた。関東地方では 「平地林」の定義 を定めた ところが4あ った。定義のなかに

標 高や傾斜度等数値に関する項 目があったのは7で あった。(表3-3-2)

13が 定義 ・概念 を定めた時期は、最も早い ところで1994年 であ りこれ以後2000年 まで

に分散 してい る(表3-3-3)。

何 らかの定義・概念を定 めた15の うち該当する地域を区分 し面積 を把握 していたのは8、

現在指定作業 中が1で あった。
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「里山」 とい う枠組みを明確 に しゾーニ ングまで行 っている都道府県はあまり多 くない

といえるだろう。

(3)里山お よび類似する森林 ・地域 の保全のための条例

「里山」の保全を主 目的 とした条例や主たる保全対象のなかに 「里山」が含まれている

条例は5(宮 城、山形、埼玉、東京、岡山)が 制定 していた。また里山保全事業の対象地に

認定する際の要綱を持つ ところが1(島 根)あ った(表3-3-4)。

全体 として 「里山」を保全するための条例の制定はあまりなされていない といえる。「里

山」は既存 の条例が対象 とする地域、森林のなかに含 まれているが、あ らためて 「里山」

とい う枠組みを設けてはいない とい う場合が多い ということであろう。

(4)里山政策全般における、部 レベルを超えた部局間の連携

計画策定か ら事業実施 にかけての部局間相互の連携状況 をみてみ る。

連携の事実の有無 については、計画段階か ら事業実施に至るまでの一貫 した連携がなさ

れているのは3、 共通の認識を持った上で個別 に事業 を実施 しているのが10、 複数の部局

がそれぞれ独 自の認識 を持 ち事業を実施 しているのが10、 単一部局 が一貫 して担当 してい

るのが13で あった(表3-3-5)。

何 らかの連携がある都道府 県13の うち、連携 している部局が多い分野は環境 と林業であ

り、農業、公園緑地、教育が続 く(表3-3-6)。

「里山」 とい う概念の認識、里山で生 じてい る問題や住民の要望、組織体制等、各都道

府県の状況 により里山に取 り組む体制がかな り異なっているといえるだろう。

2)事業 内容の検討

ここでは事業の実施状況お よび内容 についてみてい く。

(1)実施事業 の有無(表3-3-7)

「里山」 も しくは類似する森林 ・地域の保全を目的 とする事業 の各都道府県における実

施状況は表3-3-7の とお りで、現在36で 実施 していた。 しか しここでは 「とくに里 山や類

似 する地域 を対象 とする事業」 に限ってい るため、対象 を 「里山」 としていな くても実際

には結果 と して対象に含 まれてい る事業 も少な くない と考え られ、実施の事実のない とこ

ろであっても里山に対 して全 く働 きかけていないことはない と思われる。

前述の定義や条例制定の状況 と比較 して、実際の事業はかな り多 くの都府県で実施 され

ているといえる。

(2)事業実施主体

現在実施 中の事業数は60で あったが、それ らは国の補助事業であって都道府県を通 して

市町村が実施 しているものや都道府県独 自で実施 しているものなど、補助する主体 と実施

する主体 とが混在 している。

今回は とくに都道府県に着 目しているため、この60事 業のうち 「都道府県が事業の実行

主体であ るもの」 または 「都道府県が補助金 を出 しているもの」を 「都道府県が事業主体

であるもの」 と考え、該当する44事 業 を対象に内容を検討することとした。残 り16事 業

31



に関 しては、都道府県は 「国 と市町村 との窓口」 としての役割が主である とみな した。

以下、44事 業を対象 に分析 をすすめる。

(3)事業開始年度(表3-3-8)

1990年 代以降に開始 された事業が大半を占め、と くに2000年 度、2001年 度 に開始 した

事業は16と 非常に多い。

早い時期 に開始 した事業は、都市化による生活環境 内の緑地減少への対策 として始 まっ

たものが多いようである。

「里 山」 とい う枠組みで行 う事業はご く最近になって急速に増加 しているといえる。

(4)内容別事業数(図3-3-1、3-3-2)

それぞれの事業がどのような内容をもっているか分類、集計 した。

多かった内容は順 に 「パ ンフレッ ト配布や講座開催等、市民 ・住民への普及啓発」「対象

地の持続的な森林管理体制 の確立」「森林 における環境教育」「森林を借上 げ ・買取 りし、

公園的な利 用に供 する」「食文化や工芸、炭焼 き等 といった里山文化の継承、形成」「公園

内の里 山林(雑 木林)の 市民による維持管理活動」であった。「その他」で比較的多 くみ ら

れたのは 「既 に活動中の市民団体への支援」「対象森林への遊歩道や休憩施設設置」であっ

た。

全体 に、森林 自体を確保する事業 よ りも、普及啓発や教育 ・文化継承等を 目的とする利

用 などソフ ト事業 が多い。

「対象地の持続的な森林管理体制の確立」 を内容 とする事業 について 「管理 を担 う人 ・

団体」 を訪ねた結果、多かったのが 「既存の森林ボランテ ィア団体」「新規 に設立 した森林

ボランテ ィア団体」であった。「その他」では 「市町村」が挙がっていた。

市民による里山 ・雑木林管理が事業の対象 となっている例がかな りあるといえる。

生態調査やモニタ リングを内容 とする事業はあ ま りなされていない。里 山がもつ 「二次

的 自然環境 」 としての価値の重要性が指摘されつつあるなか、都道府県による何 らかの対

応が望 まれ よう。

3)施策、事業 の地域差

都道府 県の施策、事業実施状況やそれらの内容 と社会や森林 ・林業の状況 とを比較検討

するためクロス集計 を した。

都市化、林業状況把握 に用い る変数お よびデータは環境省 リス トによる 「里山における

保護/ふれあい活動団体」の分析 に用いたもの と同 じである。

(1)施策 の実施状況 と社会 ・森林 ・林業の状況 との関連(表3-3-9)

○施策 に関する変数

担当部局分野、「里山」 も しくは類似する地域概念 の定義、里山保全を 目的 とする条例、

里山保全を 目的 とする事業、里山施策 における部局関連携、実施事業数

○社会 ・森林 ・林業の状況に関する変数

人口、DID人 口、都市化度、DID面 積、人 口密度、林野率、人工林率、林業特化係数、
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現況森林 面積、面積最大の傾斜、住民一人当 り森林面積

これ ら変数のクロス集計 ・X2検 定の結果、

「担 当部局分野 ×里山施策 における部局 間連携」**

「実施事業数 ×都市化度」**

「実施事業数 ×人口密度」**

「担 当部局分野 ×里山保全を目的 とする条例」*

との間に有意 な関連が認め られた(*:5%有 意**:1%有 意)。 なお、「事業実施 の

有無 ×実施事業数」「事業実施の有無 ×里山施策 における部局 関連携(の 有無)」 の有意差

は当然の結果であるため とくにコメン トは しない。

「担当部局分野 ×里山施策における部局間連携」**

単一の担当部局が里山施策を担 っている場合、その担当部局の分野は林業である傾

向が強い。施策の方向性や計画の段 階で部局間の認識の共通化をはか り、実際の事

業実施は各部局が個別に行っている場合、 中心 となって担当する部局の分野は環境

であることが多 く、あるいは森林 ・林業お よび環境を統合 した分野が担 当する場合

もみ られる。

「実施 事業数 ×都市化度」**

都市化度が高いほ ど、実施事業数が多い傾向がみ られた。

「実施 事業数 ×人 口密度」**

人口密度が高いほ ど、実施事業数が多い傾向がみ られた。

「担当部局分野 ×里山保全 を目的 とする条例」*

担 当部局が環境である都道府 県はそ うでない ところに比べ、里山に関する何 らかの

条例 を制定 していることが多い傾 向がみ られた。

全体を通 して、都市化が進行 している都道府県で多 くの事業が展開されている傾向がみ

られること、担当部局が環境全般 を扱っている都道府 県では、森林 ・林業部局が担当 して

いるところよ りも 「里山」 とい う枠組みや認識 を行政 として持 ってい ることが多いと考 え

られるようである。

(2)事業内容(表3-3-10)

以下 に挙げた事業 に関する変数お よび項 目間で クロス集計 をした。

○事業開始年、事業内容(私 有林借上 げ ・買取、私有林の管理体制確立、既存ボランテ

ィア団体 による私有林管理、新規設立ボランテ ィア団体による私有林管理、里山文化 の継

承 ・形成、普及啓発、環境教育、公園での市民による保全活動)、 事業実行主体、課題(予

算不足、管理主体の不在、 ソフ ト人材不足)

X2検 定の結果、

「事業開始年 ×課題:予 算不足」*

「事業 内容:私 有林借上げ ・買取 ×課題:予 算不足」**

「事業 内容:私 有林 の管理体制確立 ×事業内容:環 境教育」*
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「事業内容:私 有林の管理体制確立 ×事業 内容:公 園での市民 による保全活動」*

「新規設立ボランテ ィア団体 による私有林管理 ×事業内容:環 境教育」*

「新規設立ボ ランティア団体 による私有林管理×事業内容:公 園での市民による保全活

動」*

「新規設立ボランテ ィア団体による私有林管理 ×課題:ソ フ ト人材不足」*

「事業 内容:里 山文化の継承 ・形成 ×事業内容:普 及啓発」*

「事業内容:里 山文化の継承 ・形成 ×事業内容:環 境教育」**

「事業内容:里 山文化の継承 ・形成 ×事業 内容:公 園での市民 による保全活動」**

「事業内容:普 及啓発 ×事業内容:環 境教育」**

「事業内容:普 及啓発 ×事業 内容:公 園での市民 による保全活動」*

「事業内容:普 及啓発 ×事業実施主体」*

「事業内容:環 境教育 ×事業 内容:公 園での市民による保全活動」**

「事業内容:環 境教育 ×課題:ソ フ ト人材不足」**

との間に有意 な関連が認め られた(*:5%有 意**:1%有 意)。 なお、「事業内容:

私有林の管理体制確立 ×既存ボランティア団体 による私有林管理」「事業内容:私 有林の管

理体制確立×新規設立ボランテ ィア団体 による私有林管理」「既存ボランテ ィア団体 による

私有林管理 ×新規設立ボランテ ィア団体 による私有林管理」「既存ボランテ ィア団体 による

私有林管理 ×事業 内容:公 園での市民による保全活動」の有意差は当然の結果であるため

と くにコメ ン トは しない。

「事業 開始年 ×課題:予 算不足」*

1970年 代、1980年 代 と比較的早 くに始まった事業は、予算不足 を課題 としている

ものが多い傾向にある。

「事業内容:私 有林借上げ ・買取 ×課題:予 算不足」**

私有林の借上げ ・買取 を内容 とする事業は、予算不足 を課題 としているものが多い

傾 向にある。

「事業 内容:私 有林の管理体制確立 ×事業 内容:環 境教育」*

私有林の管理体制確立を内容 とする事業は、環境教育も内容 に含む ものが多い傾向

にある。

「事業内容:私 有林の管理体制確立 ×事業内容:公 園での市民による保全活動」*

私有林の管理体制確立 を内容 とす る事業は、公園での市民による里山(雑 木林)保

全活動も内容に含む ものが多い傾向にある。

「新規設立ボランテ ィア団体 による私有林管理 ×事業 内容:環 境教育」*

私有林の管理体制確立を内容 とし新規に設立 したボランテ ィア団体を管理主体 と考

えている事業は、森林 における環境教育も内容に含むものが多い傾向にある。

「新規 設立ボランテ ィア団体 による私有林管理 ×事業 内容:公 園での市民 による保全活

動」*
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私有林の管理体制確立を内容 とし新規 に設立 したボランテ ィア団体 を管理主体 と考

えている事業 は、公園での市民による里山(雑 木林)保 全活動も内容に含むものが

多い傾向にある。

「新規設立ボランテ ィア団体 による私有木木管理 ×課題
:ソ フ ト人材不足」*

私有林の管理体制確立 を内容 とし新規に設立 したボランティア団体 を管理主体 と考

えている事業は、 ソフ ト面に通 じた人材の不足を課題 としていることが多い傾向に

あ る。

「事業 内容:里 山文化の継承 ・形成 ×事業内容:普 及啓発」*

食文化、工芸、炭焼 き等里 山文化の継承 ・形成 を内容 とする事業は
、パ ンフレット

作成や講座開催等普及啓発 も内容に含むものが多い傾 向にある
。

「事業 内容:里 山文化 の継承 ・形成 ×事業内容:環 境教育」**

里 山文化の継承 ・形成を内容 とする事業は
、森林における環境教育も内容に含むも

のが多い傾向にある。

「事業 内容:里 山文化の継承 ・形成 ×事業内容:公 園での市民 による保全活動
」**

里 山文化 の継承 ・形成 を内容 とする事業は、公園での市民による里山(雑 木林)保

全活動も内容 に含む ものが多い傾向にある
。

「事業 内容:普 及啓発 ×事業内容:環 境教育
」**

パ ンフレット作成や講座開催等普及啓発を内容 とする事業は
、森林 における環境教

育も内容に含むものが多い傾向にある。

「事業内容:普 及啓発 ×事業内容:公 園での市民による保全活動
」*

パ ンフレッ ト作成や講座開催等普及啓発を内容とする事業 は
、公園での市民による

里山(雑 木林)保 全活動も内容に含むものが多い傾 向にある
。

「事業 内容:普 及啓発 ×事業実施主体
」*

パ ンフレッ ト作成 や講座開催等普及啓発を内容 とする事業は
、事業実施主体が都道

府県であるものが多い傾 向にある。普及啓発 を内容 としない事業は事業実施主体が

市町村であるものが多いようである。

「事業 内容:環 境教育 ×事業内容:公 園での市民 による保全活動
」**

森林 における環境教育を内容 とする事業は、公園での市民による里山(雑 木林)保

全活動 も内容 に含む ものが多い傾向にある
。

「事業 内容:環 境教育 ×課題:ソ フ ト人材不足
」**

森林における環境教育を内容 とする事業は、ソフ ト面に通 じた人材の不足を課題 と

していることが多い傾 向にある。

これ らの結果 を通 して考え られるのは
、 まず早い時期に開始 した事業 が森林 を森林 とし

て確保するための借上 げ ・買取である.そ して予算の不足 と地価高騰 が事業 を滞 らせてい

るようである。

また里 山文化の形成 継 承 普及啓発、環境教育、公園での市民 による保全活動いずれ
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も内容に含む事業 が展 開されている。 こういった事業 はソフ ト面の充実が重要である と考

えられ るが、それを担 う人材の不足が課題 として挙がってい る。

(3)事業内容 と社会 ・森林 ・林業 の状況(表3-3-11)

○事業 内容 に関する項 目

事業開始年、事業 内容(私 有林借上げ ・買取、私有林 の管理体制確立、里山文化 の継承 ・

形成・普及啓発・環境教育、市民による保全活動)、事業実行主体、課題(予 算不足、管理

主体 の不在、 ソフ ト人材不足)

○社会 ・森林 ・林業の状況 に関する変数

人口、DID人 口、都市化度、DID面 積、人口密度、林野率、人工林率、林業特化係数、

現況森林面積、面積最大の傾斜、住民一人当 り森林 面積

これ ら項 目のクロス集計 ・X2検 定 の結果、

「事業開始年 ×面積最大の傾斜度カテゴ リー」**

「事業内容:私 有林借上げ ・買取 ×人口」*

「事業内容:私 有林借上げ ・買取 ×DID人 口」*

「事業 内容:私 有林借上げ ・買取 ×DID面 積」*

「事業内容:私 有林借上 げ ・買取 ×人口密度」*

「事業内容:私 有林借上げ ・買取 ×面積最大の傾斜度 カテゴ リー」*

「既存 ボランテ ィア団体による私有林管理 ×DID人 口
」*

「既存ボ ランティア団体 による私有林管理 ×都市化度
」*

「既存ボランテ ィア団体 による私有林管理 ×人口密度」**

「新規設立ボランテ ィア団体 による私有林管理 ×都市化度
」**

「事業実行主体 ×人 口」*

「事業実行主体 ×DID人 口」*

「事業実行主体 ×人口密度」*

「事業実行主体 ×現況森林面積」**

「課題:予 算不足 ×人 口」*

「課題:予 算不足 ×DID人 口」*

「課題:予 算不足 ×DID面 積」*

「課題:予 算不足 ×人 口密度」*

「課題:予 算不足 ×現況森林面積」*

「課題:予 算不足 ×面積最大の傾斜度 カテゴ リー」*

との間に有意な関連が認め られた(*:5%有 意**:1%有 意)
。

「事業開始年 ×面積最大の傾斜度カテゴ リー」**

傾斜度の低い土地が多い都道府県では1970年 代か ら現在 まで比較的コンスタ ン ト

に事業が始まっている。

それに比べ傾斜度の高い土地が多い都道府県では1990年 代
、2000年 代 に入ってか

36



ら事業が急増 しているようである。

「事業 内容:私 有林借上げ ・買取 ×人口」*

私有林の借上げ ・買取 を内容 とする事業は、人口の多い都道府 県でよ り多 く実施 さ

れる傾向がみ られた。

「事業 内容:私 有林借上げ ・買取 ×DID人 口」*

私有林の借上げ ・買取を内容 とする事業は、DID人 口の多い都道府 県でよ り多 く実

施 され る傾向がみ られた。

「事業 内容:私 有林借上げ ・買取 ×DID面 積」*

私有林の借上げ ・買取を内容とする事業は、DID面 積の大 きい都道府県でよ り多 く

実施 される傾向がみ られた。

「事業内容:私 有林借上げ ・買取 ×人口密度」*

私有林 の借上 げ ・買取を内容 とする事業は、人 口密度の高 い都道府県でより多 く実

施 される傾 向がみ られた。

「事業内容:私 有林借上 げ ・買取 ×面積最大の傾斜度カテゴ リー」*

私有林の借上げ ・買取 を内容 とする事業は、傾斜度の低い土地が多い都道府県で よ

り多 く実施 される傾向がみ られた。

「既存ボランテ ィア団体 による私有林管理 ×DID人 口
」*

私有林の管理体制確立を内容 とし既存ボランテ ィア団体 を管理主体 と考えている事

業はDID人 口が比較的多い都道府県でよ り多 く実施 される傾向がみ られた
。

「既存ボ ランテ ィア団体による私有林管理 ×都市化度
」*

私有林の管理体制確立を内容 とし既存ボランテ ィア団体 を管理主体 と考えている事

業 は都市化度が高い都道府県でよ り多 く実施 される傾 向がみ られた
。

「既存 ボランテ ィア団体 による私有林管理 ×人口密度
」**

私有林の管理体制確立を内容 とし既存ボランティア団体 を管理主体 と考えている事

業 は人口密度 が比較的高い都道府県で より多 く実施 され る傾向がみ られた
。

「新規設立ボランテ ィア団体による私有林管理 ×都市化度
」**

私有林の管理体制確立を内容 とし新規ボランテ ィア団体 を管理主体 と考えている事

業 は都市化度が高い都道府県でよ り多 く実施 される傾向がみ られた
。

「事業実行主体 ×人 口」*

事業実行主体が都道府県である事業は人口の多いところで実施 されている傾向があ

り、市町村が主体 となっている事業はやや人 口の少ない ところで実施 されている傾

向がある。

「事業実行主体 ×DID人 口」*

事業実行主体が都道府県である事業はDID人 口の多い ところで実施 されている傾

向があ り、市町村が主体 となっている事業はややDID人 口の少ない ところで実施 さ

れている傾向がある。
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「事業実行主体 ×人口密度」**

事業実行主体が都道府 県である事業は人 口密度 の高い ところで実施 されている傾向

があ り、市町村が主体 となっている事業はやや人口密度の低いところで実施 されて

いる傾向がある。

「事業実行主体 ×現況森林面積」**

事業実行主体が都道府県である事業は現況森林面積が比較的小さい ところで実施 さ

れている傾 向があ り、市町村が主体 となっている事業はやや現況森林面積が大 きい

ところで実施 されている傾向がある。

「課題:予 算不足 ×人口」*

予算不足 を課題 として持っている事業は、人口の多い都道府県で実施 されている傾

向がある。

「課題:予 算不足 ×DID人 口」*

予算不足を課題 として持 っている事業は、DID人 口の多い都道府 県で実施 されてい

る傾向がある。

「課題:予 算不足 ×DID面 積」*

予算不足 を課題 として持っている事業は、DID面 積の大 きい都道府 県で実施 されて

いる傾向がある。

「課題:予 算不足 ×人口密度」*

予算不足 を課題 として持っている事業は、人口密度の高い都道府 県で実施 されてい

る傾向がある。

「課題:予 算不足 ×現況森林面積」*

予算不足を課題 として持 っている事業は、現況森林面積の小さい都道府 県で実施 さ

れている傾向がある。

「課題:予 算不足 ×面積最大の傾斜度カテゴ リー」*

予算不足 を課題 として持っている事業は、傾斜度 の低い土地が多い都道府 県で実施

されている傾向がある。

以上の結果か ら次のことがいえるだろう。

まず都市的地域 ・低傾斜地の多い地域では比較的早い時期 か ら私有林の借上げ ・買取 を

内容 とする事業がなされて きてお り、予算不足 が課題 となっている。 また、里山の管理主

体の一つに既存あるいは新規 に設立 したボランティア団体 を考えている傾向がみ られる
。

一方で
、環境教育や普及啓発 を内容 とする事業は社会 ・森林状況 との強い関連がみ られ

なかったことから、 こういった事業は地域の状況 とあ まり関わ りな く広 く実施 されている

と考え られる。

更 に全体 を通 じて、人 口に関わる指標のほ うが森林 ・林業 に関わる指標 よ りも施策 との

関連が強い傾向がある といえそ うである。例えば林業特化係数 は施策に関す るいずれの数

値 とも有意な関連は認め られなかった。担当部局が環境関連分野である場合 が少な くない
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こととあわせて考えると、都道府県が里山を公共財、環境財 としてみ な していることを示

すものではないだろうか。

里山(林)や 類似する森林の減少に関する既往研究 をみると
、清水 ・佐藤 によれば、平

地林減少に影響 を及ぼ したと考 え られる社会経済的条件の変化 として 「総世帯数
」「、戸当

経営耕地面積」「専業農家数」「第1種 兼業農家数」「第2種 兼業農家数
」「経営耕地1ha以

上農家数」 が考え られる。青柳 ・山根は
、都市近郊林地の管理状況、農業構造、環境保全

的利用のための林 地提供 について、農業労働力が充実 しているほ ど自家作業 によ り頻繁に

管理が行われていること、林地か らの収入がほ とん どないこと
、相続税負担 の重さが固定

資産処分につなが ること、林地の環境保 全的な用途への提供意 向は固定資産税の納税額が

高い所有者や余裕固定資産を所有 している者、都市域の所有者ほ ど高いことなどを指摘 し

ている。私 有林の借上 げ ・買取 を内容 とする事業は このような都市化 の状況に 対応 し
て緑

地を確保 するものであるが、普及啓発の ようなソフ ト事業は都市化 だけに対応 しているの

ではないようである。いかなる自然 ・社会状況であ っても普及啓発や環境教育が重要な事

業であるこ とに変わ りはな く、む しろ問われ るのは地域の状況 にあ
った内容 であるかどう

かであろう。林地の確保 と普及啓発 や環境教育鮪 機 的に連携 しているこ とが大切ではな

かろうか。

青柳 ・山根両氏は都市近郊の地価高騰 によ り公園整備 のための用地取得が困難 にな
って

いる状況下では使用貸借型の林地確保が有効 であることを横浜市の事例で示 し
ている。 し

か し地価高騰 と財政事情の影響か ら、使用貸借型の事業 もまた限界がみえている。第1章
でふれた似 田貝の、社会 的サー ビス とその供給主体 との関連のモデル をここで再び考えて

みると、地域社会学 による 「公共性」の議論にあった
、財政事情 のため 「公」でまかなえ

ない領域 の増加が ここにみ られる(青 木 ・蓮見 『地域社会学』
pp146-149)。 都市化の進行

は家族 や地域社会の協働 の減少ももたら しているであろう
。そのため市民団体 が 「グレ_

ゾー ン(共)」 を管理 しうるセクターとみなされ
、最近 にな り様々なソフ ト事業が展開 して

きているとみて よいのではなかろうか。

3-4 因子分析 による都道府 県別 市民 による里 山保全 活動 と都道府 県施策
の実施 状況

分析

(1)分 析の視点お よび方法

3-2,3-3の 結果か ら、市民による里山保全活動の実施 と都道府 県による施策実施の状況

は都道府県 によ り異なっていることが分かった
.実 施状況は都市化の度合し、や森林面積等

との関連 が うかがわれるが、い くつかの指標では関連性が弱 く
、社会的 ・自然的条件 の影

響は大 きい もののそれだけが活動・施策 を規定 してい るわけではない と思われる
。それゆ

え、市民による活動の実施状況 と事業実施状況および社会的 ・自然的条件 との関連を更に

検討することが重要であると考える。

そこで因子分析 を行い市民活動 と都道府県の施策 の実施状況 と社会的 ・自然的状況の統
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合的分析 を試みる。

分析に用いる変数であるが、3-2の 結果 において活動団体数および活動団体数 との相 関

係数が高かった変数か ら人口、森林 ・林業に関係するもの双方よ り選 んだ
。また3-3の 結

果 において、事業 に関連する変数 ・項 目および社会的 ・自然的条件 を示す変数双方か ら他

との関連が比較的強かったものを選んだ。選択に際 しては、有意水準の高 さを優先 した。

まず、それぞれの結果か ら相互関連の強い変数 ・項 目は以下のとお り:

3早2

都道府 県別 「里山における保護 ・ふれあい活動」団体数

1999年 人口

1995年 人 口集 中地区面積

1990年 林野率

1982年 最大面積傾斜度区分

3-3

事業内容:環 境教育

事業 内容:市 民 による公園における里山(雑 木林)保 全活動

里山保全 を目的 とする事業数

事業内容:里 山文化の形成 ・継承

事業実施土の課題:予 算不足

事業内容:私 有林の借上げ ・買取

1995年 人 口密度

1995年 都市化度(DID人 口/総人口)

これ らのうち、傾 向が非常に似てお りほとん ど同 じ事実を示すと思われるのが 「1999年

人口」・「1995年 人 口集中地区面積」・「1995年 都市化度(DID人 口/総人 口)
」・「1995年 人

口密度」、「事業内容:環 境教育」・「事業内容:市 民による公園における里山(雑 木木木)保

全活動」・「事業 内容:里 山文化の形成 ・継承」
、「事業内容:私 有林 の借 上げ ・買取」・「事

業実施土の課題:予 算不足」であったため、それぞれの組み合わせの うち他 との関連がよ

り強い 「1999年 人口」「1995年 人口密度」「事業 内容:環 境教育」「事業実施上の課題
:予

算不足」 を選択 した。

よって、

都道府県別 「里山における保護 ・ふれあい活動」団体数

1999年 人口

1990年 林野率

1982年 最大 面積傾斜度区分

事業実施上 の課題:予 算不足

事業 内容:環 境教育

里山保全 を目的 とする事業数
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1995年 人 口密 度

の8つ の変数 ・項 目のデータを用いて因子分析を行 うこととした
。

分析 にあた り、カテゴ リーデータ 「事業実施上の課題:予 算不足」「事業内容:環 境教育
」

については該当事実がある場合は1を 、ない場合は0を 与えて数値データとして扱った。
求める因子数は2と した。各変数の因子負荷量

、各サ ンプル(46都 道府県)の 因子得 点

を求め、バ リマックス法 により因子軸の回転を行い分析 した
。

(2)結果お よび考察

1)結 果

バ リマックス回転後の各因子の寄与率 と累積寄与率
、各変数の因子負荷量は表3-4-1、 図

3-4-1・3-4-2の と お り で あ っ た 。

各変数の第1因 子負荷量をみる。 自然的 ・社会的状況 を示す変数では人口
、人口密度の

因子負荷量が大き く、林野率、傾斜度 カテゴ リーの因子負荷量が小さい。 また里山保全に

関する変数では、里山保全市民団体数、事業課題:予 算不足 の因子負荷量が比較的大 きく、
実施事業数 事業 内容:環 境教育の因子負荷量は0に 近い

。 よって、第1因 子の持つ意味

は 「都市的地域-農 山村的地域」 を示すもの と考えられ る
。

各変数の第2因 子負荷量 をみる。 自然的 ・社会的状況を示す変数では人口
、人口密度の

因子負荷量が比較的大 き く林野率、傾斜度カテゴ リーの因子負荷量は0に 近い 。また里山
保全に関する変数では実施事業数、事業課題:予 算不足、事業内容 環 境教育、里山保全
市民団体数いずれの因子負荷量 もが比較的大きい

。よって、第2因 子の持つ意味は 「里山

に対する働 きかけの程度」である と考えられる
。

次に、各サンプルの因子得点 をみ る(表3-4-2
、図3-4-3)。 各因子の持つ意味か ら、第1

因子の得点が高いほど都市的であ り、第2因 子の得点が高いほど里 山に対する働きかけが

な されていると考え られる。

2)考 察

里山保全に関する変数 の第1因 子負荷量をみると
、里 山保全市民団体数、事業課題:予

算不足の因子負荷量は比較的大 きいが、実施事業数、事業内容:環 境教育の因子負荷量は0

に近 く、里山保全に関する活動
、施策のなかにも都市化 と強 く関連 しているものとそれほ

どで もないもの とがあることが分 かる。 クロス集計の結果か ら私有林の借上げや買取を内

容 とする事業 が予算不足 を課題 としてい ることが多いことが分か
ってお り、開発による緑

地減少への対応策 が都市部でなされていることを示 している
。里山保全市民団体数は因子

負荷量が高 く、都市化 と強い関連 を手持っているといえる
。一方、実施事業数 と事業内容:

環境教育の因子負荷量が0に 近いことか ら
、髄 府県の行 ってい る事業、 とくに環境教育

を内容 とする事業 は都市化 とはあま り関係な くなされているようである
。環境教育を内容

とする事業は同時 に市民 による公 園管理や普及啓発
、里山文化の形成等も視野 に入れて実

施 されている と思われ、都道府県 レベルでは 自然的 ・社会 的状況 にかかわ らずそれ らの重

要性 が認識 されていれば事業化されていることが分かる
。 しか し、市民による活動は非常
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に都市的な ものであるといえ、環 境教育 を内容 とするものを中心 とした都道府県による事

業 と住民のニーズ との調和が うま くとれているかどうかが重要なのではないだろうか。

第2因 子の因子負荷量では、市民による活動、都道府 県による事業のいずれ も因子負荷

量が大 きく、また人 口、人口密度の因子負荷量 も比較的大 きかったが、傾斜度カテゴ リー、

林野率の因子負荷量は0に 近かった。この ことか ら人口が多い地域では比較的里山保全の

活動や施策がさかんであ ること、 自然的条件の影響は人 口ほどではな く傾斜地の多い地域

や林野率の高い地域であっても活動や施策がかな りなされ うることが考え られ る。

各サ ンプルの因子得点から各都道府県の状況が把握で きる。第1因 子の得点は都市化の

度合い とよ く適合 している。第2因 子の得点は市民による活動 と都道府県による事業の実

施程度を示す と考えられる。両因子 とも0に 近い都道府 県が多いが、関東地方南部の都県

での都市化 と里山保全活動 ・事業実施 とが とくに進んでいる と思われる。第1因 子の得点

が とくに高 くな く第2因 子の得点が比較的高い県、逆 に第1因 子の得点が比較的高いが第2

因子の得点がそれほど高 くない県 もみ られるが、 これ らの県がいずれかの地方に偏ってい

る様子 はみ られない。 ここでも都市化の影響 と、それ以外に都道府県個別の条件があるこ

とが伺える。

3)今後 の課題

都道府県による里山活用施策の実施状況は、人 口を中心 とした都市化の度合い と各都道

府 県に特有の何 らかの条件 とが影響 していることが明 らかになった。 しか しなが らア ンケ

ー トでは都道府県特有の条件や事業実施上の詳細 な問題 を深 く尋ねることが困難であ
った。

今後は 自然的 ・社会的状況 との関連 を念頭に、例 えば状況の類似する都道府 県をグルー ピ

ング して代表的な事例 を調査 し課題解決策 を提示するこ とな どが重要であろう。

3-5 まとめ

市民 による里山活用の動向と、都道府県の里山施策 とをここまでみて きた。その結果、

市民による活動の活発化 は確かなものであ り見逃すことは出来ないであろう。 また、行政

による取 り組み も同時期 に進展 しつつあ り、市民 による活動 と全 く切 り離されたものでは

な くむ しろ市民へ の対応が重要な部分 を占め、 それに伴 って分野横断的な対応が少なか ら

ず見受け られていると思われる。 しか しなが ら、実際の里山空間の状況 とこれ ら社会的側

面の状況 との間にはギャップがある といえる。 と くに市民の動向は都市部 に偏 ったもので

あった。

だが、 このギヤップの存在 はむ しろ旧来か らの地域社会 を中心 とした里山の捉え方や行

政 による地理 的区分だけでは現在の里山をめ ぐる状況把握は不十分であること、市民 によ

る活動がギャ ップを伴 いつつも新 たな地域区分形成や多様 な社会的主体同士の連接形成 の

契機 となっていることか ら市民に よる里山活用団体の実態解明が重要であることを示すも

のと考え られないだろうか。

また、里山は一つの地域 というまとま りであるか ら、地域 レベルで市民 による活動の実

42



態や空間 ・時間 ・社会のギャップの所在 を明 らかにする必要がある といえよう。

そこで、第4章 、第5章 においては地域 レベルで、市民による里 山活用の事例研究を行

うものであ る。団体の実態を明確 にするため 「市民活動団体構成員(個 人)」 「市民活動団

体」「団体 と他セクター との関係」の3つ の段階か ら捉えてい くこととするが、第4章 は 「構

成員」「団体」について、第5章 は 「団体 と他セ クター との関係」について、それぞれ特徴

的だ と思われる事例 を選択 した。
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第4章 里山活用の構造 と展開―事例研究その1:市 民団体の活動および組織

構造 と集落 レベルにおける土地利用、生産 ・生活構造に関する考察―

「里山倶楽部」を対象に

4-1 は じめに

本章では市民による里山活用を行っている市民団体である 「里山倶楽部」お よび活動フ

ィール ドの持尾集落を対象に、 ミクロな視点か らその活動お よび社会、土地利用 について

考察する。「里山倶楽部」は全国的にみても規模力状 き く高いレベルの活動実績 を持ってい

る。 また活動対象 フイール ドは伝統的地域社会 としてのま とまりを長 く維持 して きた と考

え られ旧来か ら続いた里山社会 と縦 な市民活動 との接点 となっていることか ら、適切な

事例であると思われる。

「里山倶楽部」を対象 とする部分では、里山における活動の内容と参加者 らの意識を詳

細 に明 らかにすることによ り、里山活用への市民参加の実態 と今後の発展の可能性 を検討

することを目的 とする。

また持尾集落を対象 とす る部分では、3時 点の空中写真を判読 して土地利用図を作成 し

里 山の変遷 を把握する。 また資料 および聞き取 り調査 によ り集落の農林業、生活、集落社

会の状況変化 を明 らかに し、土地利用の変化 と集落社会の変化 とを対応させて検討 し土地

利用変化 とい う事実 を社会 的な意味 とい う側面か らあらためて把握する。

4-2 対象地 の概況

「里山倶 楽部」の活動フ ィール ドは大阪府南河内郡河南町にある。河南町は大阪府 の南

東部 に位置 し、東は奈良 県に接 している。中心的な活動場所のある持尾は金剛山地西麓の

滝谷(竹 谷 ともい う)と 平石谷の間に横たわる山塊の頂上標高350mに 位置する山村である。

河南町の概況 を示す。総面積25.26km2、1990年 の林野面積は1302haで 、林野面積率

52%で ある。すべて民有林 であ り、うち府有林48ha、 私有林1254haで96%が 私有林であ

る。大阪府の総面積が1881.42km2で 林野面積59405ha、 林野率32%で あるか ら、府のな

かでは森林の多い地域である。森木木計画面積の樹林地では人工林51%(針 葉樹37%、 広葉

樹14%)、 天然林49%(針 葉樹24%、 広葉樹25%)で ある。

1995年 の人口は15913人 。年齢別 比率は0～14歳 が14.2%、15～64歳 が70.4%、65

歳以上が15.5%。 大阪府 においてはやや高齢者人口の比率が多い(大 阪府は11.9%)。

1995年 の産業別就業者数の比率は、第1次 産業8.6%、 第2次 産業33%、 第3次 産業58.3%。

大阪府では これ ら数値は順に0.6%、33.2%、65.1%で あ り、府において膿 林業のさかん

な地域であることがわかる。

持尾集落の概況をみると、明治初期には世帯数70戸 以上、人口は350人 前後であったが、

明治 から大正 にかけて減少 し、1995年 の人口は204人 、戸数は51戸 であった。高齢化 も

進行 してお り、60歳 以上の割合は1970(昭 和45)年 には15%、1995(平 成7)年 には30%
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である。農家数43戸 、 うち販殻 家数32戸 で、農家の多い集落である。大半が経営耕地

面積1ha未 満 と小規模で米、果樹、植木の栽培が多い濃 家林家は18戸 でしのずれ も保有規

模は1ha未 満である。なお会の代表は地域農業の リーダー として多方面に活躍 して きた。

持尾集落を含む旧河内村では、現在、樹林地の70%弱 がスギあるいはヒノキ人工林、20%

強が広葉樹天然林である。

4-3 「里山倶 楽部」の活動変遷 と構成員 の意識構造

(1)調査対象及び調査 方法

1)調査対象

『森づ くりに関わる市民グループ、団体、機関及び林家 リス ト(概 報)』、(株)日 本林業

調査会 『森林ボランテ ィアの風』、中川重年 『再生の雑木林か ら』に掲載 されている リス ト

を参考に調査 対象団体 を選定 した。里山をフィール ドに し、あ る程度の活動実績 を持つ団

体が適当であると考え、そのような団体の中で(1)里山において管理活動を行 ってお り、(2)5

年以上の活動実績 があ り、(3)一般市民が 自発的に結成 し自主的に運営 してい る、大阪府南

河 内郡河南町持尾 において多彩な里山活用を行 っている市民団体 「里山倶楽部」を調査対

象 とした。(3)については、行政による事業で結成 したものに比べて よ り純粋に市民の 自発

的 ・自主的な活動を把握することがで きると考えて着 目した。

2)調査方法

(1)インタビュー

会の発展経緯を明 らかにするため、 またアンケー トの項 目を決定す るための予備調査 と

して会員 と会代表へのインタビュー を行った。対象は会員22名(男 性14名 、女性8名 、

20歳 代3名 、30歳 代2名 、40歳 代4名 、50歳 代5名 、不明8名)、 お よび代表の地元農

業者(80才 男性)。 会員には副代表 ら中心的な会員3名 を含む。実施 日は1999年12月12

日、2000年1月8日 、10日 、12日 。質問内容は入会の経緯、動機 、参加後の感想等 を中

心 とし、 自由に回答 して もらった。インタビュー結果はKJ法 によ りまとめた。

(2)アンケー ト

続いて会員の属性や意識などを より明 らかにするため、アンケー トを行 った。対象者は

会報 を送付 している会 員204名 と した。2月 下旬に郵送でア ンケー ト用紙を送 り、4月 中旬

までに92名 か ら回答が得 られた。(回 収率45.1%)

(2)イ ンタビュー結果

1)「南河内水 と緑の会」お よび 「里山倶楽部」の活動経緯

「里山倶楽部」は、1989年3月 に結成 された 「南河内水 と緑の会」(以 下 「水 と緑の会」)

の1部 門 として1994年 に発足 し、翌1995年3月 に別団体 として独立 した。前身の 「水 と

緑の会」は、羽曳野市の大阪教育大学附属農場(現 在の 「高鷲農場」)の 売却に際 し、現状

の緑を活か した公園化を市に求め数名で結成 した会である。当時のメンバー に炭焼 きや米

作 りに関心を持つ者がお り、それ らの活動も平行 して開始 した。結成年に は 「里山倶楽部」

45



現副代表O氏 は持尾在住 の現代表K氏 らを講師 に炭焼きを始めている。

「水 と緑の会」は活動を広 げ、1993年 には炭焼 き窯づ くりや里山に関するシンポジウム

を開催 してお り、「里山倶楽部」につながる動きが生 じる。1994年 、「水 と緑の会」内部に

里山活動を専門に行 う部門 「里山倶楽部」が設け られ、専属で活動す る会員がおかれた。

1995年 、「里山倶楽部」は別団体 として独立 した。理 由は副代表が里山再生には本格的

に継続 して山に関わる必要がある と考えたためで、独立以後の炭焼 きは一年間を通 じ一連

の作業をこなす形 になった。また平行 して各種 スクールや人工林管理講座 も立ち上げてい

き、「里山倶楽部」は多様な活動を展開 し始める。

1996年 に 「高鷲農場」問題は決着 し、また 「水 と緑の会」が行 っていた活動の多 くを新

たに発足 した別な団体が引き継いで行 うようにな り、「水 と緑の会」は2000年3月 に閉会

となる。

「里山倶楽部」は1999年3月 の会報発行時点で会員数が180名 を越える。2000年 度に

は14の 事業を実施 してお り、その内容は炭焼 き、 自然学習、米作 り、人材育成等、里山林

の保全に とどま らず幅広い(表4-3-1)。 地元の住民が講師になっているものもある。「里

山倶楽部」は、様々な分野の人を巻 き込み生産物販売や講習会などの事業で収入を得 るこ

とで、里山再生を社会経済サイクルに位置づけ ようとい う意図を持つ。

行政 との関係は、「南河内水 と緑の会」の発足の契機であった高鷲農場に関 してはそのま

まの緑を残 した形 での公 園化を要求 してお りスポー ツ施設建設を計画 した行政 とは対立的

で あった。 しか しその後 は府営錦織公園の雑木林を市民参加 によって復元する計画づ くり

に協力 した り、石川河川公園の整備 の検討会にオブザーバー として参加 した りと、協 力的

な関係のなかで要望 を実現させる動 きもある。1999年4月 には 「ひ ろかわ森のまつ り」を

府 ・河南町 ・里山倶楽部が共 同主催 している。 ただ しこのイベ ン トでの府か らの直接の補

助金等によない。

代表のK氏 は 自宅や畑の一部 を会合や炭焼 き等の活動場所に してい る。炭 にする木木木 は

集落住民の私 有地か ら立木 を買い取 り伐採 して得ている。

2)参加者 の意識

(1)里山保全に対する認識

自分たちの里山保全活動の意義 についてどう考えているか ということであるが、「楽 しみ

なが ら活動 した結果、 また 日常生活で 自然 との関わ りが持たれ るようになればその結果里

山は保全 され る」 という考 えであ り、「保全のために活動 している」 とい う意識は前面には

み られなかった。

(2)会の運営

会の運営方針 として 「自然 とのふれあいを持 っていない人も含め多様な人を取 り込む こ

と」、また 「楽 しく参加 し、 自分の判断で活動でき、身につけたことを他の人に伝 えられる

人の育成」を重視 している。個 人や各事業の独立性 を大事に し、 自由な雰囲気を心がけて

いるとのこ とである。具体 的には、会員のアイデアを積極的に取 り入れて事業の種類 を増
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や していること、 その事業のなかには生活の知恵やイベン トの興 し方を学ぶ ものまで含 ま

れてい るこ と、作業は各 自が 自分のペースで行 うこと、ベテラ ンの会員が技術指導を した

りスタッフになった りしてい くこと、会報作成のみに携わ るような関わ り方も歓迎するこ

と、な どで実現 されている。これには副代表O氏 の理念が強 く反映 されているようである。

また10数 名が中心的なスタッフと して全体的な運営に携 わると同時 に各事業の担 当として

各 自の裁量で事業 を行い、相 当な労力を提供 してい る。 これ ら有力なスタッフ陣の存在は

会の運営 において重要で ある。

(3)活動の効果

会員のなかには 「自然 に手 を入れて保全することの大切 さを知った」 といった自然観の

変化、農林業への関心の高ま り、「普段の生活において もっと自然物編 用 したい と考える

ようになった」 という意識の変化、などが生 じてい る。

(4)代表K氏 の存在

K氏 は、副代表O氏 の 「継続 して続ける」 とい う決意 を信頼 し、一緒に炭焼 きをするこ

とにしたという。K氏 は場所の提供や地元住民 との調整な ど多大な援助 をし、O氏 もほぼ

毎週K氏 を訪ねて活動の準備や片付 けな ど裏方 としての仕事もこなす。こういった積み重

ねが両者の信頼関係を深め、活動や地元 との関係をスムーズに してお り、会の発展存続 に

大 き く影響 してい る。

3)イ ンタビュー結果の考察

(1)市民団体の活動の展開

よ り多 くの会員獲得 と、参加者 の技術力や興味の差 に対応するための部門独 立や多様な

事業展開がみ られ る。「里山」 を自分の生活のあ り方 と関連づけて考えていることが、農業

や生活全般への展開理 由と考え られる。

(2)参加者の意識

参加者の属性は多様で、森木木に関わ りうる人はいろいろな場所 に存在する。各 自の 自立

性 と会員相互の交流 とが両立 している。参加の結果 として森林 ・林業 に関する学習効果が

あ る。農林産物の産地を考慮 した り、環境に関する事業を提案 した りというように、活動

成果を日常生活や仕事へ何 らかの形で還元する者もみ られる。

(3)組織

運営 リーダーの意志、 方針、労力提供が会を支えている。会 員の意見採用やイベン トプ

ランナー育成が発展 を促 している。 また地元によき理解者がい ることが発展 を容易に して

いる。

(3)ア ンケー ト結果

アンケー トの内容は、属性(性 別、年齢、等)、 里山倶楽部での活動状況(参 加の動機、

参加事業、感想、等)、 その他(普 段の自然 とのふれあい、幼少期の農業体験、等)か ら構

成され る。

解析 は全般的な傾 向把 握のための単純集計、会員の特性 をよ り詳 しく明 らかにするため
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のクロス集計 を行 った。

1)単純集計

回答者92名 のデータを集計 した。

(i)参 加の実態

(1)「里山倶楽部」を知った きっかけ

「友人 ・知人が会員だ った」19.6%、 「家族 ・友人 ・知人が情報提供」18.5%、 「家族が会

員」4.3%で 、身近な人か ら情報を得ている者が4割 を超 える。マスコミとミニコ ミ誌で知

った者は合わせて約12%、 森林や里山に関するイベ ン トで知った者が12%で ある。「南河

内水 と緑の会か ら知っている」は、「南河内水 と緑の会」 に入会 していてそのまま 「里山倶

楽部」にも入 った者もいる と考え られたために設定 したもので、13%が 該当 した。「その他」

の中には、「自然食品店にチラシが置いてあった」とい う者が数名いた。全体に口コ ミで知

った者が多い ようである。

(2)入会時期

最 も多かったのが 「1999年 度」で28.3%、 次いで 「1997年 度」19.6%、 「1998年 度」

15.2%、 「1995年 度」「1996年 度」それぞれ8.7%、 「1994年 度以前」が12%で ある。比較

的最近の入会者が多いことが分かる。

(3)入会動機(複 数回答)(図4-3-1)

「内容が面白そう」が58.7%で 最 も多かった。次いで 「さまざまな人 と出会えそう」「炭

焼 きや農作業の技術を身につけたい」各37%、 「自然の中で精神的安 らぎを得たい」34.8%、

「知識 を深めたい」33.7%が 比較的多かった。

活動内容 に直接 関係する動機 だけでな く、参加 に付随 して得 られるものを求めてい ると

いえる。

また、動機 のなかで最 も強い ものを選んでもらった ところ、「技術 を身に付けたい」「内

容が面 白そ う」各13%と 、内容に直接 関係 するものが多かった。

(4)入会時 に最 も興味を持 った事業(複 数回答)

里 山林の管理 と炭焼 きを行 う活動(「 窯の穴」)20.7%、 里山に関する体験学習(「 フ リー

スクール1」)19.6%が 多かった。

(5)これ まで に参加 した事業 ・今後参加 したい事業(複 数回答)

これまでに参加 した人の多い事業 は、炭焼 きを学ぶ 「窯の穴」29.3%、 生活の知恵 を学ぶ

「おはまこはま」27.2%、 里山林 の管理や炭焼 きの入門コース 「どんびクラブ」23.9%な ど

である。

今後参加 したい事業では、人工林管理を学ぶ 「辻谷森林ゼ ミ」26.1%、 料理や里山林で得

られた素材 を使ったクラフ トを楽 しむ 「森のキッチン」22.8%な どの希望者が多い。また、

里山林 を中心、とする活動 「窯の穴」「フ リースクール」「どんびクラブ」を全て合わせる と

37%に 達す る

参加 した事業の種類数は1の 者が32.6%で 最 も多いが、次いで多いのは4以 上の19.6%
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であ る。 い ろい ろな事業 に参加 して い る者 が少 な くない。

今後参 加 したい事業 の種類 数は1の 者 が34.8%で 最 も多 く4以 上は16.3%で あ った。

(6)参加 して よか った こ と(複 数 回答)(図4-3-2)

回答 者 が多 か った項 目か ら 「い ろい ろな人 と出会 えた 」58.7%、 「知 識 が深 ま った」50%、

「自然 の 中で精 神 的な 安 らきが得 られた」48 .9%、 「遊び 自体 が面 白い」40.2%、 「日常 生活

で得 られ ない 充実感 ・達 成感 が得 られた」30.4%で あ った。入 会動機 と比 較 す る と、活 動 内

容 に直接 関わ る もの よ りも付 随 して得 られた もの に対 す る満 足感 が高 い とい え る。

最 もよか っ た こ とを選 んで も らった ところ、 多か った項 目か ら 「精神 的安 らぎ」9.8%、

「知 識 の深 ま り」7 .6%、 「日常生活 で得 られ ない充実感 ・達成 感」6.5%、 「遊 び 自体 が面 白

い」 「い ろい ろな人 との出会 い」各5.4%と な った。

(7)家族 で参加 す るこ とがあ るか

夫婦 や親子 な ど、何 らか の形 で家族参 加 をす る者は31.5%、 家族 で の参加 は しな い者 は

53.3%で あ った。個 人 で参 加 す る者が過 半数 で あ った。

(8)スタ ッフ と して活 動 した経験 の有無(図4-3-3、 図4-3-4、 図4-3-5)

「あ る」30 .4%、 「な し」62%で あ った 。

ス タ ッフ経験 が あ る者25名 に対 し今後 もや る意思 が あ るか尋ね た とこ ろ、 「ぜ ひや りた

い」39.3%、 「まあや りたい 」32.1%で 、7割 以上 に続 け る意思 が あっ た。

一方
、 ス タ ッフ経 験 が ない者49名 に今後や って み たいか 尋ね た ところ、 「ぜひ や ってみ

たい」8.8%、 「まあや って み たい 」19.3%と 積 極 的な 意思 は4分 の1程 度 に と どま り、 「ど

ち ら ともい えな い」36.8%、 「あ ま りや ってみ た くな い」10.5%、 「全 くや って みた くない 」

14%で 、 ス タ ッフ と して参 加 す る意思 は弱 い。

(9)「里 山倶 楽部 」 を誰 か に紹 介 したこ とが あ るか

79.3%が 「あ る」 と回答 してい る。入会 の きっかけ と合わ せて考 える と、会 員 か らの 口コ

ミは会 の拡 大 に貢 献 して い る といえ るので はな か ろ うか。

(10)今後 も 「里 山倶楽 部 」 で活 動 し続 けたい か

「ぜ ひ続 けたい」 が最 も多 く37%、 次 いで 「まあ続 け たい」32.6%、 「分か らな い」25%

とな った。会 員 の参 加 継続 意 向は 強 い と考 えて よい だ ろ う。

ま た、今 後 の参加 頻 度は 「今程 度」65.6%、 「今 よ り積極 的 に」23.4%、 「今 よ り控 えめ に」

7.8%で 、現状 維 持 を考 え る者 が多 か った。

(11)今後 、持 尾 集落 との交流 を ど うすべ きか

中心 的 な フ ィー ル ドで あ る持 尾集 落 との 交流 を今後 どうすべ きか 尋ね た。 「今 よ り深 め

る」「今程 度 で よい」 各40.2%で 同 じ割合 とな った。

(ii)会 の外 にお け る 自然 との 関わ りや 意識

(1)「里 山倶 楽 部 」以 外 での森 林保 全 活動 に参加 した こ とは あ るか

「参 加 した こ とは な い」 が58 .7%で 最 も多 か った。 「現在参 加 中」22.8%、 「以前 参加 し

てい た」17.4%で 、他 での 活動 参加経 験 があ る者 は約4割 で あ った。
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(2)「里 山倶楽 部」 以外 での農 業体 験 は あ るか

「や った こ とはない 」が43.5%、 「現在 や ってい る」32.6%、 「以前や って い た」23.9%で

あ った 。他 での農 業体験 があ る者 が、 ない者 を上 回 った。

(3)「里 山倶楽 部」 以外 で 山歩 きや キ ャ ンプな ど 自然 の 中で の遊 び を して い るか

「時 々 して い る」39 .1%、 「よ くして い る」28.3%で 、普段 か ら山登 り等 自然 に親 しむ遊

び を楽 しん でい る者 が多 い とい える。 しか し 「あ ま りしてい ない 」20.7%、 「全 くして いな

い」10.9%で3割 を超 えてお り、「里 山倶 楽部 」以外 では 自然 の 中で遊ぶ こ とのな い者 もそ

れほ ど少 な くなか った 。

(4)子ど も時 代 の居住 地(図4-3-6)

比較 的 自然 の乏 しい と思わ れ る 「街 中」 で暮 ら した者が30.4%で 、続 い て 「都市近 郊 」

37%で あ った。農 山村 で暮 ら して い た者 は3割 弱 であ っ た。

(5)農家 ・林家 の 出身 か

「非 農 林 家の 出 身」 が79 .3%に 達 し、 「農 家 ・林 家 の 出身 」は19,6%で あ った。

(6)子 ど も時代 の 農作 業体 験 はあ るか

「な し」 が65.2%で 多数 を 占め た。「あ り」 は34.8%で あ った。

(7)今後 や って み たい こ と(複 数 回答)(図4-3-7)

回答 者 の多 い ものか ら 「田舎 に移住 」59.8%、 「自然観 察 会 な どで体 験 的知識 を増 や す」

50%、 「炭 焼 きや森林 管 理 、農 作業 の技 術 向上 」45.7%、 「子 ど もの 自然体 験 の ため のボ ラ

ンテ ィア」43.5%、 「木 工 ・家作 り」40.2%、 「山菜取 り ・キノ コ狩 り」39.1%、 「講 演会 等

で知 識 を増 や す」33.7%、 と続 い た。

ま た最 もや って みた い こ とを選 んで も らった ところ、「田舎 に移住 」22.8%、 「炭 焼 きや森

林 管 理 、農 作業 の技術 向上 」10.9%、 「子 ど もの 自然体験 の た めのボ ラ ンテ ィア」7.6%が 上

位 に な った。 用舎暮 ら し志 向の 強い会 員が 多 い といえ る。

(8)居住 地 近 くに広 が る森林 を どの よ うに利 用 す るのが よい と考 え るか(2つ まで選 択)

この質 問は 平成11年 度 の総 理府 世論調 査 のな かで行 っ た質問 と同 じもので ある。()

内の 数値 は世 論調 査 結 果の近 畿 ブロ ックの値 で ある。

上位 か ら 「身近 な 自然 と して 地域住 民が 活用 」55.4%(47,0%)、 「貴重 な動植 物 を保 全す る

取 り扱 い」42.4%(36.5%)、 「子 どもた ちに 自然 を体験 させ る場 と して利 用」39.1%(41.3%)、

「人 々の 心 を和 ませ て くれ る景 観 を保 全 ・整備 す る取 り扱 い」38%(41.3%)、 「木 材 や きの

この生 産 な どをす る林 業 的 な利 用 」17.4%(9.5%)、 「宅地 や農 地 な ど とい った 開発 を 目的 と

した利 用 」1.1%(1.3%)、 「特 に、利 用 ・保 全 を しな い」1.1%(2.9%)と な った。

世 論調 査 結 果 と比 較 す る と、会 員 の 回答 した 比率 の ほ うが高 か った のは 「身近 な 自然 と

して 地 域住 民 が 活用 」「貴重 な 動植物 を保全 す る取 り扱 い 」「木 材や きの この生 産 な どをす

る林 業 的 な利 用 」、逆 に会 員 のほ うが低 か ったの は 「子 どもた ちに 自然 を体験 させ る場 とし

て利 用 」 「人 々 の心 を和 ませて くれ る景 観 を保 全 ・整備 す る取 り扱 い 」「宅 地 や農 地 な ど と

い った開発 を 目的 と した利 用 」「特 に、 利用 ・保 全 を しない 」で あ った。
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全体に世論調査の結果 と大 きな開きはないが、 自分達の活動に結びつ く項 目や里山の具体

的な利用を示す項 目でやや多い ようである。

(iii)属性

(1)性別

男性が56.5%、 女性が42.4%、 不明1.1%で 、やや男性のほうが多い。

(2)年齢

30代 が33.7%、40代 が30.4%、50代 が19.6%で 、これらを合わせて7割 を超 える。20

代か ら70代 までお り、年齢層の広が りがある。

(3)職業

勤めている者が約半数で、なかで も専 門技術職 と事務職が多いが、全般 に職業は多様 で

ある。

(4)居住地

大阪府在住者が72.8%に 達する。次いで兵庫県が9.8%、 奈良県が6.5%、 京都府が3.3%、

その他6.5%で あった。

持尾か らの距離圏をみると、最も遠い20km圏 外が50%で 半数を占め、20km圏 内が

30.4%、10km圏 内 ・5km圏 内がそれぞれ8.7%で あった。車の場合約30分 以上かかる場

所か ら通 ってい る者が半数程度いる といえる。なお大阪市は20km強 離れている。

2)ク ロス集計

会 員の特性 をよ り詳 しく明 らかにするために、会 における活動実態や意識を特に示す と

考え られる50項 目についてクロス集計 を し、X2検 定 を行 った(表4-3-2)。 なお集計対象

は、 この20個 の質問について欠損の多か った9名 を除いた83名 分 とした。

(i)他 項 目との関連全般

まず、他 の項 目との関連が最 も多かったのは 「参加事業数 ・参加希望事業数合計」で、

18項 目との間で独立性の仮説が棄却 された(1%・5%・10%水 準)。 また、次いで他項 目

との関連が多かったのは 「参加 してよかったこと:知 識が深まった」「他での森林保全活動

への参加状況」「他での農業体験」「今後の希望:農 林業技術 の向上」で14項 目との関連が

み られた。以下 「入会の動機:自 分の仕事や活動に役立てたい」「会 を誰かに紹介 したこと

の有無」で13項 目、「会を知 ったきっかけ」「参加 してよかった こと:里 山が保全されるこ

と」「参加 してよかったこと:様 々な人 と出会えたこと」「参加 してよかったこと:日 常に

ない充実感や達成感を味わえたこと」「スタッフの経験の有無」「今後 の継続意向」で12項

目との関連がみ られた。 これ らの項 目は、会員の特徴を強 く示 していると考え られる。

特 に他 の項 目との関連が多かった参加事業 ・参加希望事業数 について詳 しくみてみ る。

入会 の動機が 「内容が面 白そう」「日常以外で活動の場 を持ちたい」であった人、 また参加

した結果 「内容が面 白い」「精神的な安 らぎが得 られ た」「様々な人に出会 えた」 といった

ことに満足 している人で事業数が多い傾向がみ られ、また特に事業数が多い人では参加 し

た結果 「自分の仕事や活動 に役立った」「日常 にない充実感、達成感が得 られた」 と感 じて
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いる傾向がみ られた。そ して、事業数が多い人ほどスタッフの経験があ り、会を紹介 して

お り、今後の継続意向が強 く、今後の持尾集落 との交流 に積極的な傾向があった(表4-3-3,

表4-3-4)。 事業数が3～4の 人で、家族参加 をしている人の割合が比較的大 きい。事業数が

多い人は、今後やってみたい ことでは 「子ども対象のボランテ ィア」「田舎暮 らし」「自分

の仕事や活動に活かす こと」「体験的知識を増やすこと」への関心が高い。属性 との関連で

は、低い年齢層ほ ど事業数が多い傾向があった。全体 に、事業への関心は会 の運営や展開

に対する積極性、付加的に得 られる出会いや充実感、安 らぎなどとも関連が深い といえる。

また、関連の強か った組み合わせのなかで特徴的なものをみてみる と、

・ 家族参加 をする人は参加 した結果 「精神的安 らぎが得 られた」ことに満足 している傾向

がある。また家族参加をする人は持尾集落との交流は現状程度を望む傾向が強 く、家族

参加を しない人は交流 により積極 的な人 と関心の低い人 とに分かれる傾向がある

・ 入会の動機が 「内容が面 白そ う」であ った人、参加 した結果 「内容が面 白い」「様々な

人 と出会えた」こ とに満足 している人、スタッフとして活動 した経験のあ る人、今後の

継続意向が強い人、持尾集落 との交流 に積極的な人、普段 か ら山歩 き等の 自然の中での

遊びを している人は、会 を誰かに紹介 した り伝えた りしている傾向が強い(1%水 準で

有意)

・ 参加 した結果 「様々な人 と出会えた」ことに満足 している人、持尾集落 との交流に積極

的な人は今後 も会 を続ける意向がかな り強い(1%水 準で有意)

・ 今後 も会を継続す る意向が強い人は、他での森林保全活動を したことのない人が最も多

く、次いで過去に参加 していた人が多い。継続す る意向がやや強い人は、他での活動 を

したことのない人 と現在参加 中の人が同 じ程度お り、過去に参加 していた人は少なかっ

た。継続する意向が弱い人は、他での活動 をした ことのない人が最も多かった(5%水

準で有意)(表4-3-5)。

(ii)動機 と感想との関連(表4-3-6)

入会の動機についてみ ると、「ある動機 をもって入会 した人は、 ある別な動機 も同時にも

っている」 とい う傾 向のある組み合わせがみ られ、複合的な期待 をもって参加 している人

の存在が うかがえる。特 に 「技術 習得」 と 「里山保全」の間での関連は強 く、かな り明確

に里山保全 に関わ ろうという意思 を持 った人の存在がうかがえる(1%水 準で有意)。 また

「内容が面白そう」 と 「技術を習得 したい」(10%水 準で有意)、 「自然の中で安 らぎたい」

と 「自分の仕事や活動に役立てたい」(10%水 準で有意)、 「技術 を習得 したい」 と 「様 々な

人と出会いたい」(5%水 準で有意)の それぞれの間で、一方を動機 とした人はもう一方を

動機 としていない傾 向がみ られ、い くつかの異 なる志 向を持った人々が参加 しているよう

である。

「入会の動機」 と 「参加 して よかったこと」の関連 をみると、「内容の面 白さ」「日常以

外での活動」 を除 く全ての項 目で 「動機」 と 「よかったこと」 との間 に有意な関連がみ ら

れ、各 自が入会 当初 に期待 していたことはほぼ満足が得 られている といえる。特に 「技術

52



向上」「精神的な安 らぎ」「様々な人 との出会い」でその傾向が強かった(1%水 準で有意)。

また、「技術 を習得 したい」人は 「知識が深 まった」ことに(5%水 準で有意)、 「自然の中

で安 らぎたい」人は 「日常にない充実感 ・達成感が得 られた」 ことに(10%水 準で有意)、

「日常以外で活動 したい」人は 「里山が保全される」「様 々な人 と出会えた」(10%水 準で

有意)こ とについて も満足 してい る傾向があった。その一方 「自然の中で安 らぎたい」人

は 「技術 が向上 した」(5%水 準で有意)「 仕事や活動に役だった」(10%水 準で有意)こ と

に、「仕事や活動に役立てたい」人は 「日常にない充実感や達成感が得 られた」ことに(5%

水準で有意)、 「日常以外で活動 したい」人は 「知識が深まった」(10%水 準で有意)こ とに

ついては満足 していない傾 向があ り、ここで も異なる志向があ るこ とがみて とれる。

「参加 してよかったこと」をみ ると、「内容が面白い」と 「精神的安 らぎが得 られた」「里

山が保全される」(10%水 準で有意)「 様々な人と出会えた」(5%水 準で有意)、 「技術が向

上 した」と 「知識が深まった」(5%水 準で有意)「里山が保全される」(1%水 準で有意)、「知

識が深 まった」と 「里山が保全され る」「自分の仕事や活動 に役立った」(5%水 準で有意)、

「日常にない充実感 ・達成感が味わえた」と 「精神的安 らぎが得 られた」(1%水 準で有意)

「里 山が保全 される」「様々な人 と出会えた」(5%水 準で有意)の それぞれの間で、両方 に

ついて満足 している傾向がみ られた。 しか し前項でみ られたような、「あることが らに満足

している人は別のあるこ とが らに満足 していない」 とい う関係 がみ られないことか ら、活

動 してい くにつれ次第に会員の意識の差が少な くなるもの と思われ る。また 「動機」 にお

いて関連のある組み合わせ とあま り重複 していないことか ら、実際 に活動 してい くにつれ

て当初期待 していたものとは別なものが得 られる人が少な くない と考え られる。

(iii)属性 との関連

属性相互では、「性別」 と 「年齢層」「職業」 との間に強い関連がみ られた(い ずれ も1%

水準で有意)。 男性は50歳 代以上が最 も多 く、次いでほぼ同 じ比率で40歳 代が多かった。

女性は3分 の2が30歳 代以下で、50歳 代以上はかな り少なか った。

全体 に、男性のほ うがよ り年齢層 の高い人が多 くまた年齢が分散 してお り、女性では若年

齢層 に集中 している。また職業では、男性は 「被雇用 ・専門技術職」が最 も多 く、次いで

「自営 ・商工サー ビス」「被雇用 ・事務職」 と続 く。女性では 「主婦」が最も多 く、次いで

「被雇用 ・専門技術職」「被雇用 ・事務職」 と続 く。

属性 とその他の項 目の間で特 に関連の強かった組み合わせは 「年齢層」と 「家族参加の有

無」で、家族参加 をす る人は40歳 代で多 く、30歳 代以下は少な く、50歳 代以上が中間で

あった。全体に、属性 と関連のある項 目はそれほど多 くなかった。

(iv)動機 ・感想 と参加事業 との関連

続いて、参加 した事業 と参加の動機、参加後の感想 との間で クロス集計を行った。

まず、各事業 に参加 した人が持 っていた動機 の傾向をみる。炭焼 きを学ぶ 「窯の穴」で

「炭焼 きや農作業の技術 を身につけたい」、 自由参加型の里山保全 ・炭焼 き体験 「どんび倶

楽部」 とクラフ トや料理 をする 「森のキッチ ン」で 「内容が面 白そ う」 とい う動機 を持つ
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人が特 に多い傾向がみ られ、逆にイベン トプランナーを育成す る 「ぴぴぴラボ」では 「炭

焼 きや農作業の技術 を身につけたい」 とい う動機 を持 った人がかな り少ない傾向がみ られ

た(い ずれも1%水 準で有意)。 また里山体験学習 「フリースクール2」 で 「里山保全団体

の情報を得たい」、「どんび倶楽部」で 「日常生活以外の活動の場を持ちたい」、生活の知恵

を体験学習する 「おはまこはま」で 「内容が面 白そ う」、「ぴぴぴラボ」で 「自分の仕事や

活動 に役立てたい」「日常生活以外の活動の場を持ちたい」 という組み合わせで、各事業の

参加者が比較的多 く動機 として挙げる傾向がみられた(い ずれ も5%水 準で有意)。

次 に、参加事業 と 「参加 して よかったこと」との関連では、「おはまこはま」で 「様 々な

人 と出会えた」、石川流域で体験型イベン トを行 う 「石川流域ネ ッ トワーキング」で 「里山

が保全される」という組み合わせで、満足度が高い傾向があった(い ずれも1%水 準で有意)。

次いで 「どんび倶 楽部」で 「以前 よ り健康 になった」「里山が保全 される」、人工林管理 を

体験学習する 「辻谷森林ゼ ミ」で 「内容が面 白い」、米作 り体験 「タントンハン」で 「精神

的安 らぎが得 られた」、「石川流域ネ ッ トワー キング」で 「日常生活で得 られない充実感 ・

達成感が味わえた」、 という組み合わせで満足度が高か った(い ずれも5%水 準で有意)。

各事業はそれぞれ内容が異なってお り、参加者は当然興味のあるものを選択 しているので

あるが、全体 に動機や参加後の感想か らみると事業間の差はそれほど大き くないといえる

のではなかろうか。

3)ア ンケー ト結果の考察

i)単 純集計

まず、人 との出会いや交流が重要な位置を占めている といえる。会 について家族や友人な

ど身近な人か ら話を聞き、 内容が面 白そ うだと考えて入会することが多い。また、新たな

出会いを求めての入会 も多い といえる。そ して、多 くの会員が 自らも会のこ とを紹介 して

いる。

会では多様な活動を行 ってお り、熱心な会員は多種類の活動 に興味を持っている。

実際 に参加 してみると、内容 に対する満足感 もあるが、む しろ様々な人 との出会いや 自然

の中での安 らぎな ど、付随 して得 られる満足感が高い。

会以外での森林保全活動は4割 以上、農業体験は約6割 が行ったことがあ り、自然の中で

の遊びは約7割 が比較的よ く行っている。 このことか ら、 もともと農業や林業、自然 に対

す る関心が高い者が多い といえるが、一方でこれまであ まり自然 とは関わ りを持っていな

か った者の参加もみ られ、多様な人々に森林保全活動が広 がる可能性 をみることがで きよ

う。

子 どもの頃には比較的自然の乏 しい ところで過 ごした会員が多 く、今後は田舎暮 らしを し

てみたい と考える者が多い。都市住民の森林や 自然に対する関心の高 ま りが報 じられるこ

とが多 くな っているが、今後や ってみたい ことはかな り多様である。

会員の属性か らは、若年齢層 を中心に幅広い人が集まった会 といってよいだろう。また居

住地 をみると、20km圏 外か ら通っている者が半数を超え、続いて20km圏 内が3割 で、
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10km圏 内 ・5km圏 内はさ らに少ない。これ らのことか ら、こういった活動は居住地や属

性によらず関心のある人が広 く集まる可能性があるもの と考え られる。

ii)クロス集計

参加意思の強さは、関心のある事業数や継続する意向 にあ らわれていると考え られた。そ

の参加の仕方は受身に とどまらず、スタ ッフとして活動 した り地元 との交流を深めた りと

い った、活動形態の展開 とも結びつ きうる。属性や距離圏等 との関連はあま りみ とめ られ

なかった。

他の森林保全活動への参加実態 との関連をみると、以前参加 したことのある者で継続意向

が強 く、現在他の活動 と掛 け持 ちを している者はやや弱い ようである。これは、森林保 全

活動に関心を持つ人々が幾つかの活動に参加するなかで 自分に合ったものを見つけようと

していることを示 しているのではないだろうか。また初めてこういった会 に参加 した人は、

楽 しさを見出 して非常に熱心に参加する人 と、あま りな じむ ことのない人 とに分かれる傾

向があると思われる。

動機、参加後の感想、参加事業の関係か ら、会員は 「技術」のような具体的なもの、「安

らぎ」「出会い」のような精神的なもの、 日常の仕事 との結びつき、非日常的な体験、など

関心のあるものが異なる人々に分かれるようである。事業 によっては参加 している人 どう

しであって も関心が異な ってい ることもあるのではないか。そ して、 当初望んでいたこ と

についての満足度はかな り高 く、 さらに複数の事業への参加や予想外 に得たものがあった

りして、結果 として意識の差が縮 まると思われる。

属性では男女別の年齢構成 に顕著な差がみ られた。男性では比較的年齢の高い人が会員

になってお り、女性では若い人の参加が 目立つ。このような傾向がこの会の特徴なのか、

他 の団体で もみ られるのかは検討 を要する。

(4)全 体の考察

まず会員の多様性 が指摘で きる。属性、興味のある分野、これまでの活動実態などは非常

に様々であった。会の方針が多様 な人々を取 り込み、各 自の意思を尊重するものである結

果 とみてよいのではないか。

次にこのような活動が さかんな理 由として、森林や自然 に対する関心の高ま りも恐 らくあ

るものの、それ以外 の理 由もかな り大 きいのではないか と考え られる。会員は もともと自

然 と親 しんでいた者が多いが、 これまであま り自然の 中で活動するこ とのなかった者 の参

加 もみ られ、 この ような活動はアウ トドア志 向 と必ず しも一致 しているわけではないよう

である。これは、た とえば参加者 の参加動機 と参加後 に得 られた満足感から指摘で きる。

活動内容への関心や技術 ・知識の習得は動機 において も満足感 においても多 くの人か ら挙

げ られてい るが、それ と同程度かあるいはより高い割合で多様な人々 との出会いや日常で

は得 られない達成感 ・満足感を挙げる者がいた。 このこ とか ら、森林管理 を行 っている市

民は森林 ・林業 に対する意識が高い と考え られるが、 それ以外にも市民による森林管理活

動の活発化の原因がうかがえる。すなわち、「安 らぐ場 がほ しい人」や 「職場や家庭以外で
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何 か充実 した活動をしてみたい人」、「林業 にも農業 にも興味がある人」などを取 り込んで、

森林 ・林業への関心のみな らず多様なニーズを満たす活動 ・団体へ と発展 していける可能

性 がある反面、楽 しさの維持 と真 に森林 ・林業 に対す る理解 を深めてもらう努力、それ に

会の運営 に携 わる人材の育成 を両立 させていかなければ市民参加の発展が停滞するおそれ

もあるのではないか。市民による森林管理の動 きは、林業のなかでの位置付 けの検討にと

どめず、農林業や 自然に対する認識の変化、ボ ランタ リーな社会参加の活発化、都市生活

の見直 しな ど、 よ り広 く複合 的な動きとしても とらえてい く必要があるだろう。また会の

運営を行う場合、会の発展 には内容の充実 とあわせて雰囲気作 りが重要であるといえる。

積極 的に参加 し、今後の継続意思の強い会員は地元 との交流への関心も高いことが分かっ

た。都市住民 と農村住民 との新 たな交流が生 まれる可能性があるのではなかろうか。

このような多様 な人々の集合体である「里山倶楽部」は規模 も内容 も拡大する傾 向にあ り、

中心 となって活動 しているスタ ッフの負担はかな り重い といえる。会では各事業の独立性

を強め、 どれかが行 き詰 まっても全体が潰れ ることがない ようにしているが、今後 の発展

に伴 う運営のあ り方は常 に改善を要求されるのではなかろうか。多様性や 自由な雰囲気を

保 ちなが ら、全体では意思疎通 を保ち、「地域社会 に基盤 を持ち、里山と日常的に関わるこ

とで保全す る」 とい う目的を参加者が共有 し達成するためには、規模 と運営方法 とが うま

くかみあう必要があろう。共通認識 を持 った上で各活動の独立性を維持することと、熱心

な会員をスタ ッフとして育成 してい くことが求め られるだろう。

今後の課題 として、他事例 との比較検討が挙げ られる。その際 団体を特徴づけると思わ

れ る条件、例えばフィー ル ドの構成や活動方針 などを考慮 して事例 を選ぶ必要があるだろ

う。事例 の比較検討 によ り、 こういった団体が課題 を解決 し発展 してい くための条件を明

らかに してい く。 また市民参加 による森林管理をめざすな らば、行政や地元 との関係や活

動の対象 となる 「里山」を十分に把握 し、市民による活動を位置付ける必要があるだろう。

4-4 持 尾集落の土地利用、生活、社会 の変化過程

4-4-1 目的お よび方法

(1)は じめに

既往研究 によれば、森林 に対する人々の評価は森林そのものの状態 よりも森林 との関わ

り方に影響 を受けているという。農林業や生活の変化 にともない里山地域に住む人々の意

識も変化 して きていると考え られる。

里山を維持 して きたシステムはこの数十年間 を通 して大き く崩れてお り、里山の活用 に

あたっては新 たなシステ ム構築が求め られ る。 しか し、農林業 は低迷 しつつも続いてお り

このシステ ムを構成 して きた人々は里山 との関わ りを完全に絶った とは考えに くい。また

保全にあたっての 目標 として伝統的な生活、農林業が維持 して きた生態系 を設定するので

あればその生活や農林業を明 らかにする必要があるだろう。

これ まで の里山に関する調査研究で対象地の社会や生活、住民の意識変化 とともに論 じ
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たものは少数であ り、対象地のスケール もかっての里山を支えてきた伝統 的地域社会が関

わってきた範囲 と比べて大 きい と思われ るものもある。今後の里山活用 を考 える上で、里

山地域住民の生活や農林業の変化 と、それ らに対応 したスケールでの土地利用等の変化の

一体的な把握が必要である。

そこで大阪府南河内郡河南町持尾集落を対象 に、生活 ・農林業 ・集落社会 と土地利用の

変化を把握、相互 に対応させて検討する。

(2)目 的

里山を活用 してい くしくみの構築の方向性 を見出すために、里山における農林業 ・生活の

変化 といった社会的状況 とその結果生 じる土地利用変化の総合的把握を試みる。

既存の研究か ら、土地利用変化 には主要なパター ンが存在 し、里山の植生 ・土地利用変

化の要因と して農林業 ・生活構造お よび地形条件が関わってい ることが明 らかになってい

る。また、小規模 農業経営や自家用薪炭採取 のための森林 ・農地利用は小規模なスケール

でなされてお り、集落ご との特徴 の存在 も分 かっている。本研究は里山活用の社会 システ

ム構築に向けたものであ り、 とくに農林業や生活、集落社会の変化 に着 目し分析 を行 う。

(3)対 象地

調査対象地は大阪府南河内郡河南町持尾集落お よび持尾生産森林組合有林 とした。対象

面積は持尾行政界約140ha、 生産森林組合有林約58haで ある。

対象地の範囲を居住者の農業 ・生活 と非常に密接である持尾集落の行政界 と居住者の共有

財産であ り農林業 の場である生産森林組合有林 に設定 したのは、持尾集落の住民 にとって

「里山」 とみなせ る範囲であると考えたためである。

4-4-2 農林業、生活、集落社会の変化過程

(1)方 法

里山を維持 して きたシステムの中で特に重要だ と考えられる農林業、生活、集落社会の変

化 を聞き取 り調査、文献、統計データか ら明 らか にする。統計データは地域分析手法を用

いた分析 を行う。

聞 き取 り調査は2000年9月29日 ・30日、10月20日 ・21日 ・22日に実施。対象者は持尾

集落住民17名(20代 男性1名 、30代 男性4名 、50代 男性1名 、60代 男性2名 、60代 女

性2名 、70代 男性6名 、70代 女性1名)。 生活(家 電製品普及、年中行事、等)お よび農

林業(作 目、役 肉牛飼育、機械導入、等)に ついてイ ンタビュー した。

(2)文献お よび統計デー タによる農林業、生活、集落社会の変化把握

1)『河南町史』による持尾の概況 と歴史

(1)地理

河南町は大阪府 の南東部に位置 し、東は奈良県に接 している。総面積25.26km2、1990

年の林野率は52%に 達 し、府のなかでは森林 の多い地域 といえる。

旧河内村 に属 していた持尾は、金剛山地西麓の滝谷(竹 谷 ともい う)と 平石谷 の間に横
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たわ る山塊の頂上標高350mに 位 置する山村である。

持尾の歴史は遠 く上代 にさかのぼ り、葛城の山嶽仏教までつづ くとい う。持尾の村域で

の最高峯は、茶 臼山または城塚 とよばれている。元弘二年、楠木正成の築いた城 あととい

われ、戦史研究家は平石城 と相対 して、大和か ら平石峠を越 えて くる軍の守備 にあたった

もの とい う。

(2)村制 ・町制の変遷

1889(明 治22)年4月 、町村制実施 によって、弘川村、持尾村、上河内村、下河内村か

らなる 「河内村」が生まれ、 もとの四つの旧村 は大字 となった。平石集落 とは中世、近世

を通 じて親 しく深い関係 をつづ けて きたが、 この町村制実施 以来約七十年の間、平石 と政

治上では別れた。持尾は平石 の磐舟神社の氏子であるが、手近に参詣するためにいつの頃

か らか、村 の高地に小祠 をまつ って、磐舟神社の境外摂社 としている。 しか し磐舟宮の氏

子 と しては今 日もかわ りな く、秋祭の時は平石の とがの宮(磐 舟宮)ま で御神燈 をささげ、

地車 をひいてのぼ ることが例 となっている。

河南町は1956(昭 和31)年9月30日 に、旧石川村、旧 白木村、旧河内村、旧中村 を合

併 して成立 した。

(3)生活

藩政時代 には100戸 近 くが暮 らしていたが、明治後期の産業化 をきっかけに家計を維持

で きな くな り脱落するものが生 じた。富 田林市や大阪市に新天地 を求めて多 くの人々が出

て行った。僻遠な持尾に住む村民は道路の改修や産業 の振興を強 く望んできた。次第に道

が開け、1943(昭 和18)年 には滝谷の奥 まで林道が通 じた。

また 自家用の井戸を持 たない家では飲用水は村の三ヶ所 にあった共 同の 「お井戸」か ら

くんでお り、水道設置は村民に とって長年の願望であった。旧河内村十六代村長の上野朗

は再三上京 し用中万逸代議士の援助 を得て、厚生省の賛同を得、簡易水道 を設置するこ と

となった。国 ・府 の補助を得て、1951(昭 和26)年 末、計画設計 して直ちに着工 した。東

の山の奥に水源 をもとめ3500mの 鋳鉄管 を、村 中総出動で敷設にかかった。翌1952(昭

和27)年6月 、通水が成功 して各戸に上水が届 くようになった。近在の村が次々と敷設す

る端 をひ らいたもので もあった。

現在、集落内の組織は表4-4-1の とお りである。高齢化のため、老人会の人数が非常に多

い。青年団はかつて災害な どの緊急時に率先 して対応にあたるな ど集落の生活 を守る重要

な組織であったとのことである。

(4)森林 ・林業

近世 山村 においては薪炭や下草を得る 「村山」は百姓 の生命線であ り、山地に対する関

心は強 く、持尾村 において も宝永(十 八世紀初 め)の 頃か ら大和国三十ヵ村 と境界紛争が

つづいた。これに関連 して平石村 とも内輪争いが生 じ、1880(明 治13)年 に訴訟にまでな

った。当時の戸長大西猪太郎が率先 して解決にあた り、村人 らがその功績 の大要 を記 した

記念碑を1896(明 治29)年 に真念寺境内に建てた。
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葛城山は明治前期 までは野山あ るいは天然林であった。明治 の後期か ら共有林を分割 し

て、人工造林 が行われた。昭和 に入 ると、政府が補助 を行 ったこ ともあ り、広大な全山は

森林 をもっておおわれる ようになった。当時の持尾村でも植林、造林、伐採、搬出な ど山

仕事 を生業 と してお り、南に葛城林道、北 に笠石林道が開かれてか らは、山林経営がいよ

いよ盛んになった。

持尾は共有 山を持っていたが、1948(昭 和23)年 、この共有 山を集落の財産として確保

するために持尾生産森林組合 を結成 した。共有 山は草刈場で、樹木の生育 に適 した部分に

造林 していた。生産森林組合 には集落 に従来か ら住んでいた全戸が加入、各世帯の代表者

が登記 している。各自に割 り当て区分 してお り、そこでの植林は各 自にまかされている。

集落外の者への土地売却 は しない ことになっている。

(3)農業

尾根や谷 間には耕地があ り、近代農業への改善がなされて きた。全国的な組織をもつ愛

農会の活動が久門太郎兵衛 を中心 に戦後早々に発足 し稲作、蔬菜、養鶏、牛豚飼育、 ミカ

ン栽培な ど多方面に研究がなされ、農業経営の発展がみ られた。小規模な農家が多い。

2)統 計資料 による社会お よび農林業の概況

(1)人口 ・世帯 ・農家

持尾の世帯数 ・人口は、明治後期か ら大正にかけて大き く減少、それ以降世帯数は50戸

台で推移 し、人 口は昭和後半か らの減少が目立つ(表4-4-2)。

また、農家戸数 ・農家人 口の減少傾 向と農家世帯員の高齢化進行がみ られるが府全体に

比べれば戸数 ・人 口の減少はゆるやかである(図4-4-1、 図4-4-2、 図4-4-3)。

持尾、旧河内村いずれのデータか らも、1950年 代を通 じて急激 に兼業化が進んだことが

分か り、1970年 にはすで に9割 が兼業農家である。1970年 までは第1種 兼業農家のほう

が多かったが、1975年 には第2種 兼業農家が逆転 した。なお大阪府全体では、1960年 代

前半に兼業化が進行 し、兼業農家の内容をみると一貫 して第2種 が多い(図4-4-4、 図4-4-5、

図4-4-6)。

農業従事者数の推移は持尾のデータが1985年 以降しかないので、1970年 以降か らデー

タがある旧河内村の数値 をみてい く。旧河内村では1970年 代後半の減少が 目立ち、その後

は横ばいであ る。性別 ・年齢別内訳は、男女 とも59歳 以下が減少、60歳 以上が増加 してい

る。特に29歳 以下女性 の減少は著 しい(表4-4-3)。

(2)経営耕地

1995年 の経営耕地面積規模別農家数データか ら、持尾は小規模な経営の農家が多 く、ほ

とんどが経営耕地面積1ha以 内であることが分かる(図4-4-7)。

持尾全体の経営耕地面積は1980年 代 に入ってか ら減少傾 向にあ る。地 目別にみると、水

田は1980年 代以降横ばい、樹園地は1980年 まで増加 し水田面積 を一旦は越 えるがその後

は急激 に減少 した。持尾は 旧河内村 と同様な傾 向を示すが、樹園地の比率が より高い。ま

た、樹園地 のほ とんどが果樹 園である。 旧河内村 ・大阪府 と比較する と耕地減少が始 まっ
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た時期が遅 く、より最近 まで農業が重要であったといえる(図4-4-8、 図4-4-9、 図4-4-10)。

持尾および 旧河内村 における水田の耕作状況は、1970年 代以降に総面積 ・稲を作った用

の面積いずれ も減少傾向が顕著である。また二毛作が一般に行われていたのは1960年 代 ま

でで、1960年 代後半か ら1970年 にかけて急激に衰退 した ことが分かる(図4-4-11、 図4-4-12、

図4-4-13)。

(3)農法

持尾 における役 肉用牛飼育状況のデータがないため、旧河内村および大阪府のデータを

示す。集落周辺の森林の改変や水 用の二毛作実施 と関連すると考え られる役肉用牛飼育は

1960年 まではかな り一般 的であったが1970年 までの10年 間でほぼ消滅 した。大阪府全体

では1965年 にすでに飼養農家率10%を 割 っているが、旧河内村では1965年 は43%、1970

年に約10%に なってお り、府全体の動向か ら5年 ほど遅れている。持尾の動向は旧河内村

に近い と思われる(図4-4-14、 図4-4-15、 図4-4-16、 図4-4-17)。

1950年 の旧河内村および大阪府 における畜力、機械力使用状況は、旧河内村では機械力

は全 く使用されていなか ったが、府全体では畜力が主ではあるものの4割 以上が機械力を

使用 していた。旧河内村 の牛飼育頭数お よび動力耕 うん機 ・トラクター所有台数の変化 を

みる と、1950年 代は機械力を使 った農家はほとんどな く、1960年 代を通 じて動力耕 うん機

や トラクターが役肉用牛 と入れ替わ りに普及 し、1960年 にはほ とんど所有 されていなかっ

たものが1970年 には約7割 の農家に普及 した。100戸 当た り役肉用牛飼養頭数 と耕 うん

機 ・トラクター所有台数 とを比較すると、1965年 まで牛の頭数がやや機械所有台数を上回

ってお り、1970年 に逆転 している(図4-4-18)。 動力耕 うん機 ・トラクター所有台数の変

化 をみると、1980年 か ら1985年 かけて再び普及の速さが増 し、1985年 には1戸 にほぼ1

台の所有 となった。府全体 と比較すると、む しろ1戸 に1台 まで普及 した時期は早い。

動力用植機は持尾では1980年 にはまだほ とんど普及 していなかったが、1980年 代前半

に急速に普及 し1985年 には半数以上の農家が所有するようにな り、その後 また所有台数が

減少 している。旧河内村でも1980年 代前半の急激な広ま りがみ られる。府全体 と比べ ると、

1980年 までは普及が遅れていたのが1980年 代前半に追いついている(図4-4-19)。 田植機

の普及 にともない 「てったいや」 などと呼ばれる労働力の相互提供 が減少 してきたと考え

られる。

(3)森林

河南町 ・旧河内村の森林の概況 をみる。1990年 の林野率は河南町52%、 旧河内村56%。

河南町の森林の林種は、1960年 には人工林が61%、 天然林が36%で あったが、1990年 に

なると人工林49%、 天然林46%に なっている。河南町の1990年 の人工林 ・天然林樹種を

みる と、針葉樹天然林のアカマツ林、針葉樹人工林の ヒノキ林 ・スギ林、広葉樹人工林 の

クヌギ ・ナラ林が比較的多い ことが分かる(図4-4-20)。

河南町にお ける1990年 の森林 の齢級構成は、人工林では16～30齢 級 に、天然林では21

～40齢 級 に集 中 している(図4-4-21 、図4-4-22)。 人工林 については1960年 代か ら1980
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年代にかけて集 中的に造林 が行われたこと、天然林の伐採、更新が1960年 代以降あま り行

われていないことを示 している と考え られる。

1990年 の旧河内村の林家数は91、 うち農家林家71、 非農家林家20で あった。持尾の農

家林家数は12で あった。旧河 内村、持尾 とも保有規模5ha以 内の林家が大半である。

1960年 セ ンサスによれば、河内村における慣行伐期は主要な用材林のスギで慣行伐期齢

50年 、胸高 直径40cm、 薪炭林の主要 な樹種であるクヌギで慣行伐期齢8年 であった。

クヌギ ・ナ ラ林が存在するにもかかわ らず河南町の1980年 の しいたけ用ほだ木原木の生

産量は0で 、消費量4000000本 は全て県内の他市町村か らの移入でまかなわれている。1990

年 には生産量 ・消費量 とも0と なった。なお1980年 の栽培 きのこ生産者数は5名 で、全て

生 しいたけであった。

河南町お よび 旧河内村 における薪炭生産は、1960年 セ ンサスに1959年4月 ～1960年3

月の実績数値がある。製炭世帯数は河南町で14、 旧河内村で10と 、すでに少数である。こ

れ ら世帯は全て 自営兼業で、他の仕事 を主 とし炭焼 きは従であ り、規模は100俵 未満が6

～7割 である。原木は私有林か らの購入で、販売先は商人であった。 また薪の生産 も行わ

れていた。1980年 セ ンサスに1979年 の実績数値があるが、河南町における製炭業者、年

間生産量 とも事実がない。

旧河内村 にお ける林産物消費 ・販売状況をみる。1960年 は保有山林1反 以上の林家の

18.7%が 林産物の販売 または 自家消費を し、 うち販売 したのは16.4%で あった。用材 は

9.9%、 木炭は5.8%、 薪は13.5%の 農家が販売 ・自家消費を していた。1980年 は販売のあ

った農家林 家は8.1%、1990年 は4.2%と 年々減少 している。

河南町の造林面積は、1959年 が36haで そのうち27haが 天然林 の伐採跡地への造林、

9haが 人工林の伐採跡地への造林であった。1979年 の造林面積は3ha、1989年 は8haで

あった。旧河内村については1959年 のデータのみがあ り、造林面積9ha、 うち天然林の伐

採跡地への造林が6ha、 人工林 の伐採跡地への造林が3haで あった。1960年 頃 まではまだ

人工造林、 とくに拡大造林がさかんであったことが分かる。

旧河 内村 の林業労働者数は1960年 に11人 、1980年 に10人 、1990年 に0と なった。1980

年代 を通 じ1990年 に至 って林業 の低迷が更に進行 したといえる。

旧河 内村 の林業従事世帯員数 をみると、1980年 は42人 で、 うち20人 は29日 以下の従

事であった。1990年 は1ha以 上の林家世帯員では30人 、 うち17人 は29日 以下 の従事、

農家林家では24人 、うち14人 が29日 以下の従事であ った。

旧河 内村 における保有山林の作業別実施世帯数 を割合でみ る。1980年 は農家林家のうち

植林作業10.8%、 下刈 りな ど62.2%、 間伐35.1%が 実施、1990年 は農家林家のうち植林

作業4.2%、 下刈 りなど12.7%、 間伐18.3%が 実施 している。齢級構成 とあわせて考 える

と、造林があ まり行われていない こと、間伐が必要な林分が多いにもかかわ らずあま り実

施 されていない ことが分か る。

3)地域分析の指標 を用いた生活 ・生産状況の変化時期把握

61



地域分析 に用い られ る指標 「都市化度および都市化の速度」「特化係数法によるBN分 析 ・

専門化係数による産業の偏在度分析」「修正 ウィーバー法による地域分類法を用いた主要な

作物の決定」によって、対象地の生活 ・生産が変化 した時期 を把握する。

(i)地 域分析の指標

ここでまず、各指標 についての説明を行う。(大 友篤 『地域分析入門』 より引用)

(1)都市化度 ・都市化速度

特定地域 における特定時点の都市化 の程度 または都市化 の水準 を表す指標 として、最 も

一般的に用い られるのが
、特定地域の総人 口(君)に 占め るその地域の都市人口(Pu)の

割合である。都市化度をσ とすれば、

として表され る。

2時 点間の特定期間に都市化がどの程度進展 したかの測度が、"都 市化の速度"で ある。

都市化の速度を計測する一つの方法は、次の式で表される。

ここでTaは 都市化の速度、Ut+nはt+n年 の都市化度、Utはt年 の都市化度、nは 期間の

年数である。

都市化の速度 を表すもう一つの方法は、都市化度の平均変化率を計算するものである。

連続 的平均変化率の方法 によれば、

により示すことがで きる。

(2)特化係数法 による地域経済基盤の分析(BN分 析)、 専門化係数による産業の偏在度分析

および修正 ウィーバー法による主要基盤産業の決定

地域の経済活動を、地域の経済的基盤 を支えている活動 と、そのような活動に奉仕 する

活動 とに区分 し、 両者がどのような産業部門で顕著であ り、かつその活動量は どの程度で

あるかを計測す ることによって、地域 の経済活動の特徴を把握する方法が"地 域経済基盤 ・

非基盤分析"(Economic Base-Nonbasic分 析―略 して 「BN分 析」)と呼ばれる方法である。

すなわち、特定 の地域の経済活動を、(1)その地域における自己消費分 を除いた余剰分を

その地域外 に移 出する活動、(2)その地域 における自己消費分 としてその地域 の内部需要の

ための活動、(3)その地域における自己消 費分に対 して対応できず地域外か ら移入 する活動

に区分 するこ とがで きる。このうち(1)はその地域の外部か ら所得 をもたらしその地域 の存

62



立、発展 を支えるもので"基 盤活動"と 呼ばれ、(2)、(3)は"非 基盤活動"と 呼ばれる。

この経済基盤 の概念は、つぎのような抽象的な形で表すことができる。地域(ま たは都

市)の 人口が、その地域における就業者総数(E)に 比例すると仮定 すれば、

(1)

ここで、ENは 非基盤活動に従事する就業者数、EBは 基盤活動に従事する就業者数であ

る。上の式か ら、

(2)

こ こでEN/EBは 、"ベー シ ック ・ノンベ ー シ ック比 率"ま たは"BN比"と 呼 ばれ、

は"地 域 乗数"と 呼 ば れ る。

(2)式 にお いて とすれ ば、

(3)

すなわち、特定の地域にお ける就業者総数は基盤(産 業)活 動に従事 している就業者数に

よって定め られることになる。したがって、特定の地域における経済予測な どのためには、

このBN比 や地域乗数は、 きわめて重要な意味 をもつ ことになる。

ここではEと して就業者数を用いてい るが、経済予測などのためや、純粋 な経済基盤を

推計するためには、所得、生産額、あるいは付加価値額 を用いるほ うが適 当と考え られる。

しか し、統計利用上の制約で、一般 には就業者数が用い られている。

地域 にお ける経済活動の うちどの部分が基盤活動で あ り、 どの部分が非基盤活動である

かを区別することは、実際上は困難であ る。そこで、主 として都市地理学の分野において

基盤活動 と非基盤活動の簡便推定法がい くつか考案されている。 ここでは特化係数法 を用

いた。

〈特化係数法〉

特化係数(立 地係数)は 、i部 分地域の産業別大分類就業者数の構成比(j分 類項 目につ

いて)をQij.全 域のそれ をQijと すれば、j分 類項 目についての特化係数(立 地係数)LQ

はつ ぎの ように表 される。

特化係数は、つ ま り、各部分地域についての構成比 を、全域 についての構成比 と比較 し

て、その大小を知 るだけでな く、それ らの大小関係 を数量的に明示 しようとするものであ

る。上式においてLQ>1で あれば、その部分地域はj分 類項 目に関 して"特 化"し ている。
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すなわち特徴的な構成を示 している といえる。

この特化係数 を、各産業 について、全国の構成比 を基準 と して算 出 し、係数が1で ある

ときは、就業者1人 あた りの生産額が等 しく、かつ人口1人 あた りの消費額が等 しいと仮

定 すると、その地域は、生産 と消費において過不足な く、 いわば均衡 しているとみ る。ま

た、係数が1よ りも大であるときは、その地域 においてはそれだけ当該地域で必要 とされ

る以上にその産業 の生産物が生産され、 その余剰の分が、地域外 に移出されていることを

示 している。つま り、その係数か ら1を 引いた残 りの分が、基盤活動 を表 し、一方、残 り

が0か マイナスの ときは基盤活動がない とみなすわけである。

〈専門化係数〉

特化係数は分類項 目ごとに個別になされるため、特定地域 における産業の偏在度を総括

的 に表すための指標がい くつか考案 されている。そのうち"専 門化係数"と 呼ばれ る指標

は、特化係数が部分地域の構成比 と全域の構成比 との比で表 されてい るのに対 して、両者

の構成比の差を用い、その絶対値の総和 として表される。すなわち、専門化係数SCは 、次

の ように示される。

ここで、Qijは 、i部 分地域のj分 類項 目についての構成比、Qtjは 全域のそれである。

(3)修正 ウィーバー法による地域分類

都市の分類や土地利用の分類な どの地域特性の分類 に際 して用い られるのが"ウ ィーバ

ー法"ま たは"修 正 ウィーバー法"で ある
。下記の例 を用いて、まず ウィーバー法につい

て説明す る。

BN分 析に よって、ある地域の基盤産業 としてサービス業、林業、製造業、公務、および

電気 ・ガス ・水道 ・熱供給業(以 下、この順にL、B、F、M、Kと して表 す)が 検出され、

全基盤産業就業者に占める各産業 の基盤活動就業者数の割合が次の とお りであ ったとする。

L B F M K

(%) 46.0 24.7 14.5 12.4 2.1

これ らの産業の中で最大構成比を占めるのはLで あるが、この例では全基盤産業就業者

の半数に満たないため、Lの みによってこの地域の基盤産業 を代表させるのは必ず しも合理

的ではない。

そこで、Lに 加えてB、 あるいはLBF、LBFM、LBFMKと い う各組み合わせを考え、

それぞれの組み合わせで構成する産業の構成比が同一であった と仮定 した場合の値(理 論

値)と 、各産業の実際の構成比(実 際値)と の分散を計算 し、分散が最小である組み合わ

せをもって、主要基盤産業 とみなすわけである。すなわち、実際値 をx、 理論値を元とす

れば、"組 み合わせ指数"Vは つきのように表される。
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なお、Nは 組み合わせ を構成 する要素(こ こでは産業)の 数。

上の例ではVが 最小であるのは、LBFMの 組み合わせである。 したがって、ウィーバー

法 によれば、 この地域 における主要な基盤産業の組み合わせはサー ビス業、林業、製造業

および公務 とい うことになる。

しか し、この ウィーバー法では、組み合わせを構成 する要素の数(N)に よって大 きな

影響 を受ける。そこで、このNを 考慮 しないで、 Σ(x-x)2の 最小のものによって決定す

る方法("修 正 ウィーバー法"と 呼ばれ る)が 考案されている。上の例 においてこの方法を

用いれば、 この地域の主要基盤産業はサー ビス業、林業、お よび製造業 の組み合わせ とな

る。

(ii)都 市化度お よび都市化の速度による時期 区分(表4-4-4、 表4-4-5)

河南町における、特定時点の総人口(君)に 占める都市人口(Pu)の 割合 と、その割合

の特定時点間の変化か ら、都市化の進展度合による時期 区分を試みる。統計データ入手上

の都合 から対象範囲を河南町 とし、データは国勢調査結果 を用いる。都市人口はDID人 口

とする。

河南町でDID地 区が初めて出現するのは1995年 国勢調査である。 この時の総人口は

15913人 、DID人 口は7250人 、都市化度U=45 .56、1990年 から1995年 にかけての都

市化度か ら算 出 した都市化速度T a=9.112で あった。河南町では1990年 代前半に急激に都

市化 が進行 した ことが分かる。持尾集落は町のなかでも中心部か らは外れた ところに位置

してお りDID地 区には入 らないが、この時期 に生活圏に大 きな変化 が生 じたといえる。

同 じ時期 の大阪府 における都市化度 と都市化速度 をみてみ ると、1990年 の都市化度は

95.07、1995年 の都 市化度 は95 .74、2時 点 間の都市化速 度は都 市化 度か ら算 出 した

Ta=0.134、 都市化度の平均変化率か ら算出 したTm=0 .001で 、すでに大阪府は人 口か ら

みてほぼ都市化が達成されている。河南町は大阪府のなかでもまだ都市化 していない地域

であったが、1990年 代 に入 り急速に開発が進んでいることが分かる。

(iii)特化係数法による地域経済基盤の分析、修正ウィーバー法 による主要基盤産業の決定、

専門化係数による産業の偏在度分析、BN分 析お よびそれ らの変化 による時期区分(表

4-4-6、 表4-4-7)

基盤産業、主要基盤産業、産業偏在度、BN比 の変化か ら時期 区分を試みる。なお、ここ

でも統計デー タ入手上の都合か ら対象地域 を河南町、全域 を大阪府 とし、データは1950年

以降の国勢調査結果を用いる。産業 区分は日本標準産業分類 の大分類 による。

まず基盤産業 をみてみ る。1950年 代は農業 と林業が特化係数において も基盤産業就業者

中の割合 において も、河南町の基盤産業 の上位 を占めている。 ただ し林業は、特化係数は

高いものの就業者数その ものが少ないため主要基盤産業にはなっていない。1960年 代にな
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ると、基盤産業就業者 中の割合で公務が林業を追 い越す。1970年 には基盤産業の種類が4

種に増加、1975年 以降は6種 にな り基盤産業が多様化 していることが分かる。

主要基盤産業は1950年 か ら一貫 して農業だけである。ここで農業の特化係数 と基盤産業

就業者中の割合の変化 をみてみる。まず特化係数であるが、1950年 の5.56か ら1970年 の

17.48ま で急速 に高 くな り、1975年 の17 .67が ピー クである。その後1980年 に16 .50、185

年に14.22と な りそれ以後は14ポ イ ン ト台で推移 している。すなわち、河南町は1970年

代半ばまで農業への特化を強め、1970年 代半ば以降は次第に特化の度合 を弱める傾向にあ

るがそれで も大阪府 のなかでは農業地域であるといえる。次に、基盤産業就業者中の割合

であるが、1950年 か ら1970年 まで90%台 後半で推移 してお り基盤産業就業者はすなわち

農業に就業 している者であった。それが1970年 代 に入ってか ら比率は徐々に下が りつづけ、

1995年 には68.49%に まで低下 した。農業 が主要基盤産業であることに変わ りはないが
、

1970年 を境 に重要性 が低下する傾向にある。

専門化係数の推移 は、1950～1955年 は非常に高い値 に止 まっていた後、1955年 以降低

下 しつづけてお り、特定産業への偏 りが次第に緩和 されてきていることが分かる
。なかで

も、1970～1975年 にかけてやや大 き く低下 した。

BN比 の推移をみる。1950年 代のBN比 は1に 近い値であ り基盤産業就業者数 と非基盤

産業就業者数はほとんど同 じであった。1960年 代 に入 り少 しずつ値が大 き くなり始めるが

1970年 にはまだ1 .78で 基盤産業就業者数は全体 の3割 以上を占めていた。BN比 が急速 に

大き くな り始めるのは1975年 か らである。1975年 に3 .41に な り、それ以降は増加の一途

で1995年 に7.66と な る。1970年 以降、河南町では基盤産業就業者の比率は顕著に低 くな

ってきている。

以上の結果 か ら、次のことが言えるであろう。

まず、河南町は1950年 代か ら現在に至るまで大阪府 における農業地域である。

とくに1950年 代の前半は農村 としての特徴を強 く残 していたと考え られる。そ して、よ

り農業 に特化 して きた1970～1975年 以前 と、これ以後1995年 に至る他産業の位置づけが

次第に大 きくなって くる時期 とに大 きく二分できる。1970年 までは大阪府の多 くの地域で

農業 の位置づけが低 くな ってい くなかで も河南町は農業活動 を維持あるいはむ しろ拡大 し

てきていたが、1970年 代以降は河南町でも次第に農業の位置づけが低 くなってきたと考え

られる。

また1970年 までは河南町における基盤活動就業者はほ とんどが農業就業者であったとい

えるが、1970年 以降は徐々に他産業就業者が占める割合が増大 してきている
。

更 にBN比 については、1970年 までのBN比2 .0未 満の時期 と1970年 以降のBN比 の

顕著な上昇時期 とに区分することが可能 と思われる。河南町 においては農業の位置づけが

大 きいため農業の変化 が全体のBN比 にも影響を与 えていることと
、農業 に代わ る主要な

基盤産業が出て きていないことを示 していると考え られる。

全体 に、1970年 頃を境 と して農業の位置づけが大 き く変化 した といえるだろう
。また
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1970年 以降、基盤産業就業者 の比率 も特定の産業への偏向度合 も低 くな りつつある。町が、

「よ り広域な地域の中の部分地域」 とい う性格 を強めてきているのではなかろうか。

(iv)修 正 ウィーバー法による地域分類法を用いた基盤 となる作物の決定(表4-4-8、 表4-4-9、

表4-4-10)

(iii)より、持尾集落では社会経済に対 して農業の状況が大 きく影響 してい ることが分かっ

た。

そ こで農業の変化をよ り詳 しく把握するため、旧河内村および持尾集落の、販売農家の作

物別収穫面積か ら特化係数を求め基盤 となる作物 を決定 し、さ らに修正ウィーバー法 によ

って主要な基盤 となる作物を決定する。作物の種類の変化か ら対象地域の農業の変化時期

を求める。統計資料は旧河内村 については1950年 以降の農業センサス(1990年 は河南町

のデータ しかないため除 く)を 、持尾集落については1970年 以降の農業セ ンサス集落カー

ドを用いる。

まず基盤作 目の変化 をみてみ る。旧河内村では1950年 代は搾油用作物、1960年 代は麦

が主な作 目で役用家畜や二毛作 を特徴 とする農業 が営 まれていたといえる。1960年 代は果

樹 が基盤作 目に含 まれるようにな り徐々に果樹栽培が拡大 した時期であった。1970年 頃に

果樹栽培を中心 とする農業が確立、1970～1985年 は果樹のみが主要基盤作 目とな り果樹が

地域 の農業基盤 を支えていた。1990年 のデータがないが、1995年 には果樹 に代わ り花 き

類 ・花木が主要基盤作 目となってお り、1985～1995年 にかけて果樹か ら花き類 ・花木 に移

行 したとみ られる。

持尾集落では1970年 代前半は果樹が主要基盤作 目で果樹 のみに特化 していた。1975年

頃以降 も果樹 は主要基盤作 目だが、徐々に花 き類 ・花木 の重要度が強ま り1995年 には果樹

に並 んで主要基盤作 目となった。

1970年 以降の基盤作 目に関 しては旧河内村 と持尾は大体同様 の傾向にあるが、持尾のほ

うが花 き類 ・花木栽培 の導入時期 が若干早 く、また果樹栽培への特化がまだ続いてい るこ

とが特徴だ といえる。

旧河内村、持尾 において長期にわた り果樹が主要な基盤作 目であることが明らかになっ

た ことか ら、果樹の特化係数 と基盤作 目中の面積割合 の変化 に着 目してみる。 旧河内村で

は1950年 代 にはまだ果樹生産は基盤作 目になってお らず、1960年 代に基盤作 目となるが

いまだ主要基盤作 目ではない。 しか し1965年 の基盤作 目中の面積割合26.93%か ら1970

年には100%へ と単独で基盤作 目とな り、以後1985年 までこの状況が続 く。特化係数のピ

ークは1975年 である
。1995年 には果樹 は基盤作 目か ら外れてお り、1985～1995年 の間に

果樹栽培は急速 に縮小されていったことが分か る。

持尾では1970～1995年 を通 じて果樹は主要基盤作 目であ り、しかも1990年 までは単独

であ った。1970年 、1985年 は基盤作 目全体でも単独である。特化係数のピー クは1975年

で以後 は徐 々に低下 し、1995年 には花 き類 ・花木の特化係数が上回る。面積割合では1970

～1985年 は90%を 越えていたが、1990年 に74.05%、1995年 に51.06と 低下 してい く。
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1970年 以降の果樹栽培の特化係数 と基盤作 目中の面積割合について旧河内村 と持尾 を比

較 してみる と、持尾において若干の面積割合 の変動があるが傾向は同様であ り、 また前述

したことと重なるが花 き類 ・花木の導入、果樹か ら花 き類 ・花木への移行が持尾において

よ り緩やかであることが分かる。

基盤作 目面積の割合をみる。旧河内村では1950～1965年 にかけて基盤作 目面積が増加、

とくに1960～1965年 の増加は著 しい。1965～1970年 に一旦減少 し、1970～1975年 に再

び増加、1975年 以降は一貫 して減少 している。

持尾では1970～1975年 に著 しく増加、1975年 以降は一貫 して減少 している。

1970年 以降、 旧河内村、持尾いずれにおいても1975年 を面積割合 のピークとしてその

前後で増加、減少に分かれている。そ してこの傾 向は果樹への特化の傾向 と一致 している。

専門化係数 については、旧河内村では1960～1965年 にかけて上昇、1965～1970年 に低

下、1970か ら1975年 に再び上昇 し1980年 まで高水準 を保 ち、1980～1985年 に再び低下

した後1995年 まで緩やかな低下を続けている。

持尾では1970～1975年 に上昇 し1980年 まで高水準を保ち、1980年 以降は低下傾 向に

ある。

旧河内村、持尾 とも1970年 以降の専門化係数の推移は 同様な傾向を示 しているといえる。

そ して、専 門化係数の大 きさは持尾のほうがはるかに大 きいこ とか ら、持尾の作 目は府 と

比較 して よ り偏 りがあることが分か る。更に、1975～1980年 の専門化係数の変化が小 さい

ことを除 くと、専門化係数 と基盤作 目面積の割合の変化は同様 な傾向を示 している。

最後 にBN比 をみる。旧河内村では1950～1965年 にかけて著 しく低下、1965～1970年

に上昇、1970～1975年 に再び低下 し、1975年 以降は上昇傾向が続 く。1965～1975年 は低

い値 を示 してお り、基盤活動従事者 の比率が高かった時期であることが分かる。

持尾では1970～1975年 に低下、1975年 以降は上昇傾向が続 く。

1970年 以降の旧河内村 と持尾のBN比 の動向は同様であるといえる。そ して、専門化係

数の上昇-低 下動向とは逆の動 きを していることが分かる。

以上の結果 をまとめると、 まず旧河内村、持尾いずれの地域 においても果樹栽培の重要

性が高 く、果樹栽培の推移が基盤作 目全体の動向と強 く結びついている といえる。すなわ

ち果樹栽培 が特化の度合 を強めると基盤作 目面積の割合が増加 し、特化の度合が弱まると

基盤作 目面積の割合 が減少 している。

1950年 代はまだ果樹への特化 がそれほ ど著 しくな く搾油用作物や麦類の栽培な ど旧来の

農業が営 まれていた。1965～1970年 頃が果樹栽培への移行時期 とみ られ、基盤作 目面積の

減少、専門化係数 の低下、BN比 の上昇がみ られた。1970～1975年 は果樹栽培が主要基盤

作 目であ り更 に特化の度合を強めていった時期であ り、1975年 をピーク として1990年 ま

では果樹栽培が主要基盤作 目ではあるが特化の度合は弱 まって きた時期であった。そ して

1990年 以降は主要基盤作 目としての地位 も揺 らぎつつある。

果樹 に代 わる基盤作 目として花 き類 ・花木が認め られるが、基盤作 目面積の比率が下が
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る傾 向をとどめるほ どの特化、拡大には至 っていないようである。

(3)聞 き取 り調査お よび統計資料 による持尾集落の農林業、生活 ・生産の変遷

ここでは聞 き取 り調査 および統計資料にもとづき、集落における農林業、生活 ・生産の

変遷 を示す。里山林の利 用や集落の生活、農林業の状況 と特 に関連す ると考 え られ る項 目

について示す こととす る。また20歳 代、30歳 代の集落住民 ・集落出身者の農業従事状況 と

今後の集落居住 の意向を尋ねた結果を記す。

1)農林業(図4-4-23)

里 山林は、薪炭材の採取や役用牛飼育 ・肥料のための採草 といった利用がなされてきた。

販売用の製炭は1950年 頃まではさかんに行われていたが、1950年 代に入 り次第に行われ

な くなってい った。1950年 代後半 には薪炭が売れな くな り、クヌギ林は果樹園やスギ ・ヒ

ノキ林 にされていった。

共有山はアカマツ林 で、クロマツもあったようである。薪炭採取やキノコ採取がなされ、

1940年 代まではマツタケがとれた。マツタケの権利は青年 団が持ってお り、入札を行い落

札 した人2、3人 が採 りに行 き、落札 されたお金が青年 団の資金にな るしくみであった。入

札 には村の人だけでな くふもとの人も参加できた。落札金額は10～20円(当 時)で あった。

当時青年団は団員数40～50人 で 「若連中」「若い衆」とも呼ばれ、道普請の担い手 として、

また緊急時のボランテ ィア動員 として様 々な活動を行 った。

マツタケは終戦後1940年 代終わ り頃まではあがっていたがその後減 りつづけ、何 とか と

れたのは1960年 頃 までで、マツクイムシの影響な どで1965年 頃にはほとんどとれな くな

った。1970年 頃には 自家消費分 ぐらいがとれ るか どうか とい う状況 になった。

共有山の使 用は昔か ら個 人に割 り付けて行っ ていたが、 利用権の割 り付はであ り外部に売

却す ることは許 されない。生産森林組合有林 となって も共有山 として認識されている。 し

か し関心の強弱は人によるようである。収入にならない ことと、忙 しいことか ら管理はあ

ま りなされていない。

山仕事の経験や山についての知識、技術 を多少 とも持っているのは1945年 生 まれ頃の世

代 までで、確実に経験があるのは1940年 生 まれ頃よりも上 の世代、60歳 代以上であると

考え られる。1970年 頃 まで林業労働者 として収入を得ていた者や、1975年 頃までは自家で

所有するスギ ・ヒノキ林の手入れや材の販売 をしていた者がいた。1945年 頃生まれで20

歳代半ば頃まで山仕事 を行っていた現在50歳 代後半の世代が山を知 る最 も若い世代 とみな

せ るだろう。

1980年 頃までは竹材 が売れてお り、10軒 ぐらいが販売 していた。8年 に1回 の皆伐が一

般的であったが、秋に択伐する家 もあった。材の代金 は正月払 い、盆払いな どのまとめ払

いがあ り、盆や正月の支度に使 った。

役用牛の飼料 を得 るために水田では二毛作が行われていたため、役用牛飼育 と二毛作実施

の状況はほぼ一致する。 これ らの衰退に対応 して耕 うん機や軽 トラック等の普及が認め ら

れる。時期 としては1955年 頃 までは役用牛飼育 と二毛作実施が普通になされてお り、1955
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年頃か ら1970年 頃にかけて機械 による農作業に移行 したようである。この期間に、里山林

の下草の採草 も行われな くなった と考えてよいだろう。

持尾特有の状況 として薪炭林の果樹 園(温 州 ミカ ン)へ の転換がある。1950年 頃か ら始

ま り、1955年 頃か ら1965年 頃にかけて ミカン苗の植栽が盛んに行われ、1960年 頃か らは

販売が始 まった。1975年 頃の価格暴 落をきっかけに急速 に販売が縮小 し転作 が始 まる。

1980年 代終わ り頃か ら転作が本格的に進行 していった。現在は市場に出 している家はごく

わずかで、大半の家では 自家消費用の生産のみである。

1950年 頃から始 まった ミカン苗植栽であるが、植 えてか ら数年間は収穫できないためそ

の間現金収入 を得 るために ミカン植栽地 にサ トイモを栽培 した。非常に質の良いものが収

穫でき、開墾の手間賃 も十分 に出た。しか し1970年 頃に連作障害が発生 し収量が減少、品

質 も低下 しサ トイモ栽培は衰退 した。

自給的農業の時期か らミカンへの転換 を進めていた時期になって も、集落内の農家が協力

し合 って農作業 を行っていた。例 えば トラックを持 っている人が持っていない家の分 まで

運搬 を担 うとい うような ことが、ごく自然になされていた とい う。また1970年 頃には ミカ

ンを搬 出するために軽 トラ ックが通れるよう農道の簡易舗装 を したときには、町か ら材料

を支給 してもらい住民 自身で舗装 した。ミカンが好況か ら不況 に転 じたのが1970年 前後で、

この頃に30歳 であった人は現在60歳 となってお り、およそこの世代 までが農業経営の成

功 と集落内での協働を当事者 として経験 しているといえよう。

1960年 代半ば頃か ら1970年 代半ば頃にかけ、集落の奥 にあるといった条件の悪い水田

のほ とん どにスギ、 ヒノキが植林 された。樹種はスギが大半 を占め、尾根筋の田は ヒノキ

であった。

田植機の普及 は、作業の機械化のみな らず共同作業の減少ももた らしたとい う。1980年

代 に入 り普及が始 まり、1985年 頃にはかな りの農家 に広 まったようである。田植 え機導入

に伴いそれまで協働で行っていた田植えを個人で行 うことが多 くなったようだが、「てった

や」 と呼ばれ る労働力の交換は現在 も若干残 ってお り、主力 となってい る農業従事者が農

繁期 に他農家の手伝いをすることがある。他出 した家族が農繁期 に手伝いに くることも多

いむ

現在、持尾でコメを販売 してい るのは4、5軒 だけであ り、それも知 り合いへの販売であ

る。3年 前か ら供出米はない。山で作 った米はおい しい とい うことで結構引 き取 り手はある。

ミカンも身近な人々で分 けている家が大半である。

2)生 活 ・行事(図4-4-24)

生活 に関 しては木質燃料 の利用 と密接なプロパ ンガスの普及、かまどの使用・都市部 と

の情報格差を急速に縮小 したテ レビの普及、集落社会 のあ り方 に関連すると考え られる幾

つかの年中行事、共同作業を中心にみることとする。

まずプロパ ンガスの普及 であるが、聞 き取 りによれば1955年 頃か ら導入が始 まり、1960

年ごろにはほぼ全戸に普及 した とい う。1965年 セ ンサスで も旧河内村の5集 落では 「ほ と
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んどの農家が炊事用ガスを利用 している」 という結果である。

しか し、かまどの使用はプロパ ンガスが普及 した後 も続いていたことが分かった
。「家を

建て替 たときも小さなかまどを造 った」 とい う話 もあった。 もちを作 るときに使 うこ とが

多かった らしい。1975年 頃まではかな り利用されていたようであ り
、1980年 代終わ り頃ま

で使っていた家 もあった。

テ レビの普及が始まったのは聞き取 りによれば1950年 代終わ り頃か らであると思われる
。

1960年 センサスでは、旧河内村 における農家のテ レビ所有台数は31台 であ り
、1世 帯で1

台 と考えれば170戸 の農家のうち18.24%が 所有 していたことになる。聞 き取 りでは1965

年頃にはかな り普及 していたとのことである。

なお、1960年 センサスでは旧河内村農家の電気洗濯機所有台数は46台 、オー トバイ.

スクーター ・バイク所有台数は41台 で、1世 帯1台 とすればそれぞれ27.06%、24.12%の

農家が所有 していた。

続いて年中行事 をみ る。ここでは特に農林業 との関連が強 く重要であった と思われる 「大

とん ど」「さなぶ り(毛 掛 け休み)」 「盆踊 り」「牛瀧祭 り」「秋祭 り」をとりあげる
。行事の

内容 については集落住民の井上氏に尋ねた。

大 とん ど:豊 作願。農業 に関係 した行事である。1年3人 ずつ順 に年行事の世話役が回

って くる。戦前は直径30～40cmの マツの周囲に竹 を巻 き藁を差 し込んで
、竹を割っ

て しめて直径3mぐ らいになったものを燃や した。「天筆(て んぴつ)を あげる」 とい

って、竹のさおの先に 「てんぴつ わこうらく きふ く えんまん らく」と書いた紙 を

つけて燃 や した。神棚のお札な ども一緒 に焼 く。最近、子 ども会で小規模 な とんどを復

活 した。

(門松や しめなわな どを焼 く行事はもとも と正月の神 を送 る行事。門松 は正月の神を迎

える招 き代(お ぎしろ)で 、正月神は この木 を目当てに来 るものと信 じられていた
。

だが 日本には1月15日 にもう一度正月を行 う慣習があった
。これは朔 日正月以前か ら

すなわち唐制の暦のはいって くる以前か ら民間でひろく行われたもので
、一般 に小正月

といった。その正月にかけて火祭 りを行った。)

さなぶ り:6月 終わ りか ら7月 初め、田植 がみんなすんだところでゆっ くり休む。無事

に用植 を終えた ことを感謝する。あんこのお餅、お寿 司を食べた。戦後 しば らく続いて

いたが1950年 頃 まで と思われる。知っているのは大正生まれまでではないだろうか。

(田植の初 めをサビラキといっているところが多い。サ とい うのはもともと田の神のこ

とであった。 田の植 え しまいをサノボ リといっているのは田の神が天へかえってい くと

い う意味であろう。な まってサナブ リなどといっているところもある
。)

盆踊 り:青 年団を中心に、8月15日 か ら18日 まで
、持尾、下弘、平石、加納の順に行

う。開催場所 とな る集落が主催 し、他 の集落は応援 に行 く。戦後復活 し、1970(昭 和

50)年 頃 まで行っていた。もともとこれ らの集落は 「水 もらい」のような川上.川 下の

つきあいがあった。
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(「水 もらい」:干 ばつの とき、下か ら 「水 を流 して くれ」 と頼む こと。)

牛瀧祭 り:氏 神様の中に 「牛滝」 と書いてある碑がある。これは各家庭 で飼っていた役

用牛の守 り神である。牛を飼 っていた家が参加 し、当屋は餅を供え、皆でお経 をあげる。

牛に感謝 するお祭 り。その後宴会を開 く。耕転機が導入され牛がいな くなって消滅 した。

昭和40～45年 頃にな くなった と思われる。

秋祭 り:10月 、平石集落にある磐船神社 に詣でる。最近は神社 まで地車 をひいて上がる

青年団も応援者 も少な くなったので、地車 をひいて回る程度 になった。一方で河南町の

秋祭 りにあわせて市街地 も回るようになった。各集落でお金をかけて地車 を新調するた

め、む しろ地車は派手になる傾 向がある。持尾では1991年 に新調 した。

これ らの行事の衰退や復活 といった実施状況をみると、次のことがいえるであろう。まず、

「さなぶ り」「牛瀧祭 り」 といった旧来の農林業 と特に密接 に結びついた行事は農林業の近

代化 に伴 って消滅 したと思われる。消滅 の原因には、生活改善運動による冠婚葬祭の簡素

化 も考えられ るが断定はで きない。また生活の近代化進行はレク リエー ションの多様化 を

もたらした と考え られ、そのなかで 「盆お ど り」等かつての遊興は廃れていったと思われ

る。ここでは詳 しく挙げなかったが、長谷講、伊勢講な ども同様の例であろう。更に、最

近 になって復活 した 「大 とんど」や開催方法お よび内容が変化 した 「秋祭 り」は、伝統が

そのまま継承 されているのではな く集落社会 の変化 を反映 し行事の目的もまた変化ている

といえるのではなか ろうか。

山間僻地の集落であったため、生活 ・生産基盤である道路や水路の維持管理は長 く共同作

業でなされて きた。1951～1952年 の簡易水道設置工事は代表的である。1970年 頃の ミカ

ン搬出のための農道舗装工事も住民による。1982年 に土砂災害が起 きて村 を通る道が全て

通行止めになった時には、行政 を待 たず集落住 民総出で木を切 り出 し補修工事を行った と

いう。道普請は今では草刈 りが主な作業だが、かつては簡易な補修は住民が行 っていた。

3)20歳 代 ・30歳 代の集落出身者の意識

27歳 から36歳 までの持尾出身の青年11名 に 「現在の居住地」「生家の農業」「農業従事

状況」「将来持尾に居住する予定」を尋ねた結果、回答が得 られた人 ・項 目について述べる。

持尾在住者が5名 、近隣市町在住者が6名 であった。農業に従事 してい る者 と農繁期な

ど忙 しい ときには手伝 っている者があわせて4名 、将来 も持尾に住む予定の者 と帰って く

る予定の者があわせて4名 いた。持尾在住の2名 によると、「農業ではお金にな らず、いず

れな くなる。今の高齢者が続 けているのは先祖 か らの土地を荒 らしてはいけない という精

神的な理由か らである」「生まれた頃か ら同年代だけでな く上下のつなが りも強か ったので

自然にまとまる。 ここは中途半端 な地域で、過疎 には至 っていないが若い人が出て行 き高

齢者が多い一方、通勤 も可能なため残 った り戻 った りする人 もいる。お金の計算 をしてい

たら農業はで きない。荒 らすと周 りに迷惑がかか るか ら続 ける という理 由もある。農業以

外 に収入があればそち らを選ぶ。」 ということであった。家のあ とつぎや住民の結束はある

程度確保 されるか も しれないが、農林業は現在の 自給的状況から更に衰退に向か うと思わ

72



れる。

(4)持 尾集落の生活 ・生産 ・社会状況 の構造変遷

(2),(3)から、1945(昭 和20)年 頃から現在 までの集落の生活 ・生産は4時 期に分けられ

ると考えられ る。各期の状況 と構造 を示す。

第1期 ～1955(昭 和30)年 頃

集落社会:伝 統的集落社会

農林業:自 給 的農業、薪炭生産、集落内での協働

生活:伝 統的な農村生活

伝統的な集落社会によって 自給的農業が営 まれていた。その一方、集落住民が

まとま りを持 ちなが ら農業や生活の改善に力を注いだ時期で、当時の青年層(現

在の60～70歳 代)を 中心 に集落の生活 ・農林業を立て直そうという動きがあっ

た。

1948(昭 和23)年 、若手グループ 「持尾愛農会」が発足、 ミカン ・サ トイモの

導入をはかった。共有山を集落で確保するため持尾生産森林組合 を結成 した。

1955(昭 和30)年 頃まで販売用の炭焼 きが行われてお り、集落周辺の森林はほ

とん どが広葉樹林であったという。販売用の炭は他集落の林家か ら立木 を購入 し

て焼 き、場所 も集落 よ り奥で行 っていた。プロパ ンガスの普及直前の時代であっ

た。

この時期はほ とん どの農家で役 肉牛を飼育 していた。周辺の広葉樹林の下草は

牛の飼料 とし、刈 り柴を牛に運搬 させ水田の肥料 にした。基盤作 目は搾油用作物

が中心であ り、二毛作 のナタネ ・ムギは牛の飼料でもあった。

第2期1955(昭 和30)～1970(昭 和45)年 頃

集落社会:伝 統的集落社会 の性格 が継続

農林業:薪 炭生産の衰退、 天然林 か ら人工林への転換、果樹栽培への特化進行、

機械化、兼業化、集落内での協働の継続

生活:プ ロパ ンガス、家電製 品の急速な普及で近代化進展

農業や生活での近代化が進むが、集落内での協働 による農業が続 き結束が保た

れていた時期 といえる。 と りわけ ミカ ン栽培への特化は 目覚 しく、集落経済の基

盤 となった。

ミカンの好況、稲作の反収増加な どで集落 に活気があ り、農業 によって豊かに

なることがで きた。燃料革命、役肉牛か ら機械への転換、集落をあげての ミカン

導入 に伴い、集落周辺の広葉樹林は利用されな くなった り果樹 園やスギ ・ヒノキ

林な ど他の地 目に転換 され た りした。

自家用の炭焼 きは水田に隣接する所有山林か ら原木を得て1960(昭 和35)年 ま

で続 け られていた。

ミカン、サ トイモは1955(昭 和30)年 頃か ら1970(昭 和45)年 頃まで高価
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格で売れた。

1955(昭 和30)年 頃か ら耕 うん機が普及 し始めるにつれ牛は減少、1970(昭 和

45)年 には全ての農家が牛を手放 し35台 の耕 うん機が普及 していた。その結果、

二毛作はこの期間を通 じてほぼ消滅 した。

都市 と同 じ情報 をもた らし、生活 に大 きく影響 したと考 えられるテレビは1955

(昭和30)年 頃か ら購入 され始め、1960(昭 和35)年 頃にはかな り普及 した。

第3期1970(昭 和45)年 ～1985(昭 和60)年 頃

集落社会:農 林業を通 じた協働 の衰退

農林業:ミ カン不況に始まる農業の地位低下、兼業化進行

生活:近 代化進展

農業に関する各種の指標値をみる と、1970～1975年 頃の変化が劇的なものであ

った と思われる。BN比 はこの時期を境に急速 に上昇 してお り、 この頃まで集落

社会 の基盤産業であった農業が不況に陥 り農業離れは急速に進んだことが示 され

ている。4つ の時期区分のなかでは2)期 から3)期 への変化が最 も激 しいもので、

2時 期 に区分するのであればここで区切 るのが適切である と考える。

ミカ ンやコメの生産過剰で農業 による自立が難 し くなっていった。 ミカ ン価格

暴落 と生産調整、連作障害 によるサ トイモ生産中止、コメの生産調整、国産材価

格低迷な どによ り農林業離れが進んだ。

1970年 には第1種 兼業農家が64%、 第2種 兼業農家が26%で9割 がすでに兼

業農家であったが、1975年 には第1種12%、 第2種80%と 急速に農業収入が減

少 した。1975年 に12haを 超えていた果樹園面積は1980年 に若干減少 し1985

年 には10ha弱 にな った。

第4期 1985(昭 和60)年 頃～

集落社会:高 齢化進行、集落内協働の経験を持たない世代の増加、新たな社会関

係発生の兆候

農林業:果 樹か ら花木栽培への移行、農業の衰退、作業の個人化進行、林業労働

者の消滅

生活:生 活の個人化進行

農林業は一層衰退 し、また個人 ・世帯単位での作業が浸透 した時期である。年

中行事の多 くが衰退 するなかで質的変化を伴 って復活 したものもみ られ る。

持尾集落はDID地 区には入 らないが1995年 に初めて河南町にDID人 口が出現

した。造成がご く近 くで行われていることをみても、集落周辺が都市化 しつつあ

ることがいえる。

1985年 、農家世帯員 に占める60歳 以上の比率が15歳 以下の比率を上回った。

基盤作 目に花 き類 ・花木が加わ った。基盤活動就業者中に占める農業就業者

の比率は更に減少 した。果樹を中心 とした農業が営まれているものの農業 自体の
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位置付 けが低 くなっている。1985年 頃か ら田植 え機が本格 的に導入 され始め、平

成 に入 って普及 し、作業の機械化 ・個人化が更に進行 した。数年前にコメを供 出

する農家はな くなった。果樹園面積 は1990年 には5ha強 にまで減少 した。

小正月に行 う農耕祭礼 「大 とん ど」は戦後 中断 していたものが平成 に入 り子 ど

も会 を中心 に復活 し、1991(平 成3)年 には秋祭 りの地車が新 しくなった。

4-4-3 持尾集 落におけ る土地利用の変化

(1)方 法お よび使用データ

1)方法

持尾集落の行政 区域および持尾生産森林組合有林の土地利用変化 を、1963年 、1973年 、

1999年 の3時 点の空 中写真を判読 しGISソ フ ト上でベ クターデータの土地利用分類図を作

成する。 この土地利用図を10mメ ッシュのラスターデータに変換 し土地利用属性を持った

ポイン トデータを得る。各時点の各土地利用属性ポイ ン ト数をカウン トし、各ポイ ン トに

おける3時 点の属性変化 を分析、主要な土地利用変化パターンを把握する。更に4-4-2

で明 らかに した農林業、生活、集 落社会の変化過程 をもとに、各土地利用属性を各時点 に

対応する時期 の集落社会に とっての重要性や集落社会の状況 を示す新 たな属性に置き換 え、

社会的な側面 を示 す土地利用分類図作成を試みる。

既存のい くつかの報告か ら、里山や農村集落周辺の土地利用お よび植生は、農村社会の変

化や地形 といった要 因の影響を受 けて変化 して きていることが明 らかになっている。本研

究 においては と くに社会、生活 とい った要因 と土地利用 との関係 とい う視点 を中心に分析

する。

2)使用データ

(1)土地理院撮影空 中写真

1963(昭 和38)年10月8日 撮影(全 紙引 き伸ば し、モノクロ、縮尺約1/10000)、1973

(昭和48)年5月12日 撮影(全 紙引き伸ば し、モノクロ、縮尺約1/10000)、1999(平

成11)年9月7日 撮影(全 紙 引き伸ば し、カラー、縮尺約1/15000)

(2)地形図

1961(昭 和36)年 ・1971(昭 和46)年 ・1994(平 成6)年 作成地形図

1994年 地形 図を全ての地図の基図と し、1961年 ・1971年 の地形図は参照データとして

用いた。

3)土地利用属性

本研究では既往研究 による土地利用分類を参考に、持尾集落における農林業の特徴 を考

慮 して以下の9分 類 と した。

1:スギ・ヒノキ人工林

2:広葉樹林

3:アカマツ天然林
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4:竹 林

5:耕 作 地(水 田、畑)

6:樹 園地(果 樹 園、 そ の他)

7:造 林地 ・新 植地

8:伐 採 跡 地、 荒地 、 草地

9:構 造 物、 道路 、 居住 地 、造 成 地、水 面

「7:造林地 ・新 植 地」は 、持尾 では1950～1960年 代 にか な りの規模 で 果樹 園が増加 して

い る こ とを考 慮 し、 土 地利 用 変化 を よ り明確 に表す た め に設 け た。広 葉樹 林 は人 手が ほ と

ん ど加 わ らな くな って お り遷移 が進行 し群 落 が 変化 して い る こ とも考 え られ るが 、空 中写

真 か らの判 読 が 困難で あ っ たた め群落 の 区別 は しなか った。

(2)空 中写 真 判読 によ る土地利 用 の 変遷

1)各 時点 にお け る土 地利 用状 況(表4-4-11)

3時 点 それ ぞ れ にお け る土地利 用属 性 別ポ イ ン ト数 を示 す 。

1963年 に最 も多 か った属性 は耕作 地で、続 いて広葉樹 林 、ス ギ ・ヒノキ人工林 で あ った。

ま た荒 地 ・草 地等 や造 林 地 ・新植 地 も多 く見 られ た。

1973年 に最 も多 か った のは ス ギ ・ヒノキ 人工林 で、 広葉 樹林 、耕 作地 、樹 園地が続 く。

1999年 に なる とス ギ ・ヒノキ人工林 は全 ポ イ ン トの半 分近 くを占め る。樹 園地、広 葉樹

林、 耕作 地 、 宅地 ・構 造物 等 が続 く。

3時 点 を通 して大 幅 に増 加 したの はス ギ ・ヒノキ人工 林 で、減 少 したの は広 葉樹 林、耕 作

地、 造林 地 ・新植 地、 荒 地 ・草地 等 であ る。樹 園地は1963～1973年 にかけて 増加 、1973

～1999年 にかけ て減 少 した
。宅 地 ・構 造物 等 は もとも とのポ イ ン ト数 が少 ない が、傾 向 と

して は1973～1999年 にか けて の増加 が 著 しか った。

2)3時 点 間の 主要 な土 地利 用 変化パ ター ン とその分布(表4-4-12 、表4-4-13、 表4-4-14、

表4-4-15、 表4-4-16、 表4-4-17、 表4-4-18、 表4-4-19、 表4-4-20、 表4-4-21、 表4-4-22、

表4-4-23、 表4-4-24、 表4-4-25、 表4-4-26、 表4-4-27、 表4-4-28、 表4-4-29)

最初 の時点 で あ る1963年 の ポイ ン トデ ー タの土地利 用属 性別 に、1973年 、1999年 にか

けて の属性 の変化 をマ トリック スで表 した。3時 点のデ ー タ に欠損 が なか ったポ イ ン ト総 数

は19320で 、 これ を分析 の対象 と した。

9分 類 して い るため 変化 パ ター ンは93=729通 りが存在 しうるが、実 際 に生 じたのは325

通 り(44.6%)で あ っ た。

こ こで は、1963年 の各属 性 のポ イ ン ト数 に 占め る割合 が10%を 超 える もの を主要 な変化

パ ター ンであ る とみ な して抽 出 す る。そ の結 果 、主要 な変化 パ ター ン(1963年 の属 性、1973

年 の属性 、1999年 の属性)は(1,1,1)、(2,1,1)、(2,2,1)、(2 ,2,2)、(3,1,1)、(3,3,1)、(3,3,2)、

(3,8,1)、(4,4,4)、(4,6,4)、(4,8,4)、(5,5,5)、(6,1,1)、(6 ,6,6)、(7,6,1)、(7,6,6)、(8,1,1)、

(9,9,9)の18種 類 で あ り、 これ らに該 当す るポ イ ン トの合 計は9024ポ イ ン トで総 ポ イ ン

トの46.7%を 占め る。
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以下、1963年 のポイン トデータの土地利用属性別 に変化パ ター ンの特徴をみる。

1:スギ・ヒノキ人工林

1963年 にスギ ・ヒノキ人工林であったものはそのまま変化 していないものが多い。

2:広葉樹林

広葉樹林であったものは続 く2時 点のいずれかで半数以上がスギ ・ヒノキ人工林 に変化

し、広葉樹林 のままであったものは20%程 度であった。

3:アカマツ天然林

アカマツ林は もともとポイン ト数が少ないが、その半数近 くがスギ ・ヒノキ人工林に、

約30%が 広葉樹林に変化 していた。その うち、1973年 の草地 ・荒地等 を経て1999年 に

スギ ・ヒノキ人工林 になるパター ンが10%程 度み られた。

4:竹林

竹林 も総ポイン ト数が少ないが、1999年 も竹林であるものが多 く、一旦、草地 ・荒地

等あるいは樹園地 に変化 したのち再び竹林 になるパター ンも多い。

5:耕作地(水 田、畑)

耕作地では3時 点 とも耕作地であるものが主要パター ンとして抽出されたが、全体か ら

みれば約25%に す ぎず、耕作地の多 くがスギ ・ヒノキ人工林や樹 園地、宅地 ・構造物等

に変化 した。

6:樹園地(果 樹 園、その他)

樹 園地は、樹 園地の まま変化 しなかったポイン トとスギ ・ヒノキ人工林 に変化 したポイ

ン トが多か った。

7:造林地 ・新植地

造林地 ・新植地は、樹園地に変化 したポイン トと、一旦樹 園地を経てスギ ・ヒノキ人工

林にな ったポイ ン トが多かった。

8:伐採跡地、荒地、草地

荒地 ・草地等は、半数近 くがスギ ・ヒノキ人工林に変化 した。

9:構造物、道路、居住地、造成地、水面

宅地 ・構造物等は、半数以上がその ままの属性であった。

(3)土 地利用 に対する社会的側面か らの属性定義の試み

前述のように集落の社会、生活、農林業 を4時 期に区分 した場合、同 じ土地利用であって

も時期 によって集落住民 にとっての意味合いは異なると考え られる。そうであれば各土地

利用属性 にはその土地に働 きかけてい る集落社会の特徴や、その地域における農林業 の特

徴 と位置付 けを示す社会的属性が備わ っている といえるであろう。すなわち 「社会的属性

に よる土地利用図」 を作成 し、対象地域の土地利用 と社会経済状況 を一体的に把握するこ

とが可能ではないだろうか。

本研究の対象地域は農林業を基盤産業 としてきた集落であ る。そこで農林業 の特徴 と重要

度に着 目して、各時期における各土地利用に 「農林業 の場 としての重要度お よび利用する
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集落社会の形態」 とい う属性 を与え、「社会的な土地利用図」の作成 を試みた。

ただ し、このような社会的な属性 を決定す る指標、重要度を区分する基準値 として定 まっ

たものは見 当た らない。そのため前述の時期区分に用いた統計データ と聞き取 り調査の結

果か ら重要度 と利用形態 を相対的、定性的に判断 した。また全ての属性を網羅する指標が

ないため属性 ごとに重要度 と利用形態を決定 した。重要度 と利用形態 を決定する際に求め

た 「基盤産業」や 「基盤作 目」は産業や作 目の間での相互比較 によるものであるが、聞き

取 り調査の結果は異なるカテゴ リー間の相互比較のための数値指標がない。そのためある

属性 の土地 と別な属性 の土地 とで重要度が同 じであって も、それが全 く同 じ重要度であ る

とは限 らない。

この ように統一された基準がないなかで土地利用の社会的意味づけを検討するのは、里山

の保全 ・活用にあた り、里山の利用や管理 の変遷を土地利用状況一体的にとらえることが

今後 の保全 ・活用の仕組みをつ くるうえで必要だ と考 えるためである。ある土地利用 につ

いて集落の人々の生活や生産における重要度が変われば人々のその土地へのアクセス頻度

が、また生産や生活の様式が変わればアクセスの仕方が変わ るであろう。「社会的属性によ

る土地利用図」は、集落の人々による里山への関わ りのあ り方を示すものると考え られる。

1)各土地利用の社会的属性

属性 を与 える視点は、まず農林業を中心 とした時期区分の軸である 「農林業 と他産業 との

比較による、集落の農林業 、生活に とっての相対的な重要性」、「農林業内部 における、集

落の農林業、生活に とっての相対的な重要性」か ら、集落の農林業生産活動にとっての重

要度を3段 階 に区分する。次に集落住民に とっての土地利用の社会的な意味を表す と考え

ら れ る 「そ の 土 地 へ の 働 き か けが 、 相 対 的 に集 落 全 体 ある い は 複 数の 家 の ま と まりを単位

とした協働 によるものか個 人 ・世帯を単位 とした個別的なものか」 という視点か ら2つ に

区分する。これ ら2つ の視点によ り各土地利用属性を新たに6分 類 した(表4-4-30)。

各属性の土地に対する、集落社会にとっての重要度 とアクセスのあ り方を以下のように考

えた。

1.スギ・ヒノキ人工林

積極的な造林活動がなされたのは戦後の拡大造林期で、薪炭材が売れな くなって きた時

期 と重なるとみてよいだろう。農林業センサスでは、河南町の林業労働者数は1960年 に

11人 、1980年 に10人 で、1990年 にはみ られな くなった。聞 き取 りでは1975年 頃までは

林業労働がな されてきたようである。おおむね1980年 代を通 じて山仕事を行 う人がいな

くなった と考え られる。1970年 から1975年 にかけて2種 兼業農家が急増 してお り、農

林業労働従事者全体がこの時期に激減 したとみてよいだろう。

人工林 に関わ る林業労働 は個 人または世帯単位で行われて きた とみ られる。

2広 葉樹林

薪炭の生産販売がさかんだったのは1950年 頃までで、1960年 頃には販売用の炭生産は

ほぼなされな くなった。薪炭生産が衰退 した頃、人工造林や果樹園造成がさかんにな り広
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葉樹林は転換用地 としての役割を果た した。農業センサスによると1950年 か ら1970年

にかけて経営耕地面積 と樹園地面積がともに増加 してお り、聞 き取 りの結果 とあわせてこ

の期間に果樹園に転換 した広葉樹林があったと考 える。しか しその後の ミカ ン不況により

果樹園への転換 もなされな くなったとみ られる。

薪炭の生産は数人で行 っていた。広葉樹林か ら果樹園への転換は集落全体での方針であ

り、住民 同士協力 して行われた。

3.アカマツ天然林

薪炭材採取は1955年 頃 までなされていた とみ られる。マツタケは1965年 頃には販売

で きるほ どにはあが らな くなった。マツクイムシの被害が生 じたこともあ り、1955～1965

年頃にはスギ ・ヒノキ林への転換用地 とされて きた。

共有山は個人(世 帯)割 で使用 されてきたが、マツタケの入札制度は集落の青年団を中

心 に集落社会単位で行われていた。

4.竹林

1980年 頃までは竹材が売れてお り10軒 ぐらいが販売 していた。1960年 セ ンサスでは

旧河内村で竹材 を販売 ・自家消費 した農家数は6で あったが、これは毎年販売 していたわ

けではないためであろう。

各世帯で生産販売 し、お盆や正月の準備などの足 しに していたようで、竹林は積極的に

拡大 された ものではない と思われる。

5.耕作地(水 田、畑)

持尾集落 において農業 は一貫 して基盤産業であったが、1970年 以降は基盤産業が多様

化する傾向 にある。

旧河内村では1965年 までは搾油用作物や麦類 といった畑作物が主要基盤作 目であった

が、1970年 以降は畑作物、稲等が基盤作 目となることがない。

畑作物生産がさかんであった頃は役肉用牛が飼育されてお り、祭 りを通 じた集落内の交

流 も多かった。田植 え、稲刈 り等は 「てったいや」と呼ばれる労働力の交換 によって協力

し合って行われ るのが普通であった。 しか し田植え機 が1980年 代 に入って普及 し始め

1985年 頃 にはかな りの農家 に広 ま り、それに伴いそれ まで協働で行っていた田植えを個

人で行 うことが多 くなったようである。ただ し 「て ったいや」は現在 も若干残 ってお り、

主力 となっている農業従事者が農繁期に他の農家の手伝いをすることがある。

6樹 園地(果 樹 園、その他)

広葉樹林 を中心に果樹園造成が1950年 頃か ら始 まり、1955年 頃か ら1965年 頃にかけ

て ミカン苗の植栽が盛んに行われた。1960年 頃か らは販売が始 まり、旧河 内村では果樹

が基盤作 目に加わ った。1970年 か ら1985年 にかけて果樹は主要基盤作 目である。1975

年頃の価格暴落をきっかけに急速 に生産 ・販売が縮小、1980年 代終わ り頃か ら転作が進

行 し、1995年 には果樹に代わ り花 き ・花木類が主要基盤作 目となった。 ミカンは、現在

は 自家消費用 に生産 している家がほ とんどである。いずれに して も、樹園地 は持尾集落を
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代表する土地利用であるといえる。

果樹園造成は集落住民が協力 し合 って行われて きた。自家用 トラックが全体 に普及 して

いない頃には トラックを所有する家が市場への運搬を引き受けたという。

7.造林地 ・新植地、8.伐 採跡地、荒地、草地

これ らについては、他の土地利用属性への変更過程 にあるものと考え られ るため、重要

度 と働 きかける社会の結束状態の判断は困難であ り属性の付与は しない。

9:構造物、道路、居住地、造成地、水面

個人あるいは世帯の所有 と、公共物 との判別がっかないため、重要度 と働 きかける社会

の結束状態の判断は困難であ り属性の付与は しない。

しか し、1951～1952年 にかけての簡易水道設置、1970年 頃の農道舗装工事、1982年

の道路復 旧等、公共物の維持管理は住民が最近まで行っていたことが聞き取 り、文献 より

分かっている。

2)3時 点の社会的属性 による土地利用状況

1)で設けた3時 点の社会的属性をは じめに与えた各土地利用属性 に対応させポイン トデ

ータを得た(表4-4-31) 。

まず生産 ・生活における重要度をみる。3時 点を通 じて重要度が段階的に低 くなってきて

いるが、 とくに最初の2時 点間に重要度が高いと思われる土地利用が全 くな くなった。こ

れは、も ともとポイ ン ト数の多いスギ ・ヒノキ人工林や耕作地の重要度が変化 した影響に

よると思われる。

次 に集落社会のアクセス形態であるが、やは り最初の2時 点間に結束 した協働か ら個別へ

と大 き く変化 した と思われる。 これは、広葉樹林や耕作地に対するアクセス形態の変化 に

よる ところが大きい。

(4)ま とめ

土地利用属性 ごとのポイン ト数全体では、スギ ・ヒノキ人工林、樹 園地の増加傾向 と広葉

樹林、耕作地の減少傾向が特徴的であ り、 これ らは絶対量 もかな り多いため集落周辺 の景

観が大 き く変化 したことが分かる。特に1960年 代の変化が激 しかったといえる。また構造

物や道路、造成地等が1973年 か ら1999年 までの間に増加 してお り、近隣の開発が急激 に

進みつつあることが分かる。

集落の農林業、生活、集落社会の変化 を対応させ ると、土地利用の変化はその土地を経営

していこうという積極的な意思にもとづ くもの と、手を加えることを減 らそ うという消極

的な もの とがあることが分か る。全体 に消極化 の方向に進んでお り、アクセス頻度はかな

り減っているのではないだろうか。

ここでア クセス頻度の減少 とともにア クセスする集落社会の形態の変化 も生 じているこ

とを見逃 してはいけないだろう。例えば広葉樹林や耕作地への協働的なアクセスを体験 し

ているか、それ ら土地利用が経済 的に重要であった時期を体験 しているか、 といったこと

が人々に とっての里山の重要さに影響 していると考え られよう。集落周辺の里山に対する
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意識やイメージが世代 により異なってい ると思われる。蓮見の 「共同体的村落においては、

人々が村落 の範域 のなかでのみ社会的活動を行 っていたか ら、村落が一つの地域社会 であ

ったのではな く、逆 に、共同体 としての村落が一つの地域社会 としての輪郭を持っていた

か ら、住民の社会活動の主要な部分がそのなかに集 中されたのである」(青 井和夫監修 ・蓮

見音彦編集 『地域社会学』p12)と の指摘にあるように、集落社会の生産 ・生活の物的基盤

が集落の範 囲に重なっていた時期のまとま りを持った地域社会 と、その ような物的基盤 が

解消された時期 の地域社会 との差が世代間の意識の差か ら示唆 され た。

4-5 まとめ

市民による里山活用は、個人生活の楽 しさ、個人同士の交流、 自然環境 に対する関心等

様 々な動機 によって顕在化 していたが、全体 として団体構成員 の行動 も団体の結束もボ ラ

ンタ リックな理念 を基礎 としたもの といえるのではないだろうか。集落住民のような先祖

か ら受け継いだ家産の維持や、行政 による公的福祉 の実現 といった 目的 とは異なる理論に

よる行動ではな く、「理想的な里 山」をイメージ した活動なのである。 しか しまた、炭の生

産 ・販売 をは じめ とする物的な循環 の実現や、集落 との交流を意図 した活動の展開は、現

段 階では観念的なものであるけれ どもある一定 の地理的範囲をもった里 山地域を形成す る

方向へ 向かっている と考 えられるのである。

一方、集落社会 をみると世代間での里 山との関わ り方、集落社会 の形成 のあ り方に差が

認め られる。市民 団体 と集落社会 との交流を把握するにあたっても、集落社会の重層性へ

の考慮が必要であろう。似田貝は、ボランタ リックな団体は社会生活 と共同生活 との間 に

あって結びつ ける存在であると指摘するが(同p120)、 集落社会のなかでもいかなる世代、

グループ と市民団体の交流がなされ、 どこにどういった変化が生 じたのかをこの重層性 を

考慮 して把握すべ きである。この事例研究では市民 との交流は伝統的地域社会を経験 した

世代 を中心 になされていたが、今後それ よ り下の世代 もなんらかの関わ りを持つのか、集

落社会 自体の再構築 に発展するものか、里山地域の形成の可能性 をみてい く価値があるだ

ろう。

しか し、市民団体が直接活用 している里山は実際の ところわずかであ り、集落住民による

里山の利用 も停滞 している。新たな里山の活用 システムを構築するには、ある程度の量的

な活用を実現する計画を樹立 しなければな らないのは言 うまで もない。そのなかで誰 が、

誰 と関わ りなが ら、どのように里山へ働 きかけるかということまで含 めて考 える必要 があ

るのであ り、そのためにも現在形成 されている里山をめ ぐる地域主体 同士の関係 とそれ ら

主体 による里山の位置付けを明らかにすることには大 きな意義がある。

加えて、団体の中心的メンバーの理念やパーソナ リティーの影響が大 きいことか ら、彼 ら

自身に関する社会的側面か らの解析 も必要なのではなかろうか。
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